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業務規程の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（売買立会の区分及び売買立会時） 

第２条  本所の売買立会は、午前立会及び午後立

会に分かち、各売買立会時は、次の各号に掲げ

る有価証券の区分に従い、当該各号に定めると

ころによる。 

（１）（略） 

（２）新株予約権証券 

午前立会は、午前９時から１１時までと

し、午後立会は、午後０時３０分から３時

３０分までとする。 

（３）債券（新株予約権付社債券等（新株予約

権付社債券並びに同時に募集され、かつ、

同時に割り当てられた社債券及び新株予約

権証券であって、一体で売買するものとし

て上場されたものをいう。以下同じ。）を

除く。以下同じ。） 

午前立会は、午前１０時３０分から１１

時までの間において、各銘柄ごとに１回の

約定値段が決定されるときまでとし、午後

立会は行わない。 

（４）新株予約権付社債券等 

午前立会は、午前９時から１１時までと

し、午後立会は、午後０時３０分から３時

３０分までとする。 

２   （略） 

 

（売買の種類） 

第８条  売買立会による売買の種類は、次の各号

に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定

める取引とする。 

（１）（略）                

（２）新株予約権証券            

ａ・ｂ （略） 

（３）債券及び新株予約権付社債券等     

 

ａ・ｂ （略） 

２   （略） 

３  普通取引は、売買契約締結の日から起算して

４日目（休業日を除外する。以下日数計算につ

いて同じ。）の日に決済を行うものとする。た

だし、次の各号に掲げる日の売買については、

当該売買契約締結の日から起算して５日目の日

に決済を行うものとする。 

（１） （略） 

（２）第２６条の規定により優先株について、

転換条件の変更（転換請求期間の中断を含

む。以下同じ。）として定める期日、転換

（売買立会の区分及び売買立会時） 

第２条  本所の売買立会は、午前立会及び午後立

会に分かち、各売買立会時は、次の各号に掲げ

る有価証券の区分に従い、当該各号に定めると

ころによる。 

（１） （略） 

（２）新株引受権証券 

午前立会は、午前９時から１１時までと

し、午後立会は、午後０時３０分から３時

３０分までとする。 

（３）債券（転換社債券及び新株引受権付社債

券を除く。以下同じ。） 

午前立会は、午前１０時３０分から１１

時までの間において、各銘柄ごとに１回の

約定値段が決定されるときまでとし、午後

立会は行わない。 

 

 

 

 

（４）転換社債券及び新株引受権付社債券 

午前立会は、午前９時から１１時までと

し、午後立会は、午後０時３０分から３時

３０分までとする。 

２   （略） 

 

（売買の種類） 

第８条  売買立会による売買の種類は、次の各号

に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定

める取引とする。 

（１）（略） 

（２）新株引受権証券            

ａ・ｂ（略） 

（３）債券、転換社債券及び新株引受権付社債

券             

ａ・ｂ （略） 

２   （略） 

３  普通取引は、売買契約締結の日から起算して

４日目（休業日を除外する。以下日数計算につ

いて同じ。）の日に決済を行うものとする。た

だし、次の各号に掲げる日の売買については、

当該売買契約締結の日から起算して５日目の日

に決済を行うものとする。 

（１） （略） 

（２）第２６条の規定により優先株又は転換社

債券について、転換条件の変更（転換請求期

間の中断を含む。以下同じ。）として定める
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社債型新株予約権付社債券（新株予約権付

社債券のうち商法第３４１条の３第１項第

７号及び第８号に係る決議を行っているも

のをいう。以下同じ。）について、行使条

件の変更（行使期間の中断を含む。以下同

じ。）として定める期日 

（３）第２６条の２の規定により転換社債型新

株予約権付社債券について、期中償還請求

権に係る権利落として定める期日 

（４） （略） 

（５） 利付転換社債型新株予約権付社債券につ

いて、当該利付転換社債型新株予約権付社債

券の利払期日（利払期日が銀行休業日に当た

り、利払期日前に利子の支払が行われるとき

は、当該利子の支払が行われる日。以下同じ。）

の４日前（休業日を除く。）の日 

 

４ 前項の規定にかかわらず、利付転換社債型新

株予約権付社債券の普通取引において、次の各

号に掲げる日の前日（休業日に当たるときは、

順次繰り上げる。第４２条第３項第１号、第２

号、第５号及び第６号を除き以下同じ。）が利

払期日の前日に当たる場合には、同項第２号又

は第３号に定める期日の売買については当該売

買契約締結の日から起算して６日目の日に、当

該期日の翌日の売買については当該売買契約締

結の日から起算して５日目の日に、決済を行う

ものとする。 

（１）転換社債型新株予約権付社債券の発行者の

定める行使条件の変更が行われる日の前日 

（２） （略） 

 

５ 第３項の規定にかかわらず、利付転換社債型

新株予約権付社債券の普通取引において、前項

各号に掲げる日の翌日が利払期日の前日に当た

る場合には、第３項第２号又は第３号に定める

期日の売買については当該売買契約締結の日か

ら起算して６日目の日に決済を行うものとす

る。 

６  （略） 

 

（呼値） 

第１４条   （略） 

２～６ （略） 

７  呼値の単位は、次の各号に定めるところによ

る。 

 

（１）・（２） （略） 

（３）新株引受権証券は、１証券につき、０．

０５ポイントとする。この場合において、

本所がその都度定める金額を１００ポイン

期日 

 

 

 

 

 

（３）第２６条の２の規定により転換社債券に

ついて、期中償還請求権に係る権利落として

定める期日 

（４） （略） 

（５） 利付転換社債券について、当該利付転換

社債券の利払期日（利払期日が銀行休業日に

当たり、利払期日前に利子の支払が行われる

ときは、当該利子の支払が行われる日。以下

同じ。）の４日前（休業日を除く。）の日 

 

 

４ 前項の規定にかかわらず、利付転換社債券の

普通取引において、次の各号に掲げる日の前日

（休業日に当たるときは、順次繰り上げる。第

４２条第３項第１号、第２号、第５号及び第６

号を除き以下同じ。）が利払期日の前日に当た

る場合には、同項第２号又は第３号に定める期

日の売買については当該売買契約締結の日から

起算して６日目の日に、当該期日の翌日の売買

については当該売買契約締結の日から起算して

５日目の日に、決済を行うものとする。 

 

（１） 転換社債券の発行者の定める転換条件の変

更が行われる日の前日 

（２） （略） 

 

５ 第３項の規定にかかわらず、利付転換社債券

の普通取引において、前項各号に掲げる日の翌

日が利払期日の前日に当たる場合には、第３項

第２号又は第３号に定める期日の売買について

は当該売買契約締結の日から起算して６日目の

日に決済を行うものとする。 

 

６ （略） 

 

（呼値） 

第１４条   （略） 

２～６ （略） 

７  呼値の単位は、次の各号に定めるところによ

る。 

 

（１）・（２） （略） 

（３）新株引受権証券は、新株引受権付社債券

の額面１００円につき、５銭とする。 
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トとする。 

（４） （略） 

（５）転換社債型新株予約権付社債券は、額面

１００円につき、１０銭とする。 

（６）新株予約権付社債券等（転換社債型新株

予約権付社債券を除く。）は、額面１００

円につき、５銭とする。 

８  呼値は、株券については配当含みとし、利付

債券及び利付新株予約権付社債券等については

裸相場、利付債券以外の債券及び利付転換社債

型新株予約権付社債券以外の転換社債型新株予

約権付社債券については利子含みとする。   

９・１０ （略） 

 

 

（売買単位） 

第１５条  売買単位は、次の各号に掲げる有価証

券の区分に従い、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）・（２）（略） 

（３）新株予約権証券は、１証券とする。 

（４）（略） 

（５）転換社債型新株予約権付社債券は、本所

が定めるところにより、額面１００万円、

額面５０万円又は額面１０万円とする。 

（６）新株予約権付社債券等（転換社債型新株

予約権付社債券を除く。）は、本所が定め

るところにより、額面１００万円又は額面

５０万円とする。 

 

（転換条件の変更期日） 

第２６条  普通株に転換する条件が付されている

優先株について、転換条件の変更として、新た

な転換条件により売買を行う期日（以下「転換

条件の変更期日」という。）、転換社債型新株

予約権付社債券について、行使条件の変更とし

て、新たな行使条件により売買を行う期日（以

下「行使条件の変更期日」という。）は、本所

が定める。 

 

（期中償還請求権に係る権利落として売買を行う

期日） 

第２６条の２  期中償還請求権が付されている転

換社債型新株予約権付社債券について、期中償

還請求権に係る権利落として売買を行う期日

は、本所が定める。 

 

（利子の日割計算） 

第２７条  利付債券及び利付新株予約権付社債券

等の売買については、その利札面に記載する利

子から税額相当額として本所が定める額を差し

 

（４） （略） 

（５）転換社債券は、額面１００円につき、１

０銭とする。 

（６）新株引受権付社債券は、額面１００円に

つき、５銭とする。 

 

８  呼値は、株券については配当含みとし、利付

債券、利付転換社債券及び新株引受権付社債券

については裸相場、利付債券以外の債券及び利

付転換社債券以外の転換社債券については利子

含みとする。                

９・１０ （略） 

 

 

（売買単位） 

第１５条  売買単位は、次の各号に掲げる有価証

券の区分に従い、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）・（２）（略） 

（３）新株引受権証券は、１証券とする。 

（４）（略） 

（５）転換社債券は、本所が定めるところによ

り、額面１００万円、額面５０万円又は額

面１０万円とする。 

（６）新株引受権付社債券は、本所が定めると

ころにより、額面１００万円又は額面５０万

円とする。 

 

 

（転換条件の変更期日） 

第２６条  普通株に転換する条件が付されている

優先株又は転換社債券について、転換条件の変

更として、新たな転換条件により売買を行う期

日（以下「転換条件の変更期日」という。）は、

本所が定める。 

 

 

 

 

（期中償還請求権に係る権利落として売買を行う

期日） 

第２６条の２  期中償還請求権が付されている転

換社債券について、期中償還請求権に係る権利

落として売買を行う期日は、本所が定める。 

 

 

（利子の日割計算） 

第２７条  利付債券、利付転換社債券及び新株引

受権付社債券の売買については、その利札面に

記載する利子から税額相当額として本所が定め
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引いた額を、日割をもって計算し、その売買の

決済日までの分（以下「経過利子」という。）

を、売買代金に加算するものとする。ただし、

その売買の決済日が、当該有価証券の利払期日

に当たるときは、経過利子を売買代金に加算し

ないものとし、この場合においては、渡方会員

は、利札の引渡しを行わないものとする。 

 

２  （略） 

 

（売買の停止） 

第２８条  本所は、次の各号に掲げる場合には、

本所が定めるところにより、有価証券の売買を

停止することができる。 

 

（１） （略） 

（１）の２ 債券又は新株予約権付社債券等に

ついて抽選償還が行われる場合で、本所が

必要があると認める場合 

（２）～（４） （略） 

 

（立会外分売） 

第３０条   （略） 

２    前項の立会外分売については、本所が定め

るところにより、あらかじめ本所に届け出るも

のとし、かつ、本所が当該届出を受理した日の

翌日（以下「分売執行日」という。）において、

次条から第３３条までに規定するところによ

り、売買を成立させ、当該日から起算して４日

目の日（第８条第３項各号に掲げる日の売買に

ついては、５日目の日）に決済を行うものとす

る。ただし、利付転換社債型新株予約権付社債

券の売買において、第８条第４項又は第５項に

定める場合には、同条第３項第２号又は第３号

に定める期日の売買については６日目の日と

し、同条第４項に定める場合における当該期日

の翌日の売買については５日目の日とする。 

３・４ （略） 

 

（立会外分売の値段） 

第３１条  立会外分売は、前条第２項の届出を受

理した日の最終値段（本所が定めるところによ

り気配表示が行われているときは、当該最終気

配値段、当該届を受理した日が当該銘柄の配当

落等の期日、転換条件の変更期日又は行使条件

変更期日の前日である場合には、本所が定める

基準値段。当該銘柄について、国内の他の証券

取引所で同時に立会外分売を行う場合において

本所が必要があると認めたとき又は届出を受理

した日に最終値段（本所が定めるところにより

気配表示された最終気配値段を含む。）がない

る額を差し引いた額を、日割をもって計算し、

その売買の決済日までの分（以下「経過利子」

という。）を、売買代金に加算するものとする。

ただし、その売買の決済日が、当該有価証券の

利払期日に当たるときは、経過利子を売買代金

に加算しないものとし、この場合においては、

渡方会員は、利札の引渡しを行わないものとす

る。 

２  （略） 

 

（売買の停止） 

第２８条  本所は、次の各号に掲げる場合には、

本所が定めるところにより、有価証券の売買を

停止することができる。 

 

（１） （略） 

（１）の２ 債券、転換社債券又は新株引受権

付社債券について抽選償還が行われる場合

で、本所が必要があると認める場合 

（２）～（４） （略） 

 

（立会外分売） 

第３０条   （略） 

２    前項の立会外分売については、本所が定め

るところにより、あらかじめ本所に届け出るも

のとし、かつ、本所が当該届出を受理した日の

翌日（以下「分売執行日」という。）において、

次条から第３３条までに規定するところによ

り、売買を成立させ、当該日から起算して４日

目の日（第８条第３項各号に掲げる日の売買に

ついては、５日目の日）に決済を行うものとす

る。ただし、利付転換社債券の売買において、

第８条第４項又は第５項に定める場合には、同

条第３項第２号又は第３号に定める期日の売買

については６日目の日とし、同条第４項に定め

る場合における当該期日の翌日の売買について

は５日目の日とする。 

３・４ （略） 

 

（立会外分売の値段） 

第３１条  立会外分売は、前条第２項の届出を受

理した日の最終値段（本所が定めるところによ

り気配表示が行われているときは、当該最終気

配値段、当該届を受理した日が当該銘柄の配当

落等の期日又は転換条件の変更期日の前日であ

る場合には、本所が定める基準値段。当該銘柄

について、国内の他の証券取引所で同時に立会

外分売を行う場合において本所が必要があると

認めたとき又は届出を受理した日に最終値段

（本所が定めるところにより気配表示された最

終気配値段を含む。）がないときは、本所がそ
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ときは、本所がその都度定める値段）と当該値

段からその１０パーセント相当額を減じた値段

の範囲内の、当該分売を委託した顧客が指定し

た値段で、本所が適当と認める値段（以下「分

売値段」という。）により行うものとする。 

 

（売買の決済方法） 

第３８条   （略） 

２  売買の決済に係る有価証券の授受は、次の各

号に定めるところにより行う。 

（１）機構取扱株券及び転換社債型新株予約権

付社債券の売買 

  本所が指定する相手方（当日決済取引に

ついては、当該売買契約を締結した相手

方。次号において同じ。）との間において、

保管振替機構における口座の振替により

行うものとし、本所が、受方会員に代わっ

て保管振替機構に開設された渡方会員の

口座から本所の口座に振替を受け、本所の

口座から受方会員の口座へ振り替えるも

のとする。この場合における渡方会員の口

座から本所の口座への振替請求は、本所が

渡方会員に代わって保管振替機構に対し

て行うものとし、本所の口座から受方会員

の口座への振替請求は、本所が保管振替機

構に対して行うものとする。 

（２） （略） 

 

（吸収合併の場合の決済物件） 

第４１条  上場会社が他の上場会社若しくは他の

証券取引所に株券が上場されている非上場会社

又は日本証券業協会に株券が登録されている非

上場会社を吸収合併する場合において、被合併

会社（会社以外の法人を含む。以下この条にお

いて同じ。）株式１株に対して１株の数の新株

式が割り当てられるとき、又は被合併会社株式

１株に対して１株を超える数の新株式が割り当

てられるときは、合併登記日の翌日以降におけ

る当該上場会社の株券の売買の決済（旧株券と

新株券の双方が上場されている場合は、新株券

の売買の決済）については、本所が定める期間

に限り、本所が定めるものを決済物件として取

り扱うことができる。 

 

（有価証券引渡票による決済） 

第４２条  （略） 

２  （略） 

３  有価証券引渡票に係る有価証券の貸借の決済

は、有価証券引渡票発行の日から起算して５日

目（新株引受権証書については２日目）の日（以

下「有価証券引渡票に係る有価証券の貸借の決

の都度定める値段）と当該値段からその１０パ

ーセント相当額を減じた値段の範囲内の、当該

分売を委託した顧客が指定した値段で、本所が

適当と認める値段（以下「分売値段」という。）

により行うものとする。 

 

（売買の決済方法） 

第３８条   （略） 

２  売買の決済に係る有価証券の授受は、次の各

号に定めるところにより行う。 

（１）機構取扱株券及び転換社債券の売買 

  本所が指定する相手方（当日決済取引に

ついては、当該売買契約を締結した相手

方。次号において同じ。）との間において、

保管振替機構における口座の振替により

行うものとし、本所が、受方会員に代わっ

て保管振替機構に開設された渡方会員の

口座から本所の口座に振替を受け、本所の

口座から受方会員の口座へ振り替えるも

のとする。この場合における渡方会員の口

座から本所の口座への振替請求は、本所が

渡方会員に代わって保管振替機構に対し

て行うものとし、本所の口座から受方会員

の口座への振替請求は、本所が保管振替機

構に対して行うものとする。 

 

（２） （略） 

 

（吸収合併の場合の決済物件） 

第４１条  上場会社が他の上場会社若しくは他の

証券取引所に株券が上場されている非上場会社

又は日本証券業協会に株券が登録されている非

上場会社を吸収合併する場合において、被合併

会社（会社以外の法人を含む。）が株券の提出

を求めないときは、合併登記日の翌日以降にお

ける当該上場会社の株券の売買の決済（旧株券

と新株券の双方が上場されている場合は、新株

券の売買の決済）については、本所が定める期

間に限り、本所が定めるものを決済物件として

取り扱うことができる。 

 

 

 

 

（有価証券引渡票による決済） 

第４２条  （略） 

２  （略） 

３  有価証券引渡票に係る有価証券の貸借の決済

は、有価証券引渡票発行の日から起算して５日

目（新株引受権証書については２日目）の日（以

下「有価証券引渡票に係る有価証券の貸借の決
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済期限」という。）までに本所を通じて行うも

のとする。ただし、当該有価証券引渡票発行の

日から有価証券引渡票に係る有価証券の貸借の

決済期限までの間に次の各号に掲げる日が到来

する場合の有価証券引渡票に係る有価証券の貸

借の決済は、受方会員の承諾を受けたときを除

き、当該各号に掲げる日の前日（当該各号に掲

げる日が休業日に当たるときは２日前（休業日

を除外する。）の日）までに行わなければなら

ない。 

（１） （略） 

（２）優先株の発行者の定める転換条件の変更

が行われる日及び転換社債型新株予約権付

社債券の発行者の定める行使条件の変更が

行われる日の前日 

（３）期中償還請求権が付されている転換社債

型新株予約権付社債券の期中償還請求期間

満了の日 

（４） （略） 

（５）利付転換社債型新株予約権付社債券の利

払期日の前日 

（６）転換社債型新株予約権付社債券の抽選償

還の当選番号発表日の前日 

４  （略） 

 

（抽選償還に係る受渡有価証券の引換え） 

第４３条  抽選により償還されることが確定して

いる債券又は新株予約権付社債券等（転換社債

型新株予約権付社債券を除く。）が、当該当選

番号発表の日以降、売買の決済のために用いら

れた場合において、受方会員は、本所が定める

規則により、その相手方会員に当該銘柄の他の

債券又は新株予約権付社債券等との引換えを請

求することができる。 

 

（安定操作期間内における自己買付け） 

第５４条  証券会社の行為規制等に関する内閣府

令（昭和４０年大蔵省令第６０号）第４条第６

号イに規定する証券取引所の定める規則におい

て有価証券の流通の円滑化を図るため必要なも

の又は個別の銘柄に対する投資判断に基づかな

いものと認められている買付けは、本所の市場

における次の各号に掲げる買付けとする。 

 

（１）～（４） （略） 

（５）新株予約権証券、新株予約権付社債券等

又は交換社債券（以下この号及び次号にお

いて「新株予約権証券等」という。）に係

る価格の水準と当該新株予約権証券等に係

る行使又は株券による償還（以下この号及

び次号において｢行使等｣という。）の対象

済期限」という。）までに本所を通じて行うも

のとする。ただし、当該有価証券引渡票発行の

日から有価証券引渡票に係る有価証券の貸借の

決済期限までの間に次の各号に掲げる日が到来

する場合の有価証券引渡票に係る有価証券の貸

借の決済は、受方会員の承諾を受けたときを除

き、当該各号に掲げる日の前日（当該各号に掲

げる日が休業日に当たるときは２日前（休業日

を除外する。）の日）までに行わなければなら

ない。 

（１） （略） 

（２）優先株又は転換社債券の発行者の定める

転換条件の変更が行われる日の前日 

 

 

（３）期中償還請求権が付されている転換社債

券の期中償還請求期間満了の日 

 

（４） （略） 

（５）利付転換社債券の利払期日の前日 

 

（６）転換社債券の抽選償還の当選番号発表日

の前日 

４  （略） 

 

（抽選償還に係る受渡有価証券の引換え） 

第４３条  抽選により償還されることが確定して

いる債券又は新株引受権付社債券が、当該当選

番号発表の日以降、売買の決済のために用いら

れた場合において、受方会員は、本所が定める

規則により、その相手方会員に当該銘柄の他の

債券又は新株引受権付社債券との引換えを請求

することができる。 

 

 

（安定操作期間内における自己買付け） 

第５４条  証券会社の行為規制等に関する内閣府

令（昭和４０年大蔵省令第６０号）第４条第６

号イに規定する証券取引所の定める規則におい

て有価証券の流通の円滑化を図るため必要なも

の又は個別の銘柄に対する投資判断に基づかな

いものと認められている買付けは、本所の市場

における次の各号に掲げる買付けとする。 

 

（１）～（４） （略） 

（５）新株引受権証券、転換社債券、交換社債

券又は新株引受権付社債券（以下この号及

び次号において「新株引受権証券等」とい

う。）に係る価格の水準と当該新株引受権

証券等に係る行使、転換又は株券による償

還（以下この号及び次号において｢行使等｣
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株券（以下この号及び次号において「行使

等対象株券」という。）の価格の水準の関

係を利用して行う次のａ又はｂに掲げる取

引に係る買付け 

ａ 新株予約権証券等の売付けを行うととも

に、行使等の対象となる株式数の範囲内で

行使等対象株券の買付けを行う取引 

ｂ 行使等対象株券の売付けを行うととも

に、行使の対象となる株式数がその売付株

式数の範囲内となる新株予約権証券等（交

換社債券を除く。）の買付けを行う取引 

 

（６）新株予約権証券等の買付残高を有し、か

つ、当該買付残高に係る価格の変動により

発生し得る危険を減少させるため行使等対

象株券を売り付ける行為を行っている場合

において、当該行為に関して行使等対象株

券の買付け（売り付けている行使等対象株

券の株式数の範囲内で行うものに限る。）

を行う取引に係る買付け 

（７）～（１１） （略） 

 

（新株予約権証券を付した社債券） 

第６８条 第２条第１項第３号の同時に募集さ

れ、かつ、同時に割り当てられた社債券及び新

株予約権証券であって、一体で売買するものと

して上場されたものは、この規程の適用につい

ては、新株予約権証券を付した社債券とみなす。 

という。）の対象株券（以下この号及び次

号において「行使等対象株券」という。）

の価格の水準の関係を利用して行う次のａ

又はｂに掲げる取引に係る買付け 

ａ 新株引受権証券等の売付けを行うととも

に、行使等の対象となる株式数の範囲内で

行使等対象株券の買付けを行う取引 

ｂ 行使等対象株券の売付けを行うととも

に、行使又は転換の対象となる株式数がそ

の売付株式数の範囲内となる新株引受権証

券等（交換社債券を除く。）の買付けを行

う取引 

（６）新株引受権証券等の買付残高を有し、か

つ、当該買付残高に係る価格の変動により

発生し得る危険を減少させるため行使等対

象株券を売り付ける行為を行っている場合

において、当該行為に関して行使等対象株

券の買付け（売り付けている行使等対象株

券の株式数の範囲内で行うものに限る。）

を行う取引に係る買付け 

（７）～（１１） （略） 

 

 

（新設） 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成１４年４月１日から施

行する。 

２ 商法等の一部を改正する法律（平成１３年法

律第１２８号。以下この付則において「商法等

改正法」という。）附則第７条第１項の規定に

よりなお従前の例によるとされた転換社債又は

新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新

株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社

債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後

の規定を適用する。 

３ 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法

等改正法による改正前の商法第３４１条の１３

第１項の規定に基づき発行する新株引受権証券

は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定

を適用する。 
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信用取引及び貸借取引規程の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（新株引受権証書等の信用取引の禁止） 

第３条 正会員は、新株引受権証書（優先出資引

受権証書（協同組織金融機関の発行する優先出

資引受権証書をいう。）を含む。）、新株予約

権証券、上場廃止の基準に該当した銘柄その他

本所が適当でないと認めた銘柄について、信用

取引を行ってはならない。 

 

 

付  則 
 この改正規定は、平成１４年４月１日から施行

する。 

 

（新株引受権証書等の信用取引の禁止） 

第３条 正会員は、新株引受権証書（優先出資引

受権証書（協同組織金融機関の発行する優先出

資引受権証書をいう。）を含む。）、新株引受

権証券、上場廃止の基準に該当した銘柄その他

本所が適当でないと認めた銘柄について、信用

取引を行ってはならない。 
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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（新規上場申請手続） 

第３条 新規上場申請者（本所に有価証券が上場

されていない発行者が、有価証券の上場を申請

する場合の当該発行者をいう。以下同じ。）は、

次の各号に掲げる事項を記載した本所所定の有

価証券上場申請書を提出するものとする。 

（１）～（６） （略） 

（７） 上場申請に係る株券又は優先出資証券

についての指定保管振替機関（本所が指定す

る保管振替機関（株券等の保管及び振替に関

する法律（昭和５９年法律第３０号。以下「保

振法」という。）第２条第２項に規定する保

管振替機関をいう。以下同じ。）をいう。以

下同じ。）に対する保振法第６条の２に規定

する同意に関する事項 

２～１１ （略） 

１２  新規上場申請者は、本所が上場申請に係る

有価証券の上場を承認した場合には、第２項か

ら第１０項までに掲げる書類のうち本所が必要

と認める書類を提出し、本所が当該有価証券の

上場について公表した後、当該書類その他の新

規上場申請者がこの条の規定により提出した書

類のうち本所が必要と認める書類について本所

が公衆の縦覧に供することに同意するものとす

る。 

 

（法令に基づく電磁的記録の取扱い） 
第１８条  法令に基づき電磁的記録が作成されて
いる場合においては、原則として、新規上場申

請者又は本所の上場有価証券の発行者が本所の

規則に基づき行うべき書類等の提出（法令に基

づき作成すべき書類等の写しの提出を含む。以

下この条において同じ。）については、当該電

磁的記録又は当該電磁的記録に記録された内容

（新規上場申請手続） 

第３条  新規上場申請者（本所に有価証券が上場

されていない発行者が、有価証券の上場を申請

する場合の当該発行者をいう。以下同じ。）は、

次の各号に掲げる事項を記載した本所所定の有

価証券上場申請書を提出するものとする。 

 （１）～（６） （略） 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

２～１１ （略） 

１２  新規上場申請者は、本所が上場申請に係る

有価証券の上場を承認した場合には、第２項か

ら第１０項までに掲げる書類のうち本所が必要

と認める書類を提出し、本所が当該有価証券の

上場について公表した日の翌日から当該書類そ

の他の新規上場申請者がこの条の規定により提

出した書類のうち本所が必要と認める書類につ

いて本所が公衆の縦覧に供することに同意する

ものとする。 

 

 
（新設） 
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を記載した書面の提出によりこれを行うものと

する。 
２  前項の規定に基づき電磁的記録又は電磁的記
録に記録された内容を記載した書面を提出した

場合における本所の規則の適用については文書

をもって同項の書類等の提出を行ったものとみ

なすほか、本所の規則の適用においては、法令

に基づき作成された電磁的記録は当該電磁的記

録に相当する文書と、当該電磁的記録に記録さ

れた事項は当該文書に記載された事項と、それ

ぞれみなすものとする。 
 

付  則 
この改正規定は、平成１４年４月１日から施行

する。 
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株券上場審査基準の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（上場審査基準） 
第４条  第２条に規定する上場審査は、次の各号
に適合する新規上場申請者の株券及び優先出資

証券を対象として行うものとする。 
 （１） （略） 
 （２） 株式の分布状況 
    ａ  大株主上位１０名（明らかに固定的所有
でないと認められる株式（優先出資を含む。

以下同じ。）を除き、所有株式数の多い順

に１０名の株主（優先出資者（優先出資法

に規定する優先出資者をいう。以下同じ。）

を含む。以下この基準において同じ。）を

いう。以下同じ。）及び特別利害関係者（役

員（役員持株会を含む。）、その配偶者及

び二親等内の血族（以下「役員等」という。）、

役員等により総株主の議決権（総社員、総

会員、総組合員又は総出資者の議決権を含

み、株式会社又は有限会社にあっては、商

法第２１１条の２第４項に規定する種類の

株式又は持分に係る議決権を除き、同条第

５項の規定により議決権を有するものとみ

なされる株式又は持分に係る議決権を含

む。以下同じ。）の過半数が保有されてい

る会社（会社以外の法人を含む。）並びに

関係会社及びその役員をいうものとする。

以下同じ。）が所有する株式の総数に新規

上場申請者が所有する自己株式数を加えた

株式数（以下「少数特定者持株数」という。）

が、上場の時までに、上場株式数の８０％

以下になる見込みのあること。 
    ｂ  （略） 
 （３）～（９） （略） 
 （１０） 指定保管振替機関における取扱いに

係る同意 
   当該銘柄について指定保管振替機関に対す

（上場審査基準） 
第４条  第２条に規定する上場審査は、次の各号
に適合する新規上場申請者の株券及び優先出資

証券を対象として行うものとする。 
 （１） （略） 
 （２） 株式の分布状況 
    ａ  大株主上位１０名（明らかに固定的所有
でないと認められる株式（優先出資を含む。

以下同じ。）を除き、所有株式数の多い順

に１０名の株主（優先出資者（優先出資法

に規定する優先出資者をいう。以下同じ。）

を含む。以下この基準において同じ。）を

いう。以下同じ。）及び特別利害関係者（役

員（役員持株会を含む。）、その配偶者及

び二親等内の血族（以下「役員等」という。）、

役員等により発行済株式総数（発行済優先

出資の総口数を含む。以下同じ。）の過半

数若しくは出資の総額の過半数が所有され

ている会社（会社以外の法人を含む。）並

びに関係会社及びその役員をいうものとす

る。以下同じ。）が所有する株式の総数に

新規上場申請者が所有する自己株式数を加

えた株式数（以下「少数特定者持株数」と

いう。）が、上場の時までに、上場株式数

の８０％以下になる見込みのあること。 
 
 
 
 
 
    ｂ  （略） 
 （３）～（９） （略） 
 （新設） 
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る保振法第６条の２に規定する同意を行って

いること又は上場の時までに当該同意を行う

見込みのあること。 
２ （略） 
３ 次の各号に掲げる場合において、当該各号に

定める会社が発行者である株券又は優先出資証

券の上場を遅滞なく申請するときは、第１項の

規定に基づく上場審査については、原則として、

同項第１号から第６号までの規定を適用しない

ものとする。ただし、当該各号に定める会社が

発行者である株券又は優先出資証券が上場時に

おいて上場株式数に係る株券上場廃止基準及び

同基準第２条第１５号に該当しないこととなる

見込みがあり、かつ、当該会社が発行する株券

又は優先出資証券が上場後最初に終了する事業

年度の末日までに株式の分布状況に係る株券上

場廃止基準に該当しないこととなる見込みがあ

ることを要するものとする。 
 （１）・（２） （略） 
 
（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査基準） 
第６条  前条に規定する上場審査は、九州周辺に
営業の主体を有し、次の各号に適合する新規上

場申請者の株券を対象として行うものとする。 
 （１）～（５） （略） 
  （６） 第４条第１項第７号から第１０号まで
に適合していること。 

２  次の各号に掲げる場合において、当該各号に
定める会社が発行者である株券の上場を遅滞な

く申請するときは、前項の規定に基づく上場審

査については、原則として、第１号から第５号

までの規定を適用しないものとする。ただし、

当該各号に定める会社が発行者である株券が上

場時において株券上場廃止基準第２条第１５号

に該当しないこととなる見込みがあり、かつ、

上場後最初に終了する事業年度の末日までに株

式の分布状況に係る株券上場廃止基準に該当し

ないこととなる見込みがあることを要するもの

 
 
 
２ （略） 
３ 次の各号に掲げる場合において、当該各号に

定める会社が発行者である株券又は優先出資証

券の上場を遅滞なく申請するときは、第１項の

規定に基づく上場審査については、原則として、

同項第１号から第６号までの規定を適用しない

ものとする。ただし、当該各号に定める会社が

発行者である株券又は優先出資証券が上場時に

おいて上場株式数に係る株券上場廃止基準及び

同基準第２条第１４号に該当しないこととなる

見込みがあり、かつ、当該会社が発行する株券

又は優先出資証券が上場後最初に終了する事業

年度の末日までに株式の分布状況に係る株券上

場廃止基準に該当しないこととなる見込みがあ

ることを要するものとする。 
 （１）・（２） （略） 
 
（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査基準） 
第６条  前条に規定する上場審査は、九州周辺に
営業の主体を有し、次の各号に適合する新規上

場申請者の株券を対象として行うものとする。 
 （１）～（５） （略） 
  （６） 第４条第１項第７号から第９号までに
適合していること。 
２  次の各号に掲げる場合において、当該各号に
定める会社が発行者である株券の上場を遅滞な

く申請するときは、前項の規定に基づく上場審

査については、原則として、第１号から第５号

までの規定を適用しないものとする。ただし、

当該各号に定める会社が発行者である株券が上

場時において株券上場廃止基準第２条第１４号

に該当しないこととなる見込みがあり、かつ、

上場後最初に終了する事業年度の末日までに株

式の分布状況に係る株券上場廃止基準に該当し

ないこととなる見込みがあることを要するもの
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とする。 
 

付  則 
１ この改正規定は、平成１４年４月１日から施

行する。 
２ 改正後の第４条第１項第２号の規定は、この

改正規定の施行の日以後の株主名簿の閉鎖時又

は基準日における株主等の状況に基づいて行う

株主の分布状況の審査から適用する。 

とする。 
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上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（会社情報の開示） 
第２条  上場会社は、次の各号のいずれかに該当
する場合（第１号に掲げる事項及び第２号に掲

げる事実にあっては、投資者の投資判断に及ぼ

す影響が軽微なものとして本所が定める基準に

該当するものを除く。）は、直ちにその内容を

開示しなければならない。 
（１） 上場会社の業務執行を決定する機関が、

次に掲げる事項を行うことについての決定を

した場合（当該決定に係る事項を行わないこと

を決定した場合を含む。） 
ａ  株式、新株予約権及び新株予約権付社債の
発行又は売出し 

 
ｂ～ｔ  （略） 
ｕ  上場会社又はその子会社の役員又は従業
員に対する新株予約権の発行その他のスト

ック・オプションと認められるものの付与 
ｖ～ａｂ  （略） 
ａｃ  上場債券（上場新株予約権付社債券等
（新株予約権付社債券等に関する有価証券

上場規程の特例第２条に規定する新株予約

権付社債券等をいう。以下同じ。）を含む。

以下このａｃ及び次の（２）ｒにおいて同

じ。）に係る全部若しくは一部の繰上償還又

は社債権者集会の招集その他上場債券に関

する権利に係る重要な事項 
ａｄ  指定保管振替機関に対する保振法第６
条の２に規定する同意の撤回 

 
 
 
ａｅ～ａｇ  （略） 
（２） 次に掲げる事実が発生した場合 
ａ～ｎ  （略） 

（会社情報の開示） 
第２条  上場会社は、次の各号のいずれかに該当
する場合（第１号に掲げる事項及び第２号に掲

げる事実にあっては、投資者の投資判断に及ぼ

す影響が軽微なものとして本所が定める基準に

該当するものを除く。）は、直ちにその内容を

開示しなければならない。 
（１） 上場会社の業務執行を決定する機関が、

次に掲げる事項を行うことについての決定を

した場合（当該決定に係る事項を行わないこと

を決定した場合を含む。） 
ａ  株式、転換社債及び新株引受権付社債の発
行若しくは売出し又は新株引受権証券の売

出し 
ｂ～ｔ  （略） 
ｕ  商法第２８０条の１９に規定する新株の
引受権その他のストック・オプションと認め

られるものの付与 
ｖ～ａｂ  （略） 
ａｃ  上場債券（上場転換社債券及び上場新株
引受権付社債券を含む。以下このａｂ及び次

の（２）ｒにおいて同じ。）に係る全部若し

くは一部の繰上償還又は社債権者集会の招

集その他上場債券に関する権利に係る重要

な事項 
 
 
ａｄ  財団法人証券保管振替機構の保管振替
事業において取り扱われている上場有価証

券についての株券等の保管及び振替等に関

する法律（昭和５９年法律第３０号）第５条

第３項に規定する同意に係る重要な事項 
ａｅ～ａｇ  （略） 
（２） 次に掲げる事実が発生した場合 
ａ～ｎ  （略） 
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ｏ  株主（優先出資法に規定する普通出資者又
は優先出資者を含む。以下この規則において

同じ。）による株式又は新株予約権若しくは

新株予約権付社債の発行の差止めの請求 
ｐ～ｕ  （略） 
（３）・（４） （略） 
２～６ （略） 
 
（決定事項等に係る通知及び書類の提出） 
第５条  上場会社は、次の各号に掲げる事項につ
いて決議又は決定を行った場合（投資者の投資

判断に及ぼす影響が軽微なものとして本所が定

める基準に該当する場合を除く。）には、直ち

に本所に通知するとともに、本所が別に定める

ところに従い、書類の提出を行うものとする。 
（１）～（６） （略） 
（７） 上場新株予約権証券、上場債券又は上場

新株予約権付社債等に関する信託契約、発行契

約若しくは社債管理委託契約その他本所が必

要と認める委託契約の変更 
 
 
 
（８） 上場有価証券の償還又は消却 
（９） （略） 
（１０） 株券、優先出資証券、新株予約権証券

又は新株予約権付社債券に係る権利を表示す

る預託証券の募集又は売出し及びその発行登

録（その取下げを含む。） 
（１１） （略） 
（１２） 公募（一般募集による新株予約権若し

くは新株予約権付社債等又はこれらの有価証

券に係る権利を表示する預託証券の発行を含

む。）又は売出しに係る元引受契約を締結する

証券会社又は外国証券会社及び募集又は売出

しに係る発行価格又は売出価格（他の種類の株

式への転換が行われる株式（これらの有価証券

に係る権利を表示する預託証券を含む。）にあ

ｏ  株主（優先出資法に規定する普通出資者又
は優先出資者を含む。以下この規則において

同じ。）による株式の発行の差止めの請求 
 
ｐ～ｕ  （略） 
（３）・（４） （略） 
２～６ （略） 
 
（決定事項等に係る通知及び書類の提出） 
第５条  上場会社は、次の各号に掲げる事項につ
いて決議又は決定を行った場合（投資者の投資

判断に及ぼす影響が軽微なものとして本所が定

める基準に該当する場合を除く。）には、直ち

に本所に通知するとともに、本所が別に定める

ところに従い、書類の提出を行うものとする。 
（１）～（６） （略） 
（７） 上場新株引受権証券に係る新株引受権付

社債に関する社債管理委託契約その他本所が

必要と認める委託契約の変更又は上場債券、上

場転換社債若しくは上場新株引受権付社債に

関する信託契約、発行契約若しくは社債管理委

託契約その他本所が必要と認める委託契約の

変更 
（８） 上場有価証券の償還又は買入消却 
（９） （略） 
（１０） 株券、優先出資証券、転換社債券、新

株引受権付社債券又は新株引受権証券に係る

権利を表示する預託証券の募集又は売出し及

びその発行登録（その取下げを含む。） 
（１１） （略） 
（１２） 公募（一般募集による転換社債若しく

は新株引受権付社債又はこれらの有価証券に

係る権利を表示する預託証券の発行を含む。）

又は売出しに係る元引受契約を締結する証券

会社又は外国証券会社及び募集又は売出しに

係る発行価格又は売出価格（転換社債又は転換

株式（これらの有価証券に係る権利を表示する

預託証券を含む。）にあっては発行価格及び転
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っては発行価格及び転換の条件又は売出価格、

新株予約権付社債等（新株予約権付社債に係る

権利を表示する預託証券を含む。）にあっては

発行価格及び新株予約権の内容又は売出価格） 
（１３） （略） 

 
（新株予約権の行使の通知等） 
第７条  上場会社は、他の種類の株式への転換が
行われる株式について上場株式への転換が行わ

れる場合又は新株予約権について行使が行われ

る場合には、その旨を本所に通知するとともに、

本所における売買の決済に支障をきたさないよ

う遅滞なく株券を発行又は移転するものとす

る。 
 
２  上場会社は、期中償還請求権が付されている
上場新株予約権付社債等について期中償還請求

権の行使が行われる場合には、その旨を本所に

通知するものとする。 
 
（株式の名義書換取扱所等の設置） 
第１１条  上場会社は、株式の名義書換取扱所又
は取次所、他の種類の株式への転換が行われる

上場株式の株式への転換事務取扱所又は取次所

及び上場新株予約権証券又は上場新株予約権付

社債券等に係る新株予約権の行使事務取扱所又

は取次所を福岡市又はその周辺に設置するもの

とする。 
 
（公告に係る情報の広範な周知） 
第１１条の２  上場会社は、法令の定めるところ
により公告を行う場合には、投資者に対する当

該公告に係る情報の広範な周知を図るものとす

る。 
 

平成８年４月１日改正付則 
この改正規定は、平成８年４月１日から施行す

る。 

換の条件又は売出価格、新株引受権付社債（新

株引受権付社債に係る権利を表示する預託証

券を含む。）にあっては発行価格及び新株引受

権の内容又は売出価格） 
（１３） （略） 

 
（転換社債の転換の通知等） 
第７条  上場会社は、転換社債若しくは転換株式
について上場株式への転換が行われる場合又は

新株引受権付社債の新株引受権若しくは商法第

２８０条の１９第１項の新株引受権について行

使が行われる場合には、その旨を本所に通知す

るとともに、本所における売買の決済に支障を

きたさないよう遅滞なく株券を発行するものと

する。 
２  上場会社は、期中償還請求権が付されている
上場転換社債について期中償還請求権の行使が

行われる場合には、その旨を本所に通知するも

のとする。 
 
（株式の名義書換取扱所等の設置） 
第１１条  上場会社は、株式の名義書換取扱所又
は取次所、上場転換社債又は上場転換株式の株

式への転換事務取扱所又は取次所及び上場新株

引受権証券又は上場新株引受権付社債の新株引

受権の行使事務取扱所又は取次所を福岡市又は

その周辺に設置するものとする。 
 
 
（公告の方法） 
第１１条の２  上場会社の公告は、時事に関する
事項を掲載する日刊新聞紙（全国版）に掲げて

行うものとする。 
 
 

平成８年４月１日改正付則 
１  この改正規定は、平成８年４月１日から施行
する。 
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（削る） 
 
 
 
 
 
 
 

付  則 
１  この改正規定は、平成１４年４月１日から施
行する。 
２  商法等の一部を改正する法律（平成１３年法
律第１２８号。以下この付則において「商法等

改正法」という。）附則第６条第１項の規定に

よりなお従前の例によるとされた新株引受権

は、新株予約権とみなして、改正後の規定を適

用する。 
３  商法等改正法附則第７条第１項の規定により
なお従前の例によるとされた転換社債又は新株

引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、

改正後の規定を適用する。 
４  前項の新株引受権付社債を発行する際に商法
等改正法による改正前の商法第３４１条の１３

第１項の規定に基づき発行する新株引受権証券

は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定

を適用する。 

２  改正後の第１１条の２の規定にかかわらず、
当該規定の適用を受ける者は、当分の間、次の

各号に掲げる上場会社に限るものとする。 
（１）  この改正規定施行の際、当該規定に規定
する事項につき、既に実施している上場会社 
（２）  この改正規定施行の日以降、新たに上場
会社となる者 
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株券上場廃止基準の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（上場廃止基準） 

第２条  上場銘柄（Ｑ－Ｂｏａｒｄ上場銘柄を除

く。以下この条において同じ。）が次の各号の

いずれかに該当する場合は、その上場を廃止す

るものとする。 

 （１）～（１３） （略） 

 （１４） 指定保管振替機関における取扱いに

係る同意の撤回 

   上場会社が当該銘柄について指定保管振替

機関に対する保振法第６条の２に規定する同

意を撤回した場合 

 （１５） （略） 

 

（Ｑ－Ｂｏａｒｄ上場銘柄の上場廃止基準） 

第２条の２  Ｑ－Ｂｏａｒｄ上場銘柄が、次の各

号のいずれかに該当する場合は、その上場を廃

止するものとする。 

 （１）・（２） （略） 

  （３）  前条第４号から第１５号まで（第８号

ｂ中「株券上場審査基準第４条第３項」とあ

るのは「株券上場審査基準第６条第２項」と

読み替える。）のいずれかに該当した場合 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１４年４月１日から施行

する。 

 

（上場廃止基準） 

第２条  上場銘柄（Ｑ－Ｂｏａｒｄ上場銘柄を除

く。以下この条において同じ。）が次の各号の

いずれかに該当する場合は、その上場を廃止す

るものとする。 

 （１）～（１３） （略） 

 （新設） 

 

 

 

 

 （１４） （略） 

 

（Ｑ－Ｂｏａｒｄ上場銘柄の上場廃止基準） 

第２条の２  Ｑ－Ｂｏａｒｄ上場銘柄が、次の各

号のいずれかに該当する場合は、その上場を廃

止するものとする。 

 （１）・（２） （略） 

  （３）  前条第４号から第１４号まで（第８号

ｂ中「株券上場審査基準第４条第３項」とあ

るのは「株券上場審査基準第６条第２項」と

読み替える。）のいずれかに該当した場合 
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受託契約準則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（普通取引における顧客の受渡時限） 

第８条 （略） 

２  前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

日に成立した普通取引については、顧客は、当該

売買成立の日から起算して５日目の日の午前９

時までに、売付有価証券又は買付代金を正会員に

交付するものとする。 

（１） （略） 

（２）優先株について、新たな転換条件により売

買を行う期日として取引所の定める期日、転

換社債型新株予約権付社債券（新株予約権付

社債券のうち、商法第３４１条の３第１項第

７号及び第８号に係る決議を行っているもの

をいう。以下同じ。）について、新たな行使

条件により売買を行う期日として取引所の定

める期日 

（３）期中償還請求権が付されている転換社債型

新株予約権付社債券について、期中償還請求

権に係る権利落の期日として取引所の定める

期日 

（４） （略） 

（５）利付転換社債型新株予約権付社債券につい

て、当該利付転換社債型新株予約権付社債券

の利払期日（利払期日が銀行休業日に当たり、

利払期日前に利子の支払が行われるときは、

当該利子の支払が行われる日。以下同じ。）

の４日前（取引所の休業日を除く。）の日 

３ 前項の規定にかかわらず、利付転換社債型新

株予約権付社債券の普通取引において、次の各

号に掲げる日の前日（取引所の休業日に当たる

ときは、順次繰り上げる。第３１条を除き以下

同じ。）が利払期日の前日に当たる場合には、

顧客は、同項第２号又は第３号に定める期日の

売買については当該売買成立の日から起算して

（普通取引における顧客の受渡時限） 

第８条 （略） 

２  前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

日に成立した普通取引については、顧客は、当該

売買成立の日から起算して５日目の日の午前９

時までに、売付有価証券又は買付代金を正会員に

交付するものとする。 

（１） （略） 

（２）優先株又は転換社債券について、新たな転

換条件により売買を行う期日として取引所の

定める期日 

 

 

 

 

 

（３）期中償還請求権が付されている転換社債券

について、期中償還請求権に係る権利落の期

日として取引所の定める期日 

 

（４） （略） 

（５）利付転換社債券について、当該利付転換社

債券の利払期日（利払期日が銀行休業日に当た

り、利払期日前に利子の支払が行われるとき

は、当該利子の支払が行われる日。以下同じ。）

の４日前（取引所の休業日を除く。）の日 

 

３ 前項の規定にかかわらず、利付転換社債券の

普通取引において、次の各号に掲げる日の前日

（取引所の休業日に当たるときは、順次繰り上

げる。第３１条を除き以下同じ。）が利払期日

の前日に当たる場合には、顧客は、同項第２号

又は第３号に定める期日の売買については当該

売買成立の日から起算して６日目の日の午前９
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６日目の日の午前９時までに、当該期日の翌日

の売買については当該売買成立の日から起算し

て５日目の日の午前９時までに、売付有価証券

又は買付代金を正会員に交付するものとする。 

（１）転換社債型新株予約権付社債券の発行者の

定める行使条件の変更が行われる日の前日 

（２） （略） 

４ 第２項の規定にかかわらず、利付転換社債型

新株予約権付社債券の普通取引において、前項

各号に掲げる日の翌日が利払期日の前日に当た

る場合には、顧客は、第２項第２号又は第３号

に定める期日の売買については当該売買成立の

日から起算して６日目の日の午前９時までに、

売付有価証券又は買付代金を正会員に交付する

ものとする。 

５ （略） 

 

（利子の日割計算） 

第１１条 債券（新株予約権付社債券等（新株予

約権付社債券並びに同時に募集され、かつ、同

時に割り当てられた社債券及び新株予約権証券

であって、一体で売買するものとして上場され

たものをいう。以下同じ。）を除く。以下同じ。）

の売買のうち利付債券の売買並びに利付新株予

約権付社債券等の売買については、額面総額に

その有価証券の利率を乗じて得た額（以下「利

子」という。）から税額相当額として取引所が

定める額を差し引いた額を、日割をもって計算

し、その売買の決済日（取引所が定めるところ

により、決済を繰り延べる場合にあっては、当

初の決済日をいう。以下この条において同じ。）

までの分（以下「経過利子」という。）を、売

買代金に加算して授受するものとする。ただし、

その売買の決済日が、当該有価証券の利払期日

に当たるときは、経過利子を売買代金に加算し

ないものとし、この場合においては、売付顧客

は、利札の引渡しを行わないものとする。 

時までに、当該期日の翌日の売買については当

該売買成立の日から起算して５日目の日の午前

９時までに、売付有価証券又は買付代金を正会

員に交付するものとする。 

（１）転換社債券の発行者の定める転換条件の変

更が行われる日の前日 

（２） （略） 

４ 第２項の規定にかかわらず、利付転換社債券

の普通取引において、前項各号に掲げる日の翌

日が利払期日の前日に当たる場合には、顧客は、

第２項第２号又は第３号に定める期日の売買に

ついては当該売買成立の日から起算して６日目

の日の午前９時までに、売付有価証券又は買付

代金を正会員に交付するものとする。 

 

５ （略） 

 

（利子の日割計算） 

第１１条 債券（転換社債券及び新株引受権付社

債券を除く。以下同じ。）の売買のうち利付債

券の売買並びに利付転換社債券及び新株引受権

付社債券の売買については、額面総額にその有

価証券の利率を乗じて得た額（以下「利子」と

いう。）から税額相当額として取引所が定める

額を差し引いた額を、日割をもって計算し、そ

の売買の決済日（取引所が定めるところにより、

決済を繰り延べる場合にあっては、当初の決済

日をいう。以下この条において同じ。）までの

分（以下「経過利子」という。）を、売買代金

に加算して授受するものとする。ただし、その

売買の決済日が、当該有価証券の利払期日に当

たるときは、経過利子を売買代金に加算しない

ものとし、この場合においては、売付顧客は、

利札の引渡しを行わないものとする。 
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２ （略） 

 

（引渡有価証券の券種及び組合せ） 

第１３条  正会員に売付けの委託をした顧客が、

その決済のために引き渡す有価証券は、次の

各号に定めるところによるものとし、債券及

び新株予約権付社債券等については、無記名

式のものでなければならない。ただし、株券

の当日決済取引による売付けの委託及び債券

の売付けの委託（第４号に定める売付けの委

託を除く。）において、受託正会員が同意し

た場合においては、他の券種の有価証券によ

ることができる。 

（１） （略） 

（２）新株予約権証券の売付けについては、売買

単位の券種の新株予約権証券 

（３） （略） 

（４）新株予約権付社債券等の売付けについては、

新株予約権付社債券にあっては売買単位の額

面金額の券種であって、かつ、無記名式の新

株予約権付社債券、それ以外のものにあって

は、売買単位の額面金額の券種であって、か

つ、無記名式の社債券及び当該社債券に付し

たものとみなされる新株予約券証券 

２ （略） 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

（吸収合併の場合の決済物件） 

第１６条 上場会社が他の上場会社若しくは国内

の他の証券取引所に株券が上場されている非上

場会社又は日本証券業協会に株券が登録されて

いる非上場会社を吸収合併する場合において、

２ （略） 

 

（引渡有価証券の券種及び組合せ） 

第１３条  正会員に売付けの委託をした顧客が、

その決済のために引き渡す有価証券は、次の各号

に定めるところによるものとし、債券、転換社債

券及び新株引受権付社債券については、無記名式

のものでなければならない。ただし、株券の当日

決済取引による売付けの委託及び債券の売付け

の委託（第４号に定める売付けの委託を除く。）

において、受託正会員が同意した場合において

は、他の券種の有価証券によることができる。 

 

（１） （略） 

（２）新株引受権証券の売付けについては、売買

単位の券種の新株引受権証券 

（３） （略） 

（４）転換社債券又は新株引受権付社債券の売付

けについては、額面金額が売買単位の券種の

転換社債券又は新株引受権付社債券 

 

 

 

 

２ （略） 

３ 第１項第１号及び前項の規定にかかわらず、

取引所が売買単位を超える券種の株券の引渡し

を承認した銘柄について、当該券種の株券の表

示する株式数の整数倍の売付けの決済を行う場

合には、顧客は、当該券種の株券を引き渡すこ

とができる。 

 

（吸収合併の場合の決済物件） 

第１６条 上場会社が他の上場会社若しくは国内

の他の証券取引所に株券が上場されている非上

場会社又は日本証券業協会に株券が登録されて

いる非上場会社を吸収合併する場合において、
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被合併会社（会社以外の法人を含む。以下この

条において同じ。）株式１株に対して１株の数

の新株式が割り当てられるとき、又は被合併会

社株式１株に対して１株を超える数の新株式が

割り当てられるときは、合併登記日の翌日以降

の当該上場会社の株券の売買の決済（旧株券と

新株券の双方が上場されている場合は、新株券

の売買の決済）については、合併登記日の翌日

から当該上場会社の最初に到来する事業年度の

末日までの期間に限り、被合併会社株券（株式

数が読み替えられる株券を除く。）を決済物件

として取り扱うことができる。 

 

（証券保管振替機構業務規程等の適用） 

第１８条 機構取扱株券又は転換社債型新株予約

権付社債券の売買の受託に関し顧客が保振法に

基づく口座の振替により株券又は転換社債型新

株予約権付社債券の授受を行う場合の当該受託

に関する契約については、この準則に定めるもの

のほか、保管振替機構が定める業務規程に基づき

正会員と顧客との間で締結される契約によるも

のとする。 

 

（口座振替による受渡し） 

第１９条 正会員は、顧客から機構取扱株券又は

転換社債型新株予約権付社債券の売買の委託を

受けた場合において、正会員が当該顧客のために

保振法に基づく口座を設定しているときは、売付

け又は買付けに係る株券又は転換社債型新株予

約権付社債券の受渡しを、その口座の振替により

行うものとする。ただし、顧客がその口座の振替

により、売付株券若しくは売付転換社債型新株予

約権付社債券を交付しない旨又は買付株券若し

くは買付転換社債型新株予約権付社債券の引渡

しを受けない旨の申し出を行った場合には、この

限りでない。 

 

被合併会社（会社以外の法人を含む。以下この

条において同じ。）が株券の提出を求めないと

きは、合併登記日の翌日以降の当該上場会社の

株券の売買の決済（旧株券と新株券の双方が上

場されている場合は、新株券の売買の決済）に

ついては、合併登記日の翌日から当該上場会社

の最初に到来する事業年度の末日までの期間に

限り、被合併会社株券（株式数が読み替えられ

る株券を除く。）を決済物件として取り扱うこ

とができる。 

 

 

 

（証券保管振替機構業務規程等の適用） 

第１８条 機構取扱株券又は転換社債券の売買の

受託に関し顧客が保振法に基づく口座の振替に

より株券又は転換社債券の授受を行う場合の当

該受託に関する契約については、この準則に定め

るもののほか、保管振替機構が定める業務規程に

基づき正会員と顧客との間で締結される契約に

よるものとする。 

 

 

（口座振替による受渡し） 

第１９条 正会員は、顧客から機構取扱株券又は

転換社債券の売買の委託を受けた場合において、

正会員が当該顧客のために保振法に基づく口座

を設定しているときは、売付け又は買付けに係る

株券又は転換社債券の受渡しを、その口座の振替

により行うものとする。ただし、顧客がその口座

の振替により、売付株券若しくは売付転換社債券

を交付しない旨又は買付株券若しくは買付転換

社債券の引渡しを受けない旨の申し出を行った

場合には、この限りでない。 
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（信用取引に係る委託保証金の有価証券による代

用） 

第２９条 （略） 

２ 前項の有価証券の種類は次の各号に掲げるも

のとし、その差入れの際における代用価格はそ

の前日における時価（次項各号に掲げる有価証

券については、当該各号に定める時価をいう。

第３４条第２項において同じ。）に当該各号に

定める率を乗じて得た額を超えない額とする。 

（１）～（５） （略） 

（６）国内の証券取引所に上場されている社債券

（新株予約券付社債券（同時に募集されかつ

同時に割り当てられた社債券及び新株予約権

証券であって一体で売買するものを含む。以

下この条において同じ。）及び交換社債券(証

券取引法(昭和２３年法律第２５号)第２条第

１項第４号に掲げる有価証券又は同項第９号

に掲げる有価証券のうち同項第４号の有価証

券の性質を有するもの(以下この号において

｢社債券｣という。)であって、社債券を保有す

る者の請求により発行者以外の特定の会社の

株券により償還されるものをいう。以下同

じ。)を除く。以下この条において同じ。）又

は国内の証券取引所にその株券が上場されて

いる会社が発行する社債券で、かつ、外国法

人以外の会社の発行するもの(その発行に際

して元引受契約が証券会社又は外国証券会社

により締結されたものに限る。) 

            １００分の８５ 

（６）の２ 国内の証券取引所に上場されている

新株予約権付社債券又は国内の証券取引所に

その株券が上場されている会社が発行する新

株予約権付社債券で、かつ、外国法人以外の

会社の発行するもの（その発行に際して元引

受契約が証券会社又は外国証券会社により締

結されたものに限る。）  １００分の８０ 

（７）日本証券業協会にその株券が登録されてい

（信用取引に係る委託保証金の有価証券による代

用） 

第２９条 （略） 

２ 前項の有価証券の種類は次の各号に掲げるも

のとし、その差入れの際における代用価格はそ

の前日における時価（次項各号に掲げる有価証

券については、当該各号に定める時価をいう。

第３４条第２項において同じ。）に当該各号に

掲げる率を乗じて得た額を超えない額とする。 

（１）～（５） （略） 

（６）国内の証券取引所に上場されている社債券

又は国内の証券取引所にその株券が上場され

ている会社が発行する社債券で、かつ、外国

法人以外の会社の発行するもの(交換社債券

(証券取引法(昭和２３年法律第２５号)第２

条第１項第４号に掲げる有価証券又は同項第

９号に掲げる有価証券のうち同項第４号の有

価証券の性質を有するもの(以下この号にお

いて｢社債券｣という。)であって、社債券を保

有する者の請求により発行者以外の特定の会

社の株券により償還されるものをいう。以下

同じ。)以外の社債券であって、かつ、その発

行に際して元引受契約が証券会社又は外国証

券会社により締結されたものに限る。) 

転換社債券及び新株引受権付社債券を除く

社債券          １００分の８５ 

転換社債券及び新株引受権付社債券 

               １００分の８０ 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

（７）日本証券業協会にその株券が登録されてい
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る会社（株券が店頭管理銘柄として登録され

ている会社を除く。）が発行する転換社債型

新株予約権付社債券（その発行に際して元引

受契約が証券会社又は外国証券会社により締

結されたものに限る。） 

               １００分の８０ 

（８）～（１４） （略） 

３  有価証券の時価は、次の各号に掲げる有価証

券の区分に従い、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）前項第１号に規定する株券、同項第６号の

２に規定する新株予約権付社債券、同項第８

号に規定する交換社債券並びに同項第１４号

に規定する投資信託受益証券及び投資証券の

うち国内の証券取引所に上場されているもの 

   国内の証券取引所における最終価格（国内

の証券取引所において気配表示が行われてい

るときは、当該最終気配値段） 

 

（２）前項第２号に規定する株券、同項第７号に

規定する転換社債型新株予約権付社債券のう

ち日本証券業協会に登録されているもの 

日本証券業協会が公表する午後３時（半休

日においては、午前１１時）現在における直

近の売買価格 

（３）～（５） （略） 

 

（新株引受権等が付与された場合の有価証券の弁

済） 

第３８条 新株引受権（優先出資引受権を含む。）、

新株券を追加して発行する株式分割（優先出資

分割を含む。）若しくは会社の分割による株式

を受ける権利、上場会社（投資信託受益証券の

発行者を除く。以下この条において同じ。）が

他の上場会社に吸収合併されるとき（吸収合併

される上場会社の株式１株に対して１株を超え

る数の新株式が割り当てられ、旧株券と新株券

る会社（株券が店頭管理銘柄として登録され

ている会社を除く。）が発行する転換社債券

（その発行に際して元引受契約が証券会社又

は外国証券会社により締結されたものに限

る。）          １００分の８０ 

 

（８）～（１４） （略） 

３  有価証券の時価は、次の各号に掲げる有価証

券の区分に従い、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）前項第１号に規定する株券、同項第６号に

規定する転換社債券及び新株引受権付社債

券、同項第８号に規定する交換社債券並びに

同項第１４号に規定する投資信託受益証券及

び投資証券のうち国内の証券取引所に上場さ

れているもの 

   国内の証券取引所における最終価格（国内

の証券取引所において気配表示が行われてい

るときは、当該最終気配値段） 

（２）前項第２号に規定する株券、同項第７号に

規定する転換社債券のうち日本証券業協会に

登録されているもの 

日本証券業協会が公表する午後３時（半休

日においては、午前１１時）現在における直

近の売買価格 

（３）～（５） （略） 

 

（新株引受権等が付与された場合の有価証券の弁

済） 

第３８条 新株引受権（優先出資引受権を含む。）

又は新株券を追加して発行する株式分割（優先

出資分割を含む。）若しくは会社の分割による

株式を受ける権利（以下「新株引受権等」とい

う。）が付与された有価証券についての信用取

引による有価証券の貸付けの弁済期日が、当該

新株引受権等の割当日の翌日となるものの弁済

は、権利落の株券をもってこれを行うものとす
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の双方が上場されることとなるときに限る。）

において、吸収合併される上場会社の株式に対

して新株式の割り当てを受ける権利又は株主割

当の方法で発行される新株予約権の引受権（以

下「新株引受権等」という。）が付与された有

価証券についての信用取引による有価証券の貸

付けの弁済期日が、当該新株引受権等の割当日

の翌日となるものの弁済は、権利落の株券をも

ってこれを行うものとする。 

 

（新株予約権証券を付した社債券） 

第４３条  第１１条第１項の同時に募集され、か

つ、同時に割り当てられた社債券及び新株予約

権券であって、一体で売買するものとして上場

されたものは、この準則の適用については、新

株予約権証券を付した社債券とみなす。 

 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成１４年４月１日から施

行する。 

２ 商法等の一部を改正する法律（平成１３年法

律第１２８号。以下この附則において「商法等

改正法」という。）附則第７条第１項の規定に

よりなお従前の例によるとされた転換社債又は

新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新

株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社

債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後

の規定を適用する。 

３ 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法

等改正法による改正前の商法第３４１条の１３

第１項の規定に基づき発行する新株引受権証券

は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定

を適用する。 

 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （新設） 

  

 



 

- 26 - 

優先株に関する有価証券上場規程の特例の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（上場審査基準） 

第３条  優先株の上場審査は、次の各号に掲げる

基準に適合するものについて行うものとする。 

 （１）・（２） （略） 

  （３）  上場申請銘柄が次のａからｄまでに適

合していること。 

  ａ・ｂ （略） 

  ｃ 当該銘柄が株券等の保管及び振替に関す

る法律（昭和５９年法律第３０号。以下「保

振法」という。）第２条第１項の規定に基

づき主務大臣が指定したものに該当する場

合には、指定保管振替機関（本所が指定す

る保管振替機関（保振法第２条第２項に規

定する保管振替機関をいう。）をいう。以

下同じ。）に対する保振法第６条の２に規

定する同意がなされているものであること

又は上場の時までに当該同意がなされる見

込みのあるものであること。 

  ｄ （略） 

 

（上場廃止基準） 

第４条  （略） 

２  優先株の上場銘柄が次の各号のいずれかに該

当する場合には、当該銘柄の上場を廃止する。 

 （１）～（４） （略） 

 （５） 当該銘柄（保振法第２条第１項の規定

に基づき主務大臣が指定したものに限る。）

の発行者が当該銘柄について指定保管振替機

関に対する保振法第６条の２に規定する同意

を撤回した場合 

 （６） （略） 

 

 

（上場審査基準） 

第３条  優先株の上場審査は、次の各号に掲げる

基準に適合するものについて行うものとする。 

 （１）・（２） （略） 

  （３）  上場申請銘柄が次のａからｃまでに適

合していること。 

  ａ・ｂ （略） 

  （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｃ （略） 

 

（上場廃止基準） 

第４条  （略） 

２  優先株の上場銘柄が次の各号のいずれかに該

当する場合には、当該銘柄の上場を廃止する。 

 （１）～（４） （略） 

 （新設） 

  

 

 

 

（５） （略） 
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付  則 

 この改正規定は、平成１４年４月１日から施行

する。 
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債券に関する有価証券上場規程の特例の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（目的） 

第１条 この特例は、債券（国債証券、外国債券、

新株予約権付社債券及び新株予約権証券と同時

に募集され、かつ、同時に割り当てられた社債

券を除く。以下同じ。）の上場について、有価

証券上場規程の特例を規定する。 

２ （略） 

 

（社債券の上場審査基準） 

第４条 社債券（新株予約権付社債券及び新株予

約権証券と同時に募集され、かつ、同時に割り

当てられた社債券を除く。以下同じ。）の上場

審査については、次の各号に掲げる基準による

ものとする。 

（１）・（２） （略） 

２ （略） 

 

（社債券の上場廃止基準） 

第７条 上場社債券の発行者が、次の各号のいず

れかに該当する場合には、当該発行者の発行す

る債券全銘柄の上場を廃止する。 

（１） （略） 

（２） 発行する株券が、株券上場廃止基準第２

条第５号から第１１号まで若しくは第１４号

並びに第１５号（同基準第２条の２第３号の

規定の適用を受ける場合を含む。）のいずれ

かに該当した場合。ただし、上場社債券の発

行者が上場会社でなく、かつ、特別の法律に

より設立された会社である場合には、同基準

第２条第５号から第１０号までのいずれかに

該当した状態となったと本所が認めた場合 

２ （略） 

（目的） 

第１条 この特例は、債券（国債証券、外国債券、

転換社債券及び新株引受権付社債券を除く。以

下同じ。）の上場について、有価証券上場規程

の特例を規定する。 

 

２ （略） 

 

（社債券の上場審査基準） 

第４条 社債券（転換社債券及び新株引受権付社

債券を除く。以下同じ。）の上場審査について

は、次の各号に掲げる基準によるものとする。 

 

 

（１）・（２） （略） 

２ （略） 

 

（社債券の上場廃止基準） 

第７条 上場社債券の発行者が、次の各号のいず

れかに該当する場合には、当該発行者の発行す

る債券全銘柄の上場を廃止する。 

（１） （略） 

（２） 発行する株券が、株券上場廃止基準第２

条第５号から第１１号まで若しくは第１４号

（同基準第２条の２第３号の規定の適用を受

ける場合を含む。）のいずれかに該当した場

合。ただし、上場社債券の発行者が上場会社

でなく、かつ、特別の法律により設立された

会社である場合には、同基準第２条第５号か

ら第１０号までのいずれかに該当した状態と

なったと本所が認めた場合 

２ （略） 
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付  則 

 １ この改正規定は、平成１４年４月１日から

施行する。 

 ２ 商法等の一部を改正する法律（平成１３年

法律第１２８号）附則第７条第１項の規定に

よりなお従前の例によるとされた転換社債又

は新株引受権付社債は、新株予約権付社債と

みなして、改正後の規則の規定を適用する。 
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転換社債券に関する有価証券上場規程の特例の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

新株予約権付社債券等に関する有価証券上場規程

の特例 
 
（目的） 
第１条  この特例は、新株予約権付社債券等の上
場について、有価証券上場規程の特例を規定す

る。 
２ （略） 
 
（社債券及び新株予約権証券の一体売買に係る上

場申請） 
第１条の２  同時に募集され、かつ、同時に割り
当てられた社債券及び新株予約権証券について

は、その発行者は、当該社債券及び新株予約権

証券を一体で売買するものとして上場申請する

ことができる。 
２   前項に規定する社債券及び新株予約権証券
は、この特例の適用については、新株予約権証

券を付した社債券とみなす。 
 
（上場申請） 
第２条  新株予約権付社債券又は前条の規定に基
づき新株予約権証券を付した社債券とみなされ

る社債券及び新株予約権証券（以下「新株予約

権付社債券等」という。）の上場を申請しよう

とする者は、次の各号に掲げる書類を提出する

ものとする。 
（１） （略） 
（２） 当該新株予約権付社債等の発行に係る

信託証書及び社債管理委託契約書その他本所

が必要と認める書類又はこれらに類する書類

の各写 
（３） 当該新株予約権付社債等の本券の見本。

ただし、次条第１項第２号ｃ後段の規定の適

用を受けようとする場合には、当該本券の見

転換社債券に関する有価証券上場規程の特例 
 
 
（目的） 
第１条  この特例は、転換社債券の上場について、
有価証券上場規程の特例を規定する。 

 
２ （略） 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
（上場申請） 
第２条  転換社債券の上場を申請しようとする者
は、次の各号に掲げる書類を提出するものとす

る。 
 
 
 
（１） （略） 
（２） 当該転換社債の発行に係る信託証書及び

社債管理委託契約書その他本所が必要と認め

る書類又はこれらに類する書類の各写 
 
（３） 当該転換社債の本券の見本。ただし、次

条第１項第２号ｃ後段の規定の適用を受けよ

うとする場合には、当該本券の見本のほか、同
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本のほか、同ｃ後段に規定する確約の内容を

記載した書面を提出するものとする。 
２・３ （略） 
 
（上場審査基準） 
第３条  新株予約権付社債券等の上場審査につい
ては、次の各号に掲げる基準によるものとする。 
（１） （略） 
（２） 上場申請銘柄が、次のａからｅまでに

適合していること。 
ａ・ｂ （略） 
ｃ 新株予約権付社債等の本券が、本所が定

めるところに従って作成されているもので

あること又は上場申請銘柄の発行者が、本

所が定めるところに従って新株予約権付社

債等の本券を作成する旨を確約しているも

のであること。 
ｄ 当該銘柄が株券等の保管及び振替等に関

する法律（昭和５９年法律第３０号。以下

「保振法」という。）第２条第１項の規定

に基づき主務大臣が指定したものに該当す

る場合であって、かつ、商法第３４１条の

３第１項第７号及び第８号に係る決議が行

われている新株予約権付社債券（以下「転

換社債型新株予約権付社債券」という。）

である場合には、指定保管振替機関（本所

が指定する保管振替機関（保振法第２条第

２項に規定する保管振替機関をいう。）を

いう。以下同じ。）に対する保振法第６条

の２に規定する同意がなされているもので

あること又は上場の時までに当該同意がな

される見込みのあるものであること。 
ｅ 新株予約権の譲渡につき制限を行ってい

ないこと。 
２ 前項の規定にかかわらず、上場申請銘柄が、

国内の他の証券取引所に上場又は日本証券業協

会に登録されている場合における上場審査につ

いては、次の各号に掲げる基準によるものとす

ｃ後段に規定する確約の内容を記載した書面

を提出するものとする。 
２・３ （略） 
 
（上場審査基準） 
第３条  転換社債券の上場審査については、次の
各号に掲げる基準によるものとする。 
（１） （略） 
（２） 上場申請銘柄が、次のａからｄまでに適

合していること。 
ａ・ｂ （略） 
ｃ 転換社債の本券が、本所が定めるところに

従って作成されているものであること又は

上場申請銘柄の発行者が、本所が定めるとこ

ろに従って転換社債の本券を作成する旨を

確約しているものであること。 
 
ｄ 上場申請銘柄が株券等の保管及び振替等

に関する法律（昭和５９年法律第３０号。以

下「保振法」という。）第２条第１項の規定

に基づき主務大臣が指定したものに該当す

る場合には、次の（ａ）及び（ｂ）に適合し

ていること。 
（ａ）  上場申請銘柄の発行者が発行する株
券が、保振法第５条第３項に規定する同意

がなされているものであること。 
（ｂ）  上場申請銘柄が、保振法第５条第３
項に規定する同意がなされているもので

あること又は上場の時までに当該同意が

なされる見込みのあるものであること。 
 
 
（新設） 

 
２ 前項の規定にかかわらず、上場申請銘柄が、

国内の他の証券取引所に上場又は日本証券業協

会に登録されている場合における上場審査につ

いては、次の各号に掲げる基準によるものとす
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る。 
（１） （略） 
（２） 上場申請銘柄が、次のａからｄまでに

適合していること。 
ａ （略） 
ｂ 新株予約権付社債等の本券が、本所が定

めるところに従って作成されているもので

あること。 
ｃ・ｄ （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいず

れかに該当する場合の上場審査については、当

該各号に定める基準によるものとする。 
（１）～（３） （略） 
（４） 上場会社が他の上場会社と吸収分割を

行う場合において、上場申請銘柄が、分割す

る上場会社の発行したものであり、かつ、当

該吸収分割により当該上場申請銘柄に係る義

務を承継させることにより本所において上場

廃止されるものであるとき。 
第４条第２項各号に掲げる基準に該当しな

いものであること。 
（５）  上場会社が国内の他の証券取引所に株
券が上場されている非上場会社又は日本証券

業協会に株券が登録されている非上場会社と

吸収分割を行う場合において、上場申請銘柄

が、当該非上場会社の発行したものであり、

かつ、当該吸収分割により当該上場申請銘柄

に係る義務を承継させることにより国内の他

の証券取引所において上場廃止され又は日本

証券業協会において登録取消しされるもので

あるとき。 
前項第２号に掲げる基準に適合するもので

あること。 
（６）  上場会社が他の非上場会社と吸収分割
を行う場合又は新設分割を行う場合におい

て、上場申請銘柄が、当該上場会社の発行し

たものであり、かつ、当該分割により当該上

場申請銘柄に係る義務を承継させることによ

る。 
（１） （略） 
（２） 上場申請銘柄が、次のａからｄまでに

適合していること。 
ａ （略） 
ｂ 転換社債の本券が、本所が定めるところ

に従って作成されているものであること。 
 
ｃ・ｄ （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいず

れかに該当する場合の上場審査については、当

該各号に定める基準によるものとする。 
（１）～（３） （略） 
（４） 上場会社が他の上場会社と吸収分割を

行う場合において、上場申請銘柄が、分割す

る上場会社の発行したものであり、かつ、当

該吸収分割により当該上場申請銘柄に係る債

務を承継させることにより本所において上場

廃止されるものであるとき。 
第４条第２項各号に掲げる基準に該当しな

いものであること。 
（５）  上場会社が国内の他の証券取引所に株
券が上場されている非上場会社又は日本証券

業協会に株券が登録されている非上場会社と

吸収分割を行う場合において、上場申請銘柄

が、当該非上場会社の発行したものであり、

かつ、当該吸収分割により当該上場申請銘柄

に係る債務を承継させることにより国内の他

の証券取引所において上場廃止され又は日本

証券業協会において登録取消しされるもので

あるとき。 
前項第２号に掲げる基準に適合するもので

あること。 
（６）  上場会社が他の非上場会社と吸収分割
を行う場合又は新設分割を行う場合におい

て、上場申請銘柄が、当該上場会社の発行し

たものであり、かつ、当該分割により当該上

場申請銘柄に係る債務を承継させることによ
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り本所において上場廃止されるものであっ

て、当該義務を承継した非上場会社又は新設

会社の株券について当該分割前に上場申請が

行われたとき。 
次のａ及びｂに適合していること。 
ａ  当該義務を承継した非上場会社又は新設
会社の発行する株券が、当該銘柄と同時に

上場されるものであること。 
ｂ  （略） 

４  前３項の規定にかかわらず、上場会社又は国

内の他の証券取引所に株券が上場されている非

上場会社若しくは日本証券業協会に株券が登録

されている非上場会社が、株式交換又は株式移

転により他の会社の完全子会社となる場合にお

いて、当該完全子会社となる会社の発行する新

株予約権付社債券が、国内の証券取引所におい

て上場廃止又は日本証券業協会において登録取

消しされるものであり、かつ、当該新株予約権

付社債券をもって、当該他の会社（上場会社で

ある場合に限る。）の発行する新株予約権付社

債券に係る払込みを行うことができるものとす

る場合の当該他の会社の発行する新株予約権付

社債券の上場審査については、次の各号に掲げ

る基準によるものとする。 
  （１）  当該完全子会社となる会社の発行する
新株予約権付社債券をもってする上場申請銘

柄の発行に係る払込みを希望するすべての者

が当該払込みを行えること。 
（２） （略） 

 
（上場契約） 
第３条の２  本所が新株予約権付社債券等を上場
する場合には、当該上場申請に係る新株予約権

付社債券等の発行者は、本所所定の新株予約権

付社債券等上場契約書を提出するものとする。

ただし、本所の上場新株予約権付社債券等の発

行者が他の新株予約権付社債券等の上場を申請

り本所において上場廃止されるものであっ

て、当該債務を承継した非上場会社又は新設

会社の株券について当該分割前に上場申請が

行われたとき。 
次のａ及びｂに適合していること。 
ａ  当該債務を承継した非上場会社又は新設
会社の発行する株券が、当該銘柄と同時に

上場されるものであること。 
ｂ  （略） 

４  前３項の規定にかかわらず、上場会社又は国

内の他の証券取引所に株券が上場されている非

上場会社若しくは日本証券業協会に株券が登録

されている非上場会社が、株式交換又は株式移

転により他の会社の完全子会社となる場合にお

いて、当該完全子会社となる会社の発行する転

換社債券が、国内の証券取引所において上場廃

止又は日本証券業協会において登録取消しされ

るものであり、かつ、当該転換社債券をもって、

当該他の会社（上場会社である場合に限る。）

の発行する転換社債券に係る払込みを行うこと

ができるものとする場合の当該他の会社の発行

する転換社債券の上場審査については、次の各

号に掲げる基準によるものとする。 
   

（１）  当該完全子会社となる会社の発行する転
換社債券をもってする上場申請銘柄の発行に

係る払込みを希望するすべての者が当該払込

みを行えること。 
（２） （略） 

 
（上場契約） 
第３条の２  本所が転換社債券を上場する場合に
は、当該上場申請に係る転換社債券の発行者は、

本所所定の転換社債券上場契約書を提出するも

のとする。ただし、本所の上場転換社債券の発

行者が他の転換社債券の上場を申請する場合に

は、提出を要しない。 
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する場合には、提出を要しない。 
 
（上場廃止基準） 
第４条  上場新株予約権付社債券等の発行者が次
の各号のいずれかに該当する場合には、当該発

行者が発行する新株予約権付社債券等全銘柄の

上場を廃止する。ただし、第３号に該当する場

合において、本所が特に上場の継続を必要と認

める銘柄（新株予約権付社債券に限る。）につ

いては、この限りでない。 
（１） 新株予約権付社債券等上場契約につい

て重大な違反を行った場合又は新株予約権付

社債券等上場契約の当事者でなくなることと

なった場合 
（２）・（３） （略） 
２  新株予約権付社債券等の上場銘柄が次の各号
のいずれかに該当する場合には、当該銘柄の上

場を廃止する。 
（１） （略） 
（２） 新株予約権の行使期間が満了となる場

合 
（３） （略） 
（４） 上場新株予約権付社債券等の発行者が、

当該銘柄について期限の利益を喪失した場合 
（５） 他の会社へ営業を承継する吸収分割又

は新設分割により上場銘柄に係る義務が承継

される場合 
（６） 当該銘柄について新株予約権の譲渡に

つき制限を行うこととした場合 
（７） 当該銘柄（保振法第２条第１項の規定

に基づき主務大臣が指定したものであって、

かつ、転換社債型新株予約権付社債券である

ものに限る。）の発行者が当該銘柄について

指定保管振替機関に対する保振法第６条の２

に規定する同意を撤回した場合 
 
 
 

  
 
（上場廃止基準） 
第４条  上場転換社債券の発行者が次の各号のい
ずれかに該当する場合には、当該発行者が発行

する転換社債券全銘柄の上場を廃止する。ただ

し、第３号に該当する場合において、本所が特

に上場の継続を必要と認める銘柄については、

この限りでない。 
 
（１） 転換社債券上場契約について重大な違

反を行った場合又は転換社債券上場契約の当

事者でなくなることとなった場合 
 
（２）・（３） （略） 
２  転換社債券の上場銘柄が次の各号のいずれか
に該当する場合には、当該銘柄の上場を廃止す

る。 
（１） （略） 
（２） 転換請求期間が満了となる場合 
 
（３） （略） 
（４） 上場転換社債券の発行者が、当該銘柄

について期限の利益を喪失した場合 
（５） 他の会社へ営業を承継する吸収分割又

は新設分割により上場銘柄に係る債務が承継

される場合 
（新設） 
 
（６） 当該銘柄が保振法第２条第１項の規定

に基づき主務大臣が指定したものに該当する

場合には、次のａ又はｂに適合しなくなった

こと。 
ａ  当該銘柄の発行者が発行する株券が、保
振法第５条第３項に規定する同意がなされ

ているものであること。 
ｂ  当該銘柄が、保振法第５条第３項に規定
する同意がなされているものであること。 
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（８） （略） 
 

付  則 
１  この改正規定は、平成１４年４月１日から施
行する。 
２  商法等の一部を改正する法律（平成１３年法
律第１２８号。以下この付則において「商法等

改正法」という。）附則第７条第１項の規定に

よりなお従前の例によるとされた転換社債又は

新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新

株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社

債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後

の規定を適用する。 
３  前項の新株引受権付社債を発行する際に商法
等改正法による改正前の商法第３４１条の１３

第１項の規定に基づき発行する新株引受権証券

は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定

を適用する。 
４  第１項の規定にかかわらず、この改正規定の
施行の日において上場されている新株予約権付

社債券等の発行者が、この改正規定の施行の日

以後、最初に新株予約権付社債券等の上場を申

請する場合には、改正後の第３条の２ただし書

きの規定は適用しない。 

（７） （略） 
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新株引受権証券に関する有価証券上場規程の特例の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

新株予約権証券に関する有価証券上場規程の特例 
 
（目的） 
第１条  この特例は、新株予約権証券の上場につ
いて、有価証券上場規程の特例を規定する。 
２ （略） 
 
（上場申請） 
第２条  新株予約権証券の上場を申請しようとす
る者は、次の各号に掲げる書類を提出するもの

とする。ただし、第２号及び第３号に掲げる書

類については、当該新株予約権証券に係る、新

株予約権付社債券等に関する有価証券上場規程

の特例第１条の２の規定により新株予約権証券

を付した社債券とみなされる社債券及び新株予

約権証券の上場を同時に申請する場合には、提

出を要しない。 
（１） （略） 
（２） 当該新株予約権証券の発行に関する発行

事務委託契約書その他の本所が必要と認める

書類又はこれらに類する書類の各写 
 
（３） 当該新株予約権証券の見本。ただし、

次条第１項第２号ｃ後段の規定の適用を受け

ようとする場合には、当該見本のほか、同ｃ

後段に規定する確約の内容を記載した書面を

提出するものとする。 
２ 上場申請銘柄が、次条第３項第３号（上場会

社の新設合併に係る部分に限る。）、第６号（上

場会社の新設分割に係る部分に限る。）又は第

７号（株式移転に係る部分に限る。）に該当す

る場合には、その発行者の設立前においても、

同項第３号に規定する新設合併、同項第６号に

規定する新設分割又は同項第７号に規定する株

式移転に係る上場会社の株主総会の決議後に限

新株引受権証券に関する有価証券上場規程の特例 
 
（目的） 
第１条  この特例は、新株引受権証券の上場につ
いて、有価証券上場規程の特例を規定する。 
２ （略） 
 
（上場申請） 
第２条  新株引受権証券の上場を申請しようとす
る者は、次の各号に掲げる書類を提出するもの

とする。ただし、第２号及び第３号に掲げる書

類については、当該新株引受権証券に係る新株

引受権付社債券の上場を同時に申請する場合に

は、提出を要しない。 
 
 
 
（１） （略） 
（２） 当該新株引受権証券に係る新株引受権付

社債の発行に関する社債管理委託契約書その

他本所が必要と認める書類又はこれらに類す

る書類の各写 
（３） 当該新株引受権証券の見本。ただし、次

条第１項第２号ｃ後段の規定の適用を受けよ

うとする場合には、当該見本のほか、同ｃ後段

に規定する確約の内容を記載した書面を提出

するものとする。 
２ 上場申請銘柄が、次条第３項第３号（上場会

社の新設合併に係る部分に限る。）又は第６号

（上場会社の新設分割に係る部分に限る。）に

該当する場合には、その発行者の設立前におい

ても、同項第３号又は第６号に規定する新設合

併又は新設分割に係る上場会社の株主総会の決

議後に限り、その上場を申請することができる。

この場合における上場申請は、当該上場会社が
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り、その上場を申請することができる。この場

合における上場申請は、当該上場会社が行うも

のとする。 
３ （略） 
 
（上場審査基準） 
第３条  新株予約権証券の上場審査については、
次の各号に掲げる基準によるものとする。 
（１） （略） 
（２） 上場申請銘柄が次のａからｃまでに適

合していること。 
ａ 発行された新株予約権証券が４，０００

証券以上であること 
ｂ 上場申請銘柄の発行者が販売先として指

定した者以外の者による消化又はその見込

みが、次の（ａ）及び（ｂ）に定めるとこ

ろと同程度以上のものであること。 
（ａ）  （略） 
（ｂ）  消化証券数 
新株予約権証券の総数の５０％ 

 
ｃ 当該新株予約権証券が本所が定めるとこ

ろに従って作成されているものであること

又は上場申請銘柄の発行者が、本所が定める

ところに従って当該新株予約権証券を作成

する旨を確約しているものであること。 
ｄ 新株予約権の譲渡につき制限を行ってい

ないこと。 
２ 前項の規定にかかわらず、上場申請銘柄が、

国内の他の証券取引所に上場されている場合に

おける上場審査については、次の各号に掲げる

基準によるものとする。 
（１） （略） 
（２） 上場申請銘柄が、次のａからｃまでに

適合していること。 
ａ 上場申請時において新株予約権証券が３

００証券以上であること。 
ｂ 新株予約権証券が、本所が定めるところ

行うものとする。 
 
 
３ （略） 
 
（上場審査基準） 
第３条  新株引受権証券の上場審査については、
次の各号に掲げる基準によるものとする。 
（１） （略） 
（２） 上場申請銘柄が次のａからｃまでに適合

していること。 
ａ 発行された新株引受権証券が４，０００証

券以上であること。 
ｂ 上場申請銘柄の発行者が販売先として指

定した者以外の者による消化又はその見込

みが、次の（ａ）及び（ｂ）に定めるところ

と同程度以上のものであること。 
（ａ）  （略） 
（ｂ）  消化額 
新株引受権証券に係る新株引受権付社

債券の発行額面総額の５０％ 
ｃ 当該新株引受権証券が本所が定めるとこ

ろに従って作成されているものであること

又は上場申請銘柄の発行者が、本所が定める

ところに従って当該新株引受権証券を作成

する旨を確約しているものであること。 
（新設） 

 
２ 前項の規定にかかわらず、上場申請銘柄が、

国内の他の証券取引所に上場されている場合に

おける上場審査については、次の各号に掲げる

基準によるものとする。 
（１） （略） 
（２） 上場申請銘柄が、次のａからｃまでに

適合していること。 
ａ 上場申請時において新株引受権証券が３

００証券以上であること。 
ｂ 新株引受権証券が、本所が定めるところ
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に従って作成されているものであること。 
ｃ （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいず

れかに該当する場合の上場審査については、当

該各号に定める基準によるものとする。 
（１）～（３） （略） 
（４） 上場会社が他の上場会社と吸収分割を行

う場合において、上場申請銘柄が、分割する上

場会社の発行したものであり、かつ、当該吸収

分割により当該上場申請銘柄に係る義務を承

継させることにより本所において上場廃止さ

れるものであるとき。 
第４条第２項各号に掲げる基準に該当しな

いものであること。 
（５） 上場会社が国内の他の証券取引所に株券

が上場されている非上場会社と吸収分割を行

う場合において、上場申請銘柄が、当該非上場

会社の発行したものであり、かつ、当該吸収分

割により当該上場申請銘柄に係る義務を承継

させることにより国内の他の証券取引所にお

いて上場廃止されるものであるとき。 
前項第２号に掲げる基準に適合するもので

あること。 
（６） 上場会社が他の非上場会社と吸収分割を

行う場合又は新設分割を行う場合において、上

場申請銘柄が、当該上場会社の発行したもので

あり、かつ、当該分割により当該上場申請銘柄

に係る義務を承継させることにより本所にお

いて上場廃止されるものであって、当該義務を

承継した非上場会社又は新設会社の株券につ

いて当該分割前に上場申請が行われたとき。 
次のａ及びｂに適合していること。 
ａ 当該義務を承継した非上場会社又は新設

会社の発行する株券が、当該銘柄と同時に上

場されるものであること。 
ｂ （略） 
（７） 上場会社が、株式交換又は株式移転によ

り他の会社の完全子会社となる場合において、

に従って作成されているものであること。 
ｃ （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいず

れかに該当する場合の上場審査については、当

該各号に定める基準によるものとする。 
（１）～（３） （略） 
（４） 上場会社が他の上場会社と吸収分割を行

う場合において、上場申請銘柄が、分割する上

場会社の発行したものであり、かつ、当該吸収

分割により当該上場申請銘柄に係る債務を承

継させることにより本所において上場廃止さ

れるものであるとき。 
第４条第２項各号に掲げる基準に該当しな

いものであること。 
（５） 上場会社が国内の他の証券取引所に株券

が上場されている非上場会社と吸収分割を行

う場合において、上場申請銘柄が、当該非上場

会社の発行したものであり、かつ、当該吸収分

割により当該上場申請銘柄に係る債務を承継

させることにより国内の他の証券取引所にお

いて上場廃止されるものであるとき。 
前項第２号に掲げる基準に適合するもので

あること。 
（６） 上場会社が他の非上場会社と吸収分割を

行う場合又は新設分割を行う場合において、上

場申請銘柄が、当該上場会社の発行したもので

あり、かつ、当該分割により当該上場申請銘柄

に係る債務を承継させることにより本所にお

いて上場廃止されるものであって、当該債務を

承継した非上場会社又は新設会社の株券につ

いて当該分割前に上場申請が行われたとき。 
次のａ及びｂに適合していること。 
ａ 当該債務を承継した非上場会社又は新設

会社の発行する株券が、当該銘柄と同時に上

場されるものであること。 
ｂ （略） 
（新設） 
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上場申請銘柄が、当該上場会社が発行したもの

であり、かつ、当該株式交換又は株式移転によ

り当該上場申請銘柄に係る義務を承継させる

ことにより本所において上場廃止されるもの

であって、当該他の会社が上場会社であるとき

又は株券上場審査基準第４条第３項第３号若

しくは第６条第２項第２号の適用を受けると

き。 
ａ 当該他の会社の発行する株券が、当該銘柄

と同時に上場されるものであること（当該他

の会社が株券上場審査基準第４条第３項第

２号又は第６条第２項第２号の適用を受け

るときに限る。）。 
ｂ 上場申請銘柄が第４条第２項各号に掲げ

る基準に該当しないものであること。 
（８） 国内の他の証券取引所に株券が上場され

ている非上場会社が、株式交換又は株式移転に

より他の会社の完全子会社となる場合におい

て、上場申請銘柄が、当該非上場会社の発行し

たものであり、かつ、当該株式交換又は株式移

転により当該上場申請銘柄に係る義務を承継

させることにより国内の他の証券取引所にお

いて上場廃止されるものであって、当該他の会

社が上場会社であるとき又は株券上場審査基

準第４条第３項第２号若しくは第６条第２項

第２号の適用を受けるとき。 
ａ 当該他の会社の発行する株券が、当該銘柄

と同時に上場されるものであること（当該他

の会社が株券上場審査基準第４条第３項第

２号又は第６条第２項第２号の適用を受け

るときに限る。）。 
ｂ 前項第２号に掲げる基準に適合するもの

であること。 
 
（上場契約） 
第３条の２  本所が新株予約権証券を上場する場
合には、当該上場申請に係る新株予約権証券の

発行者は、本所所定の新株予約権証券上場契約

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（上場契約） 
第３条の２  本所が新株引受権証券を上場する場
合には、当該上場申請に係る新株引受権証券の

発行者は、本所所定の新株引受権証券上場契約
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書を提出するものとする。ただし、本所の上場

新株予約権証券の発行者が他の新株予約権証券

の上場を申請する場合には、提出を要しない。 
 
（上場廃止基準） 
第４条  上場新株予約権証券の発行会社が次の各
号のいずれかに該当する場合には、当該発行会

社が発行する新株予約権証券全銘柄の上場を廃

止する。 
 
 
（１） 新株予約権証券上場契約について重大

な違反を行った場合又は新株予約権証券上場

契約の当事者でなくなることとなった場合 
（２） 発行する株券が株券上場廃止基準第２

条の各号又は第２条の２の各号のいずれかに

該当した場合 
（削る） 

 
 
 
 
 
２  新株予約権証券の上場銘柄が次の各号のいず
れかに該当する場合には、当該銘柄の上場を廃

止する。 
（１） 上場新株予約権証券が３００証券未満

となった場合 
（２） 新株予約権の行使期間が満了となる場

合 
（３） 上場新株予約権証券の新株予約権の行

使が制限されることとなった場合 
 
 
 
（４） 他の会社へ営業を承継する吸収分割又

は新設分割により上場銘柄に係る義務が承継

される場合 

書を提出するものとする。ただし、本所の上場

新株引受権証券の発行者が他の新株引受権証券

の上場を申請する場合には、提出を要しない。 
  
（上場廃止基準） 
第４条  上場新株引受権証券の発行会社が次の各
号のいずれかに該当する場合には、当該発行会

社が発行する新株引受権証券全銘柄の上場を廃

止する。ただし、第３号に該当する場合におい

て、本所が特に上場の継続を必要と認める銘柄

については、この限りでない。 
（１） 新株引受権証券上場契約について重大

な違反を行った場合又は新株引受権証券上場

契約の当事者でなくなることとなった場合 
（２） 発行する株券が株券上場廃止基準第２

条又は第２条の２の各号のいずれかに該当し

た場合（次号に該当する場合を除く。） 
（３） 株式交換又は株式移転により他の会社

の完全子会社となる場合で、当該他の会社が

上場会社であるとき又はその発行する株券若

しくは外国株預託証券が株券上場審査基準第

４条第５項若しくは第６条第４項の規定によ

り速やかに上場される見込みのあるとき。 
２  新株引受権証券の上場銘柄が次の各号のいず
れかに該当する場合には、当該銘柄の上場を廃

止する。 
（１） 上場新株引受権証券が３００証券未満

となった場合 
（２） 新株引受権の行使請求期間が満了とな

る場合 
（３） 上場新株引受権証券に係る新株引受権

付社債の発行会社が、当該新株引受権付社債

について期限の利益を喪失した場合。ただし、

本所が特に上場の継続を必要と認めるときを

除く。 
（４） 他の会社へ営業を承継する吸収分割又

は新設分割により上場銘柄に係る債務が承継

される場合 
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（５） 当該銘柄について新株予約権の譲渡に

つき制限を行うこととした場合 
（６） 前各号のほか、公益又は投資者保護の

ため、本所が上場廃止を適当と認めた場合 
 
（上場手数料及び年賦課金） 
第５条  新株予約権証券を上場申請する発行会社
及び上場新株予約権証券の発行会社は、本所が

定める上場手数料及び年賦課金を納入するもの

とする。 
 

付  則 
１  この改正規定は、平成１４年４月１日から施
行する。 
２  商法等の一部を改正する法律（平成１３年法
律第１２８号。以下この項において「商法等改

正法」という。）附則第７条第１項の規定によ

りなお従前の例によるとされた新株引受権付社

債を発行する際に商法等改正法による改正前の

商法第３４１条の１３第１項の規定に基づき発

行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみ

なして、改正後の規定を適用する。 

（新設） 
 
（５） 前３号のほか、公益又は投資者保護の

ため、本所が上場廃止を適当と認めた場合 
 
（上場手数料及び年賦課金） 
第５条  新株引受権証券を上場申請する発行会社
及び上場新株引受権証券の発行会社は、本所が

定める上場手数料及び年賦課金を納入するもの

とする。 
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日経３００株価指数連動型上場投資信託の受益証券に関する有価証券上場規程、業務規程、  
信用取引及び貸借取引規程並びに受託契約準則の特例の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（業務規程の読替え） 

第３０条 受益証券に係る業務規程第２条第２

項、第８条第３項、第３０条、第３１条及び第４

５条第１項の規定の適用については、同第２条第

２項中「前項」とあるのは「日経３００株価指数

連動型上場投資信託の受益証券に関する有価証

券上場規程、業務規程、信用取引及び貸借取引規

程並びに受託契約準則の特例第１４条」と、同第

８条第３項中「次の各号に掲げる日の売買」とあ

るのは「日経３００株価指数連動型上場投資信託

の受益証券に関する有価証券上場規程、業務規

程、信用取引及び貸借取引規程並びに受託契約準

則の特例第２２条第１項の規定により受益証券

について収益分配落として定める期日の売買」

と、同第３０条中「第８条第３項各号（第３号を

除く。）に掲げる日」とあるのは「受益証券の収

益分配落の期日」と、「銘柄が、有価証券上場規

程株券上場廃止基準第２条若しくは優先株に関

する有価証券上場規程の特例第４条」とあるのは

「受益証券が、日経３００株価指数連動型上場投

資信託の受益証券に関する有価証券上場規程、業

務規程、信用取引及び貸借取引規程並びに受託契

約準則の特例第１０条」と、同第３１条中「当該

銘柄の配当落等の期日、転換条件の変更期日又は

行使条件の変更日の前日」とあるのは「受益証券

の収益分配落の期日」と、同第４５条第１項中「第

４２条第３項に規定する貸借の決済」とあるのは

「日経３００株価指数連動型上場投資信託の受

益証券に関する有価証券上場規程、業務規程、信

用取引及び貸借取引規程並びに受託契約準則の

特例第２８条第３項に規定する貸借の決済並び

に第５０条に規定する損失額に相当する金額の

預託」とする。 

 

 

（業務規程の読替え） 

第３０条 受益証券に係る業務規程第２条第２

項、第８条第３項、第３０条、第３１条及び第４

５条第１項の規定の適用については、同第２条第

２項中「前項」とあるのは「日経３００株価指数

連動型上場投資信託の受益証券に関する有価証

券上場規程、業務規程、信用取引及び貸借取引規

程並びに受託契約準則の特例第１４条」と、同第

８条第３項中「次の各号に掲げる日の売買」とあ

るのは「日経３００株価指数連動型上場投資信託

の受益証券に関する有価証券上場規程、業務規

程、信用取引及び貸借取引規程並びに受託契約準

則の特例第２２条第１項の規定により受益証券

について収益分配落として定める期日の売買」

と、同第３０条中「第８条第３項各号（第３号を

除く。）に掲げる日」とあるのは「受益証券の収

益分配落の期日」と、「銘柄が、有価証券上場規

程株券上場廃止基準第２条若しくは優先株に関

する有価証券上場規程の特例第４条」とあるのは

「受益証券が、日経３００株価指数連動型上場投

資信託の受益証券に関する有価証券上場規程、業

務規程、信用取引及び貸借取引規程並びに受託契

約準則の特例第１０条」と、同第３１条中「当該

銘柄の配当落等の期日又は転換条件の変更期日

の前日」とあるのは「受益証券の収益分配落の期

日」と、同第４５条第１項中「第４２条第３項に

規定する貸借の決済」とあるのは「日経３００株

価指数連動型上場投資信託の受益証券に関する

有価証券上場規程、業務規程、信用取引及び貸借

取引規程並びに受託契約準則の特例第２８条第

３項に規定する貸借の決済並びに第５０条に規

定する損失額に相当する金額の預託」とする。 

 

 

付則 
 この改正規定は、平成１４年４月１日から施行

する。 
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定率会費の算出の基準及び徴収標準率の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

 定款第１４条第３項の規定に基づく定率会費の

算出の基準及び徴収標準率は、次のとおりとする。 

１ （略） 

２ 新株予約権証券の市場内における売買代金の

万分の 1.28 

ただし、特別会員は徴収しない。 

３ 新株予約権付社債券等の市場内における売買

代金の万分の 0.4 

  ただし、特別会員は徴収しない。 

４ 新株予約権付社債券等を除く債券の市場内に

おける売付け又は買付けごとに額面１００円に

つき ２厘５毛 

  ただし、特別会員は徴収しない。 

５ （略） 

 

付  則 
 この改正規定は、平成１４年４月１日から施行

する。 

 

 定款第１４条第３項の規定に基づく定率会費の

算出の基準及び徴収標準率は、次のとおりとする。 

１ （略） 

２ 新株引受権証券の市場内における売買代金の

万分の 1.28 

ただし、特別会員は徴収しない。 

３ 転換社債券及び新株引受権付社債券の市場内

における売買代金の万分の 0.4 

  ただし、特別会員は徴収しない。 

４ 転換社債券及び新株引受権付社債券を除く債

券の市場内における売付け又は買付けごとに額

面１００円につき ２厘５毛 

  ただし、特別会員は徴収しない。 

５ （略） 
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決済に係る手数料の額の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

 定款第１４条の２第２項の規定に基づく決済に

係る手数料の額は、次の各号に掲げる有価証券（財

団法人証券保管振替機構が保管振替事業において

取り扱わないものを除く。）について、当該各号

に定める額の合計額とする。 

（１）～（３） （略） 

（４）転換社債型新株予約権付社債券 

定款第１４条の２第１項に規定する決済の

ために各会員の授受する当該転換社債型新株

予約権付社債券の受け券面の総額又は渡し券

面の総額に、各社債の金額（商法（明治３２

年法律第４８号）第２９９条に規定する各社

債の金額をいう。）につき６円を乗じて得た

額 

 

付  則 
 この改正規定は、平成１４年４月１日から施行

する。 

 

 定款第１４条の２第２項の規定に基づく決済に

係る手数料の額は、次の各号に掲げる有価証券（財

団法人証券保管振替機構が保管振替事業において

取り扱わないものを除く。）について、当該各号

に定める額の合計額とする。 

（１）～（３） （略） 

（４）転換社債券 

定款第１４条の２第１項に規定する決済の

ために各会員の授受する当該転換社債券の受

け券面の総額又は渡し券面の総額に、各社債

の金額（商法（明治３２年法律第４８号）第

２９９条に規定する各社債の金額をいう。）

につき６円を乗じて得た額 
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信認金代用有価証券に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（代用有価証券の種類及び代用価格） 

第２条 会員が、信認金の代用として、本所に差

し入れることができる有価証券の種類は次の各

号に掲げるものとし、その差入れの際における

代用価格は、当該差入日の前々日（休業日に当

たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。）に

おける時価（次項に定める時価をいう。以下こ

の項及び次条において同じ。）に当該各号に掲

げる率を乗じて得た額を超えない額とする。 

（１）～（５） （略） 

（６）本所若しくは国内の他の証券取引所に上場

されている社債券（新株予約権付社債券（同

時に募集されかつ同時に割り当てられた社債

券及び新株予約権証券であって一体で売買す

るものを含む。以下この条において同じ。）

及び交換社債券（証券取引法（昭和２３年法

律第２５号。）第２条第１項第４号に掲げる

有価証券又は同項第９号に掲げる有価証券の

うち同項第４号の有価証券の性質を有するも

の（以下この号において「社債券」という。）

であって、社債券を保有する者の請求により

発行者以外の特定の会社の株券により償還さ

れるものをいう。以下同じ。）を除く。以下

この条において同じ。）又は本所若しくは国

内の他の証券取引所にその株券が上場されて

いる会社が発行する社債券で、かつ、外国法

人以外の会社の発行するもの（その発行に際

して元引受契約が証券会社又は外国証券会社

により締結されたものに限る。） 

               １００分の８５ 

（６）の２ 本所若しくは国内の他の証券取引所

に上場されている新株予約権付社債券又は本

所若しくは国内の他の証券取引所にその株券

が上場されている会社が発行する新株予約権

（代用有価証券の種類及び代用価格） 

第２条 会員が、信認金の代用として、本所に差

し入れることができる有価証券の種類は次の各

号に掲げるものとし、その差入れの際における

代用価格は、当該差入日の前々日（休業日に当

たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。）に

おける時価（次項に定める時価をいう。以下こ

の項及び次条において同じ。）に当該各号に掲

げる率を乗じて得た額を超えない額とする。 

（１）～（５） （略） 

（６）本所若しくは国内の他の証券取引所に上場

されている社債券又は本所若しくは国内の他

の証券取引所にその株券が上場されている会

社が発行する社債券で、かつ、外国法人以外

の会社の発行するもの（交換社債券（証券取

引法（昭和２３年法律第２５号。）第２条第

１項第４号に掲げる有価証券又は同項第９号

に掲げる有価証券のうち同項第４号の有価証

券の性質を有するもの（以下この号において

「社債券」という。）であって、社債券を保

有する者の請求により発行者以外の特定の会

社の株券により償還されるものをいう。以下

同じ。）以外の社債券であって、かつ、その

発行に際して元引受契約が証券会社又は外国

証券会社により締結されたものに限る。） 

   転換社債券及び新株引受権付社債券を除く

社債券          １００分の８５ 

   転換社債券及び新株引受権付社債券 

        １００分の８０ 

 

 （新設） 
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付社債券で、かつ、外国法人以外の会社の発

行するもの（その発行に際して元引受契約が

証券会社又は外国証券会社により締結された

ものに限る。） 

１００分の８０ 

（７）日本証券業協会にその株券が登録されてい

る会社（株券が店頭管理銘柄として登録され

ている会社を除く。次号において同じ。）が

発行する社債券（その発行に際して元引受契

約が証券会社又は外国証券会社により締結さ

れたものに限る。） 

               １００分の８５ 

 

 

 

（７）の２ 日本証券業協会にその株券が登録さ

れている会社が発行する新株予約権付社債券

（その発行に際して元引受契約が証券会社又

は外国証券会社により締結されたものに限

る。） 

１００分の８０ 

（８）～（１１） （略） 

２ 時価は、次の各号に掲げる有価証券の区分に

従い、当該各号に定めるところによる。 

（１）前項第１号に規定する株券、同項第６号の

２に規定する新株予約権付社債券、同項第８

号に規定する交換社債券並びに同項第 11号に

規定する投資信託受益証券及び投資証券のう

ち本所又は国内の他の証券取引所に上場され

ているもの 

   本所又は国内の他の証券取引所における最

終価格（呼値に関する規則第９条の規定によ

り気配表示が行われているとき又は国内の他

の証券取引所において気配表示が行われてい

るときは、当該最終気配値段） 

（２）前項第２号に規定する株券並びに同項第７

号の２に規定する新株予約権付社債券のうち

 

 

 

 

 

（７）日本証券業協会にその株券が登録されてい

る会社（株券が店頭管理銘柄として登録され

ている会社を除く。）が発行する社債券（交

換社債券以外の社債券であって、かつ、その

発行に際して元引受契約が証券会社又は外国

証券会社により締結されたものに限る。） 

   転換社債券及び新株引受権付社債券を除く

社債券          １００分の８５ 

   転換社債券及び新株引受権付社債券 

               １００分の８０ 

 （新設） 

 

 

 

 

 

（８）～（１１） （略） 

２ 時価は、次の各号に掲げる有価証券の区分に

従い、当該各号に定めるところによる。 

（１）前項第１号に規定する株券、同項第６号に

規定する転換社債券及び新株引受券付社債

券、同項第８号に規定する交換社債券並びに

同項第 11号に規定する投資信託受益証券及び

投資証券のうち本所又は国内の他の証券取引

所に上場されているもの 

   本所又は国内の他の証券取引所における最

終価格（呼値に関する規則第９条の規定によ

り気配表示が行われているとき又は国内の他

の証券取引所において気配表示が行われてい

るときは、当該最終気配値段） 

（２）前項第２号に規定する株券並びに同項第７

号に規定する転換社債券及び新株引受券付社
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日本証券業協会に登録されているもの 

   日本証券業協会が公表する午後３時（半休

日においては、午前１１時）現在における直

近の売買価格 

 

（３）・（４） （略） 

３ （略） 

 

 

付  則 
１ この改正規定は、平成１４年４月１日から施

行する。 

２ 商法等の一部を改正する法律（平成１３年法

律第１２８号。以下この附則において「商法等

改正法」という。）附則第７条第１項の規定に

よりなお従前の例によるとされた転換社債又は

新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新

株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社

債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後

の規定を適用する。 

 

債券のうち日本証券業協会に登録されている

もの 

   日本証券業協会が公表する午後３時（半休

日においては、午前１１時）現在における直

近の売買価格 

（３）・（４） （略） 

３ （略） 
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対当取引の報告に関する規則の一部改正新旧対照表 
 

新 旧 
（対当取引に係る報告）  

第 ２ 条  正 会 員 は 、 本 所 の 市 場 に お い て

次 の各 号 に 定め る 対 当取 引 を 行っ た 場

合 には 、 所 定の 様 式 によ り 、 本所 に 取

引内容の報告を行うものとする。  
 （ １）  （略）  
 （ ２）  （略）  
 （ ３ ） 新 株 予 約 権 証 券 に つ い て は 、 ２

００証券以上の対当取引  
 （ ４ ） 転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 券

に つ い て は 、 額 面 ３ 億 円 以 上 の 対

当取引  
 （ ５ ） 新 株 予 約 権 付 社 債 券 等 （ 転 換 社

債型新株予約権付社債券を除く。）

に つ い て は 、 額 面 １ 億 円 以 上 の 対

当取引  
 

（対当取引に係る報告）  

第 ２ 条  正 会 員 は 、 本 所 の 市 場 に お い て

次 の各 号 に 定め る 対 当取 引 を 行っ た 場

合 には 、 所 定の 様 式 によ り 、 本所 に 取

引内容の報告を行うものとする。  
 （ １）  （略）  
 （ ２）  （略）  
 （ ３ ） 新 株 引 受 権 証 券 に つ い て は 、 ２

００証券以上の対当取引  
 （ ４ ） 転 換 社 債 券 に つ い て は 、 額 面 ３

億円以上の対当取引  
 
 （ ５）新株引受権付社債券については、

額面１億円以上の対当取引  
 

付則 
１ この改正規定は、平成１４年４月１日から施

行する。 
２ 商法等の一部を改正する法律（平成１３年法

律第１２８号。以下この付則において「商法等

改正法」という。）附則第７条第１項の規定に

よりなお従前の例によるとされた転換社債又は

新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新

株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社

債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後

の規定を適用する。 
３ 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法

等改正法による改正前の商法第３４１条の１３

第１項の規定に基づき発行する新株引受権証券

は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定

を適用する。 
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安定操作取引についての定款第５９条に関する理事会決定の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

１ 正会員は、募集（５０名以上の者を相手方

として行うものに限る。以下同じ。）又は売出し

（役員又は従業員に対する新株予約権の発行その

他のストック・オプシヨンと認められるものの付与

に係る募集又は売出しを除く。）に係る有価証券

（時価又は時価に近い一定の価格により株券が発

行され若しくは移転される新株予約権を表示する

新株予約権証券（以下「時価新株予約権証券」と

いう。）又は当該新株予約権を付与されている新

株予約権付社債券等(以下「時価新株予約権付社債
券等」という。)以外の新株予約権証券又は社債券
及び時価又は時価に近い一定の価格により発行す

る優先出資証券（協同組織金融機関の発行する優

先出資証券をいう。以下同じ。）以外の優先出資

証券を除く。）の発行者が発行する上場株券（時

価新株予約権証券の募集又は売出しの場合には上

場株券又は上場時価新株予約権証券、時価新株予

約権付社債券等の募集又は売出しの場合には上場

株券又は上場時価新株予約権付社債券等）、又は

上場優先出資証券について、安定操作取引（証券

取引法施行令（以下「施行令」という。）第２０

条第１項に規定する安定操作取引。以下同じ。）

をすることができる期間（施行令第２２条第２項

から第４項までに規定する安定操作期間（以下「安

定操作期間」という。））内において執行する条

件の買付けに関し、次に掲げる行為を行ってはな

らない。 
 

 

 

（１）・（２） （略） 
 
２ 正会員は、安定操作取引が最初に行われた時

から安定操作期間の末日までの間において、当

該安定操作取引に係る有価証券につき安定操作

取引が行われたことを知りながら、その旨を表

示しないで、当該有価証券の発行者が発行する

株券、優先出資証券、時価新株予約権証券又は

時価新株予約権付社債券等について買付けの受

託又は売付け（証券会社若しくは外国証券会社

からの買付けの受託又は証券会社若しくは外国

証券会社への売付けを除く。）をしてはならな

い。 
 
 上記１及び２の行為は、その状況により、取引

の信義則違反として処理する。 

１ 正会員は、募集（５０名以上の者を相手方と

して行うものに限る。以下同じ。）又は売出し（商

法第２８０条の１９に規定する新株の引受権そ

の他のストック・オプシヨンと認められるものの

付与に係る募集又は売出しを除く。）に係る有価

証券（時価又は時価に近い一定の価格により発行

する新株の引受権を表示する新株引受権証券（以

下「時価新株引受権証券」という。）以外の新株

引受権証券を除き、時価又は時価に近い一定の価

格により発行する株券に転換することを条件と

する転換社債券(以下「時価転換社債券」という。)
及び時価又は時価に近い一定の価格により発行

する新株の引受権を付与されている新株引受権

付社債券（以下「時価新株引受権付社債券」とい

う。）以外の社債券を除く。）の発行者が発行す

る上場株券（時価新株引受権証券の売出しの場合

には上場株券又は上場時価新株引受権証券、時価

転換社債券の募集又は売出しの場合には上場株

券又は上場時価転換社債券、時価新株引受権付社

債券の募集又は売出しの場合には上場株券又は

上場時価新株引受権付社債券）又は上場優先出資

証券（協同組織金融機関の発行する優先出資証券

をいう。以下同じ。）について、安定操作取引（証

券取引法施行令（以下「施行令」という。）第２

０条第１項に規定する安定操作取引。以下同じ。）

をすることができる期間（施行令第２２条第２項

から第４項までに規定する安定操作期間（以下

「安定操作期間」という。））内において執行す

る条件の買付けに関し、次に掲げる行為を行って

はならない。 
（１）・（２） （略） 
 
２ 正会員は、安定操作取引が最初に行われた時

から安定操作期間の末日までの間において、当

該安定操作取引に係る有価証券につき安定操作

取引が行われたことを知りながら、その旨を表

示しないで、当該有価証券の発行者が発行する

株券、優先出資証券、時価新株引受権証券、時

価転換社債券又は時価新株引受権付社債券につ

いて買付けの受託又は売付け（証券会社若しく

は外国証券会社からの買付けの受託又は証券会

社若しくは外国証券会社への売付けを除く。）

をしてはならない。 
 
 上記１及び２の行為は、その状況により、取引

の信義則違反として処理する。 
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付  則 
１ この改正規定は、平成１４年４月１日から施

行する。 
２ 商法等の一部を改正する法律（平成１３年法

律第１２８号。以下この付則において「商法等

改正法」という。）附則第７条第１項の規定に

よりなお従前の例によるとされた転換社債又は

新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新

株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社

債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後

の規定を適用する。 
３ 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法

等改正法による改正前の商法第３４１条の１３

第１項の規定に基づき発行する新株引受権証券

は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定

を適用する。 
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業務規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

 

（売買システムによる売買以外の売買） 

第２条 規程第６条ただし書に規定する本所が定める

売買は、次の各号に定める売買とする。 

(１) 株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債

券等の当日決済取引、普通取引及び発行日決済取

引に係る売買（本所のみに上場されている銘柄の

株券の普通取引及び発行日決済取引を除く。） 
 

 (２)   （略） 

２  （略） 

 

（同時呼値の順位） 

第６条 規程第１０条第２項第２号ｂに規定する同時

に行われた呼値及び行われた時間の先後が明らかで

ない呼値（以下「同時呼値」という。）の順位は、次

の各号に定めるところによる。 

 (１) 株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券

等 

  ａ～ｃ （略） 

（２）（略） 

 

（約定値段を定める場合の合致数量） 

第１０条 規程第１２条第３項第３号ｂに規定する本

所が定める他方の呼値の数量は、次の各号に定める

数量とする。 

（１）株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券

等について、規程第１２条第２項第１号、第２号

及び第４号に規定する約定値段を定める場合の数

量は、最小単位以上の数量とする。 

（２）・（３）（略） 

 

（転換社債型新株予約権付社債券の売買単位） 

第１３条 規程第１５条第５号に規定する転換社債型

新株予約権付社債券の売買単位は、銘柄ごとに、発行

されている券種が、額面１００万円券のものは額面１

００万円、額面５０万円券のものは額面５０万円、額

面１０万円券のものは額面１０万円とする。    

 

（新株予約権付社債券等の売買単位） 

第１４条 規程第１５条第６号に規定する新株予約権

付社債券等（転換社債型新株予約権付社債券を除く。）

の売買単位は、銘柄ごとに、発行されている券種が、

額面１００万円券のものは額面１００万円、額面５０

万円券のものは額面５０万円とする 

 

 

（売買システムによる売買以外の売買） 

第２条 規程第６条ただし書に規定する本所が定める

売買は、次の各号に定める売買とする。 

 (１) 株券、新株引受権証券、転換社債券及び新株引

受権付社債券の当日決済取引、普通取引及び発行

日決済取引に係る売買（本所のみに上場されてい

る銘柄の株券の普通取引及び発行日決済取引を

除く。） 

 (２)   （略） 

２  （略） 

 

（同時呼値の順位） 

第６条 規程第１０条第２項第２号ｂに規定する同時

に行われた呼値及び行われた時間の先後が明らかで

ない呼値（以下「同時呼値」という。）の順位は、次

の各号に定めるところによる。 

 (１) 株券、新株引受権証券、転換社債券及び新株引

受権付社債券 

  ａ～ｃ （略） 

（２）（略） 

 

（約定値段を定める場合の合致数量） 

第１０条 規程第１２条第３項第３号ｂに規定する本

所が定める他方の呼値の数量は、次の各号に定める

数量とする。 

 （１）株券、新株引受権証券、転換社債券及び新株引

受権付社債券について、規程第１２条第２項第１

号、第２号及び第４号に規定する約定値段を定め

る場合の数量は、最小単位以上の数量とする。 

 （２）・（３）（略） 

 

（転換社債券の売買単位） 

第１３条 規程第１５条第５号に規定する転換社債券

の売買単位は、銘柄ごとに、発行されている券種が、

額面１００万円券のものは額面１００万円、額面５０

万円券のものは額面５０万円、額面１０万円券のもの

は額面１０万円とする。             

 

（新株引受権付社債券の売買単位） 

第１４条 規程第１５条第６号に規定する新株引受権

付社債券の売買単位は、銘柄ごとに、発行されている

券種が、額面１００万円券のものは額面１００万円、

額面５０万円券のものは額面５０万円とする。 
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（新たな条件により売買を行う期日） 

第１９条 規程第２６条に規定する転換条件の変更期

日及び行使条件の変更期日は、次の各号に定める日と

する。 

 （１）当日決済取引 

優先株の発行者の定める転換条件の変更が行

われる日の前日及び転換社債型新株予約権付社

債券等の発行者の定める行使条件の変更が行わ

れる日の前日（以下「旧条件最終適用日」という。）

の翌日。ただし、その決済を翌日に繰り延べる売

買については、旧条件最終適用日（旧条件最終適

用日が休業日に当たるときは、旧条件最終適用日

の前日（休業日に当たるときは、順次繰り上げる。

以下同じ。））とする。 

 （２）普通取引 

旧条件最終適用日の３日前の日（旧条件最終適

用日が休業日に当たる場合は、旧条件最終適用日

の４日前の日）とする。ただし、利付転換社債型

新株予約権付社債券の売買において、旧条件最終

適用日の前日が利払期日の前日に当たるときは、

旧条件最終適用日の４日前の日（旧条件最終適用

日が休業日に当たるときは、旧条件最終適用日の

５日前の日）とする。 

 

 

（期中償還請求権に係る権利落として売買を行う期日） 

第１９条の２ 規程第２６条の２に規定する期中償還

請求権に係る権利落として売買を行う期日は、次の各

号に定める日とする。 

 （１） （略） 

 （２）普通取引 

期中償還請求期間満了の日の３日前の日（期中償

還請求期間満了の日が休業日に当たるときは、期中

償還請求期間満了の日の４日前の日）とする。ただ

し、利付転換社債型新株予約権付社債券の売買にお

いて、期中償還請求期間満了の日の前日が利払期日

の前日に当たるときは、期中償還請求期間満了の日

の４日前の日（期中償還請求期間満了の日が休業日

に当たるときは、期中償還請求期間満了の日の５日

前の日）とする。 

 

（売買の停止） 

第２１条 規程第２８条の規定により行う売買の停止

は、次の各号に定めるところによる。 

 (１) （略） 

(２) 規程第２８条第１号の２に掲げる場合の当該債

券又は新株予約権付社債券等の売買の停止は、原

則として、抽選償還の当選番号発表日の３日前の

日（当選番号発表日が休業日に当たるときは当該

日の４日前の日）から当選番号発表日までとす

る。 

（転換条件の変更期日） 

第１９条 規程第２６条に規定する優先株又は転換社

債券について新たな転換条件により売買を行う期日

は、次の各号に定める日とする。 

 （１）当日決済取引 

優先株又は転換社債券の発行者の定める転換

条件の変更が行われる日の前日（以下「旧条件最

終適用日」という。）の翌日。ただし、その決済

を翌日に繰り延べる売買については、旧条件最終

適用日（旧条件最終適用日が休業日に当たるとき

は、旧条件最終適用日の前日（休業日に当たると

きは、順次繰り上げる。以下同じ。））とする。 

 

 

（２）普通取引 

旧条件最終適用日の３日前の日（旧条件最終適

用日が休業日に当たる場合は、旧条件最終適用日

の４日前の日）とする。ただし、利付転換社債券

の売買において、旧条件最終適用日の前日が利払

期日の前日に当たるときは、旧条件最終適用日の

４日前の日（旧条件最終適用日が休業日に当たる

ときは、旧条件最終適用日の５日前の日）とする。 

 

 

 

（期中償還請求権に係る権利落として売買を行う期日） 

第１９条の２ 規程第２６条の２に規定する期中償還

請求権に係る権利落として売買を行う期日は、次の各

号に定める日とする。 

 （１） （略） 

 （２）普通取引 

期中償還請求期間満了の日の３日前の日（期中償

還請求期間満了の日が休業日に当たるときは、期中

償還請求期間満了の日の４日前の日）とする。ただ

し、利付転換社債券の売買において、期中償還請求

期間満了の日の前日が利払期日の前日に当たると

きは、期中償還請求期間満了の日の４日前の日（期

中償還請求期間満了の日が休業日に当たるときは、

期中償還請求期間満了の日の５日前の日）とする。 

 

 

（売買の停止） 

第２１条 規程第２８条の規定により行う売買の停止

は、次の各号に定めるところによる。 

 (１) （略） 

(２) 規程第２８条第１号の２に掲げる場合の当該債

券、転換社債券又は新株引受権付社債券の売買の

停止は、原則として、抽選償還の当選番号発表日

の３日前の日（当選番号発表日が休業日に当たる

ときは当該日の４日前の日）から当選番号発表日

までとする。 
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（３）・（４）（略） 

 

（引渡有価証券） 

第３３条 規程第３９条に規定する売買の決済のため

に引き渡す有価証券は、次の各号に定めるところによ

る。 

（１）株券（新株引受権証書及び優先出資引受権証

書を除く。）は、売買単位の券種の株券又は他

の券種で各株券の表示する株式数（優先出資の

口数を含む。以下同じ。）の合計が売買単位と

なるように組み合わせたものとする。 

 

 

 

 

 （２）新株予約権証券は、売買単位の券種の新株予約

権証券とする。 
（３） （略）  
（４）新株予約権付社債券等については、新株予約権

付社債券にあっては売買単位の額面金額の券種

であって、かつ、無記名式の新株予約券付社債券

とし、それ以外のものにあっては、売買単位の額

面金額の券種であって、かつ、無記名式の社債券

及び当該社債券に付したものとみなされる新株

予約権証券とする。 

 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成１４年４月１日から施行す

る。 

２ 商法等の一部を改正する法律（平成１３年法律１２

８号。以下この付則において「商法等改正法」という。）

附則第７条第１項の規定によりなお従前の例による

とされた転換社債又は新株引受権付社債は、それぞ

れ、転換社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株

予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、改

正後の規定を適用する。 

３ 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改

正法による改正前の商法第３４１条１３第１項の規

定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証

券とみなして、改正後の規定を適用する。 

（３）・（４）（略） 

 

（引渡有価証券） 

第３３条 規程第３９条に規定する売買の決済のため

に引き渡す有価証券は、次の各号に定めるところによ

る。 

（１）株券（新株引受権証書及び優先出資引受権証

書を除く。）は、売買単位の券種の株券又は他の

券種で各株券の表示する株式数（優先出資の口数

を含む。以下同じ。）の合計が売買単位となるよ

うに組み合わせたものとする。ただし、本所が売

買単位を超える券種の株券の引渡しを承認した

銘柄（以下「受渡供用承認銘柄」という。）につ

いては、当該承認に係る券種の株券を引き渡すこ

とができる。      

 （２）新株引受権証券は、売買単位の券種の新株引受

権証券とする。 
（３） （略）  
（４）転換社債券及び新株引受権付社債券は、売買単

位の額面金額の券種であって、かつ、無記名式の

ものとする。 
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監理ポスト及び整理ポストに関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（監理ポスト、整理ポストへの割当て） 
第３条   監理ポスト又は整理ポストへの割当て
は、次の各号に定めるところによる。 
  （１）  普通株（優先出資証券を含む。以下同

じ。）については、次のとおりとする。 

    ａ  監理ポストへの割当て 

        上場株券が次のいずれかに該当する場合

には、当該株券を監理ポストに割り当て 

る。 

   （ａ）～（ｍ） （略） 

   （ｍ）の２ 株券上場廃止基準第２条第１

４号（同基準第２条の２第３号の規定に

よる場合を含む。）に該当するおそれが

あると本所が認める場合 

   （ｎ）  株券上場廃止基準第２条第１５号

（同基準第２条の２第３号の規定による

場合を含む。）（株券の不正発行の場合

を除く。）に該当するおそれがあると本

所が認める場合 

ｂ  整理ポストへの割当て 

        上場株券が株券上場廃止基準第２条の各

号又は第２条の２の各号のいずれかに該当

する場合（同基準第２条各号（同基準第２

条の２第３号の規定による場合を含む。）

にあっては、第７号のうち株券上場廃止基

準の取扱い１．（７）ｂの（ａ）に規定す

る合併による解散の場合、第１３号のうち

株券上場廃止基準の取扱い１．（１２）ａ

に規定する株式交換又は株式移転による完

全子会社化の場合及び第１５号のうち株券

の不正発行の場合を除く。）には、当該株

券を整理ポストに割り当てる。 

 

（監理ポスト、整理ポストへの割当て） 
第３条   監理ポスト又は整理ポストへの割当て
は、次の各号に定めるところによる。 
  （１）  普通株（優先出資証券を含む。以下同

じ。）については、次のとおりとする。 

    ａ  監理ポストへの割当て 

        上場株券が次のいずれかに該当する場合

には、当該株券を監理ポストに割り当て 

る。 

   （ａ）～（ｍ） （略） 

   （新設） 

 

 

 

   （ｎ）  株券上場廃止基準第２条第１４号

（同基準第２条の２第３号の規定による

場合を含む。）（株券の不正発行の場合

を除く。）に該当するおそれがあると本

所が認める場合 

ｂ  整理ポストへの割当て 

        上場株券が株券上場廃止基準第２条の各

号又は第２条の２の各号のいずれかに該当

する場合（同基準第２条各号（同基準第２

条の２第３号の規定による場合を含む。）

にあっては、第７号のうち株券上場廃止基

準の取扱い１．（７）ｂの（ａ）に規定す

る合併による解散の場合、第１３号のうち

株券上場廃止基準の取扱い１．（１２）ａ

に規定する株式交換又は株式移転による完

全子会社化の場合及び第１４号のうち株券

の不正発行の場合を除く。）には、当該株

券を整理ポストに割り当てる。 
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（２）  優先株については、次のとおりとする。 

    ａ  監理ポストへの割当て 

        上場優先株が次のいずれかに該当する場

合には、当該株券を監理ポストに割り当て

る。 

   （ａ） （略） 

   （ａ）の２ 優先株に関する特例第４条第

２項第５号に該当するおそれがあると本

所が認める場合 

      （ｂ）  優先株に関する特例第４条第２項

第６号（株券の不正発行の場合を除く。）

に該当するおそれがあると本所が認める

場合 

   （ｃ） （略） 

ｂ  整理ポストへの割当て 

        上場優先株が優先株に関する特例第４条

第１項各号（株券上場廃止基準の取扱い１．

（７）ｂの（ａ）に規定する合併による解

散の場合、株券上場廃止基準の取扱い１．

（１２）ａに規定する株式交換又は株式移

転による完全子会社化の場合及び株券の不

正発行の場合を除く。）又は同条第２項第

１号、第２号、第４号、第５号若しくは第

６号（株券の不正発行の場合を除く。）の

いずれかに該当する場合には、当該株券を

整理ポストに割り当てる。 

（３）  新株予約権証券については、次のとお
りとする。 
ａ  監理ポストへの割当て 
上場新株予約権証券が次のいずれかに該

当する場合には、当該新株予約権証券を監理

ポストに割り当てる。 
（ａ）  上場新株予約権証券の発行者の発行
する普通株が監理ポストに割り当てられ

ることとなった場合 
（ｂ）  新株予約権証券に関する有価証券上
場規程の特例第４条第２項第３号本文に

（２）  優先株については、次のとおりとする。 

    ａ  監理ポストへの割当て 

        上場優先株が次のいずれかに該当する場

合には、当該株券を監理ポストに割り当て

る。 

   （ａ） （略） 

   （新設） 

 

 

      （ｂ）  優先株に関する特例第４条第２項

第５号（株券の不正発行の場合を除く。）

に該当するおそれがあると本所が認める

場合 

   （ｃ） （略） 

    ｂ  整理ポストへの割当て 

        上場優先株が優先株に関する特例第４条

第１項各号（株券上場廃止基準の取扱い１．

（７）ｂの（ａ）に規定する合併による解

散の場合、株券上場廃止基準の取扱い１．

（１２）ａに規定する株式交換又は株式移

転による完全子会社化の場合及び株券の不

正発行の場合を除く。）又は同条第２項第

１号、第２号、第４号若しくは第５号（株

券の不正発行の場合を除く。）のいずれか

に該当する場合には、当該株券を整理ポス

トに割り当てる。 

（３）  新株引受権証券については、次のとお
りとする。 
ａ  監理ポストへの割当て 
上場新株引受権証券が次のいずれかに該

当する場合には、当該新株引受権証券を監理

ポストに割り当てる。 
（ａ）  上場新株引受権証券の発行者の発行
する普通株が監理ポストに割り当てられ

ることとなった場合 
（ｂ）  新株引受権証券に関する有価証券上
場規程の特例第４条第２項第３号本文に
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該当するおそれがあると本所が認める場

合 
 
 
（ｃ）  新株予約権証券に関する有価証券上
場規程の特例第４条第２項第４号に該当

するおそれがあると本所が認める場合（上

場銘柄が同特例第３条第３項第４号又は

第６号の規定によりその承継後速やかに

上場される見込みのある場合を除く。） 
（ｄ）  新株予約権証券に関する有価証券上
場規程の特例第４条第２項第５号に該当

するおそれがあると本所が認める場合 
（ｅ）  新株予約権証券に関する有価証券上
場規程の特例第４条第２項第６号に該当

するおそれがあると本所が認める場合 
ｂ  整理ポストへの割当て 
上場新株予約権証券が新株予約権証券に

関する有価証券上場規程の特例第４条第１

項各号（株券上場廃止基準の取扱い１．（７）

ｂの（ａ）に規定する合併による解散の場合

及び株券の不正発行の場合又は上場銘柄が

同特例第３条第３項第７号の規定によりそ

の承継後速やかに上場される見込みのある

場合を除く。）又は同条第２項第１号、第４

号（上場銘柄が同特例第３条第３項第４号又

は第６号の規定によりその承継後速やかに

上場される見込みのある場合を除く。）、第

５号若しくは第６号に該当する場合は、当該

新株予約権証券を整理ポストに割り当てる。 
（４） （略） 
（５）  新株予約権付社債券等については、次
のとおりとする。 
ａ  監理ポストへの割当て 
上場新株予約権付社債券等が次のいずれ

かに該当する場合には、当該新株予約権付社

債券等を監理ポストに割り当てる。 
（ａ）  上場新株予約権付社債券等の発行者

該当するおそれがあると本所が認める場

合又は上場新株引受権証券に係る新株引

受権付社債について社債権者集会が招集

されることとなった場合 
（ｃ）  新株引受権証券に関する有価証券上
場規程の特例第４条第２項第４号に該当

するおそれがあると本所が認める場合（上

場銘柄が同特例第３条第３項第４号又は

第６号の規定によりその承継後速やかに

上場される見込みのある場合を除く。） 
（新設） 
 
 
（ｄ）  新株引受権証券に関する有価証券上
場規程の特例第４条第２項第５号に該当

するおそれがあると本所が認める場合 
ｂ  整理ポストへの割当て 
上場新株引受権証券が新株引受権証券に

関する有価証券上場規程の特例第４条第１

項各号（株券上場廃止基準の取扱い１．（７）

ｂの（ａ）に規定する合併による解散の場合

及び株券の不正発行の場合を除く。）又は同

条第２項第１号、第４号（上場銘柄が同特例

第３条第３項第４号又は第６号の規定によ

りその承継後速やかに上場される見込みの

ある場合を除く。）若しくは第５号に該当す

る場合は、当該新株引受権証券を整理ポスト

に割り当てる。 
 
 
（４） （略） 
（５）  転換社債券については、次のとおりと
する。 
ａ  監理ポストへの割当て 
上場転換社債券が次のいずれかに該当す

る場合には、当該転換社債券を監理ポストに

割り当てる。 
（ａ）  上場転換社債券の発行者の発行する
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の発行する普通株が監理ポストに割り当

てられることとなった場合 
（ｂ）  新株予約権付社債券等に関する有価
証券上場規程の特例第４条第２項第４号

に該当するおそれがあると本所が認める

場合又は上場新株予約権付社債等に係る

社債について社債権者集会が招集される

こととなった場合 
（ｃ）  新株予約権付社債券等に関する有価
証券上場規程の特例第４条第２項第５号

に該当するおそれがあると本所が認める

場合（上場銘柄が同特例第３条第３項第４

号又は第６号の規定によりその承継後速

やかに上場される見込みのある場合を除

く。） 
（ｄ）  新株予約権付社債券等に関する有価
証券上場規程の特例第４条第２項第６号

に該当するおそれがあると本所が認める

場合 
（ｅ）  新株予約権付社債券等に関する有価
証券上場規程の特例第４条第２項第７号

に該当するおそれがあると本所が認める

場合 
（ｆ）  新株予約権付社債券等に関する有価
証券上場規程の特例第４条第２項第８号

に該当するおそれがあると本所が認める

場合 
ｂ  整理ポストへの割当て 
上場新株予約権付社債券等が新株予約権

付社債券等に関する有価証券上場規程の特

例第４条第１項各号（株券上場廃止基準の取

扱い１．（７）ｂの（ａ）に規定する合併に

よる解散の場合及び株券の不正発行の場合

を除く。）又は同条第２項第１号、第２号（最

終償還期限の到来により新株予約権の行使

期間が満了となる場合を除く。）、第３号、

第５号（上場銘柄が同特例第３条第３項第４

号又は第６号の規定によりその承継後速や

普通株が監理ポストに割り当てられるこ

ととなった場合 
（ｂ）  転換社債券に関する有価証券上場規
程の特例第４条第２項第４号に該当する

おそれがあると本所が認める場合又は上

場転換社債について社債権者集会が招集

されることとなった場合 
 
（ｃ）  転換社債券に関する有価証券上場規
程の特例第４条第２項第５号に該当する

おそれがあると本所が認める場合（上場銘

柄が同特例第３条第３項第４号又は第６

号の規定によりその承継後速やかに上場

される見込みのある場合を除く。） 
 
（新設） 
 
 
 
（ｄ）  転換社債券に関する有価証券上場規
程の特例第４条第２項第６号に該当する

おそれがあると本所が認める場合 
 
（ｅ）  転換社債券に関する有価証券上場規
程の特例第４条第２項第７号に該当する

おそれがあると本所が認める場合 
 
ｂ  整理ポストへの割当て 
上場転換社債券が転換社債券に関する有

価証券上場規程の特例第４条第１項各号（株

券上場廃止基準の取扱い１．（７）ｂの（ａ）

に規定する合併による解散の場合及び株券

の不正発行の場合を除く。）又は同条第２項

第１号、第２号（最終償還期限の到来により

転換請求期間が満了となる場合を除く。）、

第３号、第５号（上場銘柄が同特例第３条第

３項第４号又は第６号の規定によりその承

継後速やかに上場される見込みのある場合
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かに上場される見込みのある場合を除く。）、

第６号、第７号若しくは第８号に該当する場

合は、当該新株予約権付社債券等を整理ポス

トに割り当てる。 
（削る） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を除く。）、第６号若しくは第７号に該当す

る場合は、当該転換社債券を整理ポストに割

り当てる。 
 
（６）  新株引受権付社債券については、次の
とおりとする。 
ａ  監理ポストへの割当て 
上場新株引受権付社債券が次のいずれか

に該当する場合には、当該新株引受権付社債

券を監理ポストに割り当てる。 
（ａ）  上場新株引受権付社債券の発行者の
発行する普通株が監理ポストに割り当て

られることとなった場合 
（ｂ）  新株引受権付社債券に関する有価証
券上場規程の特例第４条第２項第４号に

該当するおそれがあると本所が認める場

合又は上場新株引受権付社債について社

債権者集会が招集されることとなった場

合 
（ｃ）  新株引受権付社債券に関する有価証
券上場規程の特例第４条第２項第５号に

該当するおそれがあると本所が認める場

合（上場銘柄が同特例第３条第３項第４号

又は第６号の規定によりその承継後速や

かに上場される見込みのある場合を除

く。） 
（ｄ）  新株引受権付社債券に関する有価証
券上場規程の特例第４条第２項第６号に

該当するおそれがあると本所が認める場

合 
ｂ  整理ポストへの割当て 
上場新株引受権付社債券が新株引受権付

社債券に関する有価証券上場規程の特例第

４条第１項各号（株券上場廃止基準の取扱い

１．（７）ｂの（ａ）に規定する合併による

解散の場合及び株券の不正発行の場合を除

く。）又は同条第２項第１号、第２号（最終

償還期限の到来により新株引受権の行使請
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（監理ポスト、整理ポストへの割当期間） 
第４条  前条に規定する銘柄の監理ポスト又は整
理ポストへの割当期間は、次の各号に定めると

ころによる。 
  （１）  普通株については、次のとおりとする。 

    ａ  監理ポストへの割当期間 

        監理ポストへの割当期間は、次の（ａ）

から（ｅ）までに定める日から本所が株券

上場廃止基準に該当するかどうかを認定し

た日までとする。ただし、前条第１号ａの

（ｎ）の場合において、次の（ｅ）に定め

る日から１年を超えることとなるときは、

当該日から１年目の日以降の日でその都度

本所が定める日までとする。 

   （ａ）～（ｄ） （略） 

   （ｅ） 前条第１号ａの（ｃ）、（ｄ）、

（ｆ）、（ｊ）、（ｋ）、（ｍ）の２及

び（ｎ）までの場合 

          本所が必要と認めた日 

   ｂ （略） 

（２）  優先株については、次のとおりとする。 

    ａ  監理ポストへの割当期間 

        監理ポストへの割当期間は、次の（ａ）

から（ｃ）までに定めるところによる。 

   （ａ） （略） 

   （ａ）の２ 前条第２号ａの（ａ）の２の

場合には、本所が必要と認めた日から本

所が優先株に関する特例第４条第２項第

５号に該当するかどうかを認定した日ま

でとする。 

求期間が満了となる場合を除く。）、第３号、

第５号（上場銘柄が同特例第３条第３項第４

号又は第６号の規定によりその承継後速や

かに上場される見込みのある場合を除く。）

若しくは第６号に該当する場合は、当該新株

引受権付社債券を整理ポストに割り当てる。 
 
（監理ポスト、整理ポストへの割当期間） 
第４条  前条に規定する銘柄の監理ポスト又は整
理ポストへの割当期間は、次の各号に定めると

ころによる。 
  （１）  普通株については、次のとおりとする。 

    ａ  監理ポストへの割当期間 

        監理ポストへの割当期間は、次の（ａ）

から（ｅ）までに定める日から本所が株券

上場廃止基準に該当するかどうかを認定し

た日までとする。ただし、前条第１号ａの

（ｎ）の場合において、次の（ｅ）に定め

る日から１年を超えることとなるときは、

当該日から１年目の日以降の日でその都度

本所が定める日までとする。 

   （ａ）～（ｄ） （略） 

   （ｅ） 前条第１号ａの（ｃ）、（ｄ）、

（ｆ）、（ｊ）、（ｋ）及び（ｎ）の場

合 

          本所が必要と認めた日 

   ｂ （略） 

（２）  優先株については、次のとおりとする。 

    ａ  監理ポストへの割当期間 

        監理ポストへの割当期間は、次の（ａ）

から（ｃ）までに定めるところによる。 

   （ａ） （略） 

   （新設） 
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   （ｂ） 前条第２号ａの（ｂ）の場合には、

本所が必要と認めた日から本所が優先株

に関する特例第４条第２項第６号に該当

するかどうかを認定した日までとする。

ただし、当該本所が必要と認めた日から

１年を超えることとなるときは、当該日

から１年目の日以降の日でその都度本所

が定める日までとする。 

（ｃ） （略） 

  ｂ （略） 

（３）  新株予約権証券については、次のとお
りとする。 
ａ  監理ポストへの割当期間 
監理ポストへの割当期間は、次の（ａ）か

ら（ｅ）までに定めるところによる。 
（ａ）  前条第３号ａの（ａ）の場合には、
上場新株予約権証券の発行者の発行する

普通株の監理ポストへの割当期間と同一

とする。 
（ｂ）  前条第３号ａの（ｂ）の場合には、
本所が必要と認めた日から本所が新株予

約権証券に関する有価証券上場規程の特

例第４条第２項第３号本文に該当するか

どうかを認定した日までとする。 
（ｃ）  前条第３号ａの（ｃ）の場合には、
本所が必要と認めた日から本所が新株予

約権証券に関する有価証券上場規程の特

例第４条第２項第４号に該当するかどう

かを認定した日までとする。 
（ｄ）  前条第３号ａの（ｄ）の場合には、
本所が必要と認めた日から本所が新株予

約権証券に関する有価証券上場規程の特

例第４条第２項第５号に該当するかどう

かを認定した日までとする。 
（ｅ）  前条第３号ａの（ｅ）の場合には、
本所が必要と認めた日から本所が新株予

約権証券に関する有価証券上場規程の特

例第４条第２項第６号に該当するかどう

    （ｂ）  前条第２号ａの（ｂ）の場合には、

本所が必要と認めた日から本所が優先株

に関する特例第４条第２項第５号に該当

するかどうかを認定した日までとする。

ただし、当該本所が必要と認めた日から

１年を超えることとなるときは、当該日

から１年目の日以降の日でその都度本所

が定める日までとする。 

（ｃ） （略） 

  ｂ （略） 

（３）  新株引受権証券については、次のとお
りとする。 
ａ  監理ポストへの割当期間 
監理ポストへの割当期間は、次の（ａ）か

ら（ｄ）までに定めるところによる。 
（ａ）  前条第３号ａの（ａ）の場合には、
上場新株引受権証券の発行者の発行する

普通株の監理ポストへの割当期間と同一

とする。 
（ｂ）  前条第３号ａの（ｂ）の場合には、
本所が必要と認めた日から本所が新株引

受権証券に関する有価証券上場規程の特

例第４条第２項第３号本文に該当するか

どうかを認定した日までとする。 
（ｃ）  前条第３号ａの（ｃ）の場合には、
本所が必要と認めた日から本所が新株引

受権証券に関する有価証券上場規程の特

例第４条第２項第４号に該当するかどう

かを認定した日までとする。 
（新設） 
 
 
 
 
（ｄ）  前条第３号ａの（ｄ）の場合には、
本所が必要と認めた日から本所が新株引

受権証券に関する有価証券上場規程の特

例第４条第２項第５号に該当するかどう
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かを認定した日までとする。ただし、当該

本所が必要と認めた日から１年を超える

こととなるときは、当該日から１年目の日

以降の日でその都度本所が定める日まで

とする。 
ｂ  整理ポストへの割当期間 
整理ポストへの割当期間は、本所が当該新

株予約権証券の上場廃止を決定した日の翌

日から新株予約権証券に関する有価証券上

場規程の特例の取扱い３．（３）ａ、ｂ、ｅ、

ｆ又はｇに定める上場廃止日の前日までと

する。 
（４） （略） 
（５）  新株予約権付社債券等については、次
のとおりとする。 
ａ  監理ポストへの割当期間 
監理ポストへの割当期間は、次の（ａ）か

ら（ｆ）までに定めるところによる。 
（ａ）  前条第５号ａの（ａ）の場合には、
上場新株予約権付社債券等の発行者の発

行する普通株の監理ポストへの割当期間

と同一とする。 
（ｂ）  前条第５号ａの（ｂ）の場合には、
本所が必要と認めた日から本所が新株予

約権付社債券等に関する有価証券上場規

程の特例第４条第２項第４号に該当する

かどうかを認定した日までとする。 
（ｃ）  前条第５号ａの（ｃ）の場合には、
本所が必要と認めた日から本所が新株予

約権付社債券等に関する有価証券上場規

程の特例第４条第２項第５号に該当する

かどうかを認定した日までとする。 
（ｄ）  前条第５号ａの（ｄ）の場合には、
本所が必要と認めた日から本所が新株予

約権付社債券等に関する有価証券上場規

程の特例第４条第２項第６号に該当する

かどうかを認定した日までとする。 
（ｅ）  前条第５号ａの（ｅ）の場合には、

かを認定した日までとする。ただし、当該

本所が必要と認めた日から１年を超える

こととなるときは、当該日から１年目の日

以降の日でその都度本所が定める日まで

とする。 
ｂ  整理ポストへの割当期間 
整理ポストへの割当期間は、本所が当該新

株引受権証券の上場廃止を決定した日の翌

日から新株引受権証券に関する有価証券上

場規程の特例の取扱い３．（３）ａ、ｂ、ｅ

又はｆに定める上場廃止日の前日までとす

る。 
（４） （略） 
（５）  転換社債券については、次のとおりと
する。 
ａ  監理ポストへの割当期間 
監理ポストへの割当期間は、次の（ａ）か

ら（ｅ）までに定めるところによる。 
（ａ）  前条第５号ａの（ａ）の場合には、
上場転換社債券の発行者の発行する普通

株の監理ポストへの割当期間と同一とす

る。 
（ｂ）  前条第５号ａの（ｂ）の場合には、
本所が必要と認めた日から本所が転換社

債券に関する有価証券上場規程の特例第

４条第２項第４号に該当するかどうかを

認定した日までとする。 
（ｃ）  前条第５号ａの（ｃ）の場合には、
本所が必要と認めた日から本所が転換社

債券に関する有価証券上場規程の特例第

４条第２項第５号に該当するかどうかを

認定した日までとする。 
（新設） 
 
 
 
 
（ｄ）  前条第５号ａの（ｄ）の場合には、
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本所が必要と認めた日から本所が新株予

約権付社債券等に関する有価証券上場規

程の特例第４条第２項第７号に該当する

かどうかを認定した日までとする。 
（ｆ）  前条第５号ａの（ｆ）の場合には、
本所が必要と認めた日から本所が新株予

約権付社債券等に関する有価証券上場規

程の特例第４条第２項第８号に該当する

かどうかを認定した日までとする。ただ

し、当該本所が必要と認めた日から１年を

超えることとなるときは、当該日から１年

目の日以降の日でその都度本所が定める

日までとする。 
ｂ  整理ポストへの割当期間 
整理ポストへの割当期間は、本所が当該新

株予約権付社債券等の上場廃止を決定した

日の翌日から新株予約権付社債券等に関す

る有価証券上場規程の特例の取扱い３．

（４）のａ、ｂ、ｄ、ｆ又はｇに定める上場

廃止日の前日までとする。 
（削る） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本所が必要と認めた日から本所が転換社

債券に関する有価証券上場規程の特例第

４条第２項第６号に該当するかどうかを

認定した日までとする。 
（ｅ）  前条第５号ａの（ｅ）の場合には、
本所が必要と認めた日から本所が転換社

債券に関する有価証券上場規程の特例第

４条第２項第７号に該当するかどうかを

認定した日までとする。ただし、当該本所

が必要と認めた日から１年を超えること

となるときは、当該日から１年目の日以降

の日でその都度本所が定める日までとす

る。 
ｂ  整理ポストへの割当期間 
整理ポストへの割当期間は、本所が当該転

換社債券の上場廃止を決定した日の翌日か

ら転換社債券に関する有価証券上場規程の

特例の取扱い３．（４）のａ、ｂ、ｄ、ｆ又

はｇに定める上場廃止日の前日までとする。 
 
（６）  新株引受権付社債券については、次の
とおりとする。 
ａ  監理ポストへの割当期間 
監理ポストへの割当期間は、次の（ａ）か

ら（ｄ）までに定めるところによる。 
（ａ）  前条第６号ａの（ａ）の場合には、
上場新株引受権付社債券の発行者の発行

する普通株の監理ポストへの割当期間と

同一とする。 
（ｂ）  前条第６号ａの（ｂ）の場合には、
本所が必要と認めた日から本所が新株引

受権付社債券に関する有価証券上場規程

の特例第４条第２項第４号に該当するか

どうかを認定した日までとする。 
（ｃ）  前条第６号ａの（ｃ）の場合には、
本所が必要と認めた日から本所が新株引

受権付社債券に関する有価証券上場規程

の特例第４条第２項第５号に該当するか
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２  （略） 

 
付  則 

１  この改正規定は、平成１４年４月１日から施
行する。 
２  商法等の一部を改正する法律（平成１３年法
律第１２８号。以下この付則において「商法等

改正法」という。）附則第７条第１項の規定に

よりなお従前の例によるとされた転換社債又は

新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみな

して、改正後の規定を適用する。 
３  前項の新株引受権付社債を発行する際に商法
等改正法による改正前の商法第３４１条の１３

第１項の規定に基づき発行する新株引受権証券

は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定

を適用する。 

どうかを認定した日までとする。 
（ｄ）  前条第６号ａの（ｄ）の場合には、
本所が必要と認めた日から本所が新株引

受権付社債券に関する有価証券上場規程

の特例第４条第２項第６号に該当するか

どうかを認定した日までとする。ただし、

当該本所が必要と認めた日から１年を超

えることとなるときは、当該日から１年目

の日以降の日でその都度本所が定める日

までとする。 
ｂ  整理ポストへの割当期間 
整理ポストへの割当期間は、本所が当該新

株引受権付社債券の上場廃止を決定した日

の翌日から新株引受権付社債券に関する有

価証券上場規程の特例の取扱い３．（４）の

ａ、ｂ、ｄ、ｆ又はｇに定める上場廃止日の

前日までとする。 
２  （略） 

 

  
 



 

- 64 - 

呼値に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

 

（ 新 株 予 約 権 証 券 及 び 新 株 予 約 権 付 社 債

券等の呼値の制限）  

第 ６ 条  正 会 員 は 、 新 株 予 約 権 証 券 及 び

新 株 予 約 権 付 社 債 券 等 に つ い て 、 売 買

立 会 終 了 時 に 執 行 す る こ と を 条 件 と す

る呼値を行ってはならない。  

 

 

（ 気配表示による呼値の特別周知）  

第９条  （略）  

２～４  （略）  

５ 第１項の規定により気配表示が行われている

場合における当該気配値段に係る呼値の数量を

超える数量の対当する呼値については、気配表

示に係る数量を対当させ処理することができ

る。 

 

 （ １）  （略）  

（２）新株予約権証券  

 
行 使 対 象 上 場 株 券 の 基 準 値 段   値 幅  

 

5 0 0 円 未 満 の も の   上 下 5 ポ イ ン ト × 

当 該 新 株 予 約 権 の 行

使 比 率 [ 1 0 0 / 新 株 予 約

権 の 行 使 に よ り 発 行

す る 株 式 の 発 行 価 額 ]

× 当 該 新 株 予 約 権 証

券 の 交 付 比 率 [新 株 予

約 権 の 行 使 に よ り 発

行 す る 株 式 の 発 行 価

額 の 総 額 ／ 社 債 の 総

額 ]  

            

 

500円 以上 1,000円 未満のもの 〃 10 ﾎﾟｲﾝﾄ × 〃 × 〃

1,000円 〃 1,500円 〃 〃 20 ﾎﾟｲﾝﾄ × 〃 × 〃

1,500円 〃 2,000円 〃 〃 30 ﾎﾟｲﾝﾄ × 〃 × 〃

2,000円 〃 3,000円 〃 〃 40 ﾎﾟｲﾝﾄ × 〃 × 〃

3,000円 〃 5,000円 〃 〃 50 ﾎﾟｲﾝﾄ × 〃 × 〃

5,000円 〃 1万円 〃 〃 100 ﾎﾟｲﾝﾄ × 〃 × 〃

1万円 〃 2万円 〃 〃 200 ﾎﾟｲﾝﾄ × 〃 × 〃

2万円 〃 3万円 〃 〃 300 ﾎﾟｲﾝﾄ × 〃 × 〃

3万円 〃 5万円 〃 〃 400 ﾎﾟｲﾝﾄ × 〃 × 〃

 

（ 新 株 引 受 権 証 券 、 転 換 社 債 券 及 び 新 株

引受権付社債券の呼値の制限）  

第 ６ 条  正 会 員 は 、 新 株 引 受 権 証 券 、 転

換 社 債 券 及 び 新 株 引 受 権 付 社 債 券 に つ

い て 、 売 買 立 会 終 了 時 に 執 行 す る こ と

を 条 件 と す る 呼 値 を 行 っ て は な ら な

い。  

 

（ 気配表示による呼値の特別周知）  

第９条  （略）  

２～４  （略）  

５ 第１項の規定により気配表示が行われている

場合における当該気配値段に係る呼値の数量を

超える数量の対当する呼値については、気配表

示に係る数量を対当させ処理することができ

る。 

 

 （ １）  （略）  

（２）新株引受権証券  

 
行 使 対 象 上 場 株 券 の 基 準 値 段   値 幅  

 

5 0 0 円 未 満 の も の  上 下 5 円 × 当 該  

新 株 引 受 権 証 券 の 行

使 比 率 [ 1 0 0 / 権 利 行 使

に よ り 発 行 す る 株 式

の 発 行 価 額 ] × 当 該 新

株 引 受 権 証 券 に 係 る

新 株 引 受 権 付 社 債 券

の 付 与 比 率 [ 権 利 行 使

に よ り 発 行 す る 株 式

の 発 行 価 額 の 総 額 ／

新 株 引 受 権 付 社 債 の

総 額 ]  

            
 

500円 以上 1,000円 未満のもの 〃 10 円 × 〃 × 〃

1,000円 〃 1,500円 〃 〃 20 円 × 〃 × 〃

1,500円 〃 2,000円 〃 〃 30 円 × 〃 × 〃

2,000円 〃 3,000円 〃 〃 40 円 × 〃 × 〃

3,000円 〃 5,000円 〃 〃 50 円 × 〃 × 〃

5,000円 〃 1万円 〃 〃 100 円 × 〃 × 〃

1万円 〃 2万円 〃 〃 200 円 × 〃 × 〃

2万円 〃 3万円 〃 〃 300 円 × 〃 × 〃

3万円 〃 5万円 〃 〃 400 円 × 〃 × 〃
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5万円 〃 7万円 〃 〃 500 ﾎﾟｲﾝﾄ × 〃 × 〃

7万円 〃 10万円 〃 〃 1,000 ﾎﾟｲﾝﾄ × 〃 × 〃

10万円 〃 15万円 〃 〃 2,000 ﾎﾟｲﾝﾄ × 〃 × 〃

15万円 〃 20万円 〃 〃 3,000 ﾎﾟｲﾝﾄ × 〃 × 〃

20万円 〃 30万円 〃 〃 4,000 ﾎﾟｲﾝﾄ × 〃 × 〃

30万円 〃 50万円 〃 〃 5,000 ﾎﾟｲﾝﾄ × 〃 × 〃

50万円 〃 100万円 〃 〃 1万 ﾎﾟｲﾝﾄ × 〃 × 〃

100万円 〃 150万円 〃 〃 2万 ﾎﾟｲﾝﾄ × 〃 × 〃

150万円 〃 200万円 〃 〃 3万 ﾎﾟｲﾝﾄ × 〃 × 〃

200万円 〃 300万円 〃 〃 4万 ﾎﾟｲﾝﾄ × 〃 × 〃

300万円 〃 500万円 〃 〃 5万 ﾎﾟｲﾝﾄ × 〃 × 〃

500万円 〃 1,000万円 〃 〃 10万 ﾎﾟｲﾝﾄ × 〃 × 〃

1,000万円 〃 1,500万円 〃 〃 20万 ﾎﾟｲﾝﾄ × 〃 × 〃

1,500万円 〃 2,000万円 〃 〃 30万 ﾎﾟｲﾝﾄ × 〃 × 〃

2,000万円 〃 3,000万円 〃 〃 40万 ﾎﾟｲﾝﾄ × 〃 × 〃

3,000万円 〃 5,000万円 〃 〃 50万 ﾎﾟｲﾝﾄ × 〃 × 〃

5,000万円  以上もの  〃 100万 ﾎﾟｲﾝﾄ × 〃 × 〃 

5万円 〃 7万円 〃 〃 500 円 × 〃 × 〃

7万円 〃 10万円 〃 〃 1,000 円 × 〃 × 〃

10万円 〃 15万円 〃 〃 2,000 円 × 〃 × 〃

15万円 〃 20万円 〃 〃 3,000 円 × 〃 × 〃

20万円 〃 30万円 〃 〃 4,000 円 × 〃 × 〃

30万円 〃 50万円 〃 〃 5,000 円 × 〃 × 〃

50万円 〃 100万円 〃 〃 1万 円 × 〃 × 〃

100万円 〃 150万円 〃 〃 2万 円 × 〃 × 〃

150万円 〃 200万円 〃 〃 3万 円 × 〃 × 〃

200万円 〃 300万円 〃 〃 4万 円 × 〃 × 〃

300万円 〃 500万円 〃 〃 5万 円 × 〃 × 〃

500万円 〃 1,000万円 〃 〃 10万 円 × 〃 × 〃

1,000万円 〃 1,500万円 〃 〃 20万 円 × 〃 × 〃

1,500万円 〃 2,000万円 〃 〃 30万 円 × 〃 × 〃

2,000万円 〃 3,000万円 〃 〃 40万 円 × 〃 × 〃

3,000万円 〃 5,000万円 〃 〃 50万 円 × 〃 × 〃

5,000万円  以上もの  〃 100万 円 × 〃 × 〃 
（ 呼 値 の 単 位 に 満 た な い 端 数 は 切 り 上 げ る 。 ）  

（注１） 「×当該新株予約権証券の交付比率

〔新株予約権の行使により発行する株式の発

行価額の総額／社債の総額〕」については、

社債券と同時に募集され、かつ、同時に割り

当てられた新株予約権証券に限って適用す

る。 

（注２） 本所が当該値幅を用いることが適当

でないと認めたときは、本所がその都度定め

る値幅とする。 

（３）  （略）  

 （ ４）転換社債型新株予約権付社債券 

    転換社債型新株予約権付社債券の値幅

は、次のとおりとする。ただし、呼値の制

限値幅に関する規則第３条第２項ただし書

の規定により呼値の制限値幅を５円とする

場合の値幅は、５０銭とする。 

 
行 使 対 象 上 場 株 券 の 基 準 値 段   値 幅  

 

5 0 0 円 未 満 の も の      上 下 5 円 ×当 該 転 換

社 債 券 型 新 株 予 約 券

付 社 債 券 の 転 換 比 率

[額 面 1 0 0 円 当 た り の

発 行 価 格 /新 株 予 約 権

の 行 使 に よ り 発 行 す

る 株 式 の 発 行 価 額（ 以

下 「 転 換 価 額 」 と い

う 。 ） ] 

500円 以上 1,000円 未満のもの 〃 10 円 × 〃 × 〃

1,000円 〃 1,500円 〃 〃 20 円 × 〃 × 〃

（ 呼 値 の 単 位 に 満 た な い 端 数 は 切 り 上 げ る 。 ）  

（ 新設）  

 

 

 

 

 

（ 新設）  

 

 

（ ３）  （略）  

 （ ４）転換社債券 

    転換社債券の値幅は、次のとおりとする。

ただし、呼値の制限値幅に関する規則第３

条第２項ただし書の規定により呼値の制限

値幅を５円とする場合の値幅は、５０銭と

する。 

 
転 換 対 象 上 場 株 券 の 基 準 値 段   値 幅  

 

5 0 0 円 未 満 の も の      上 下 5 円 ×当 該 転 換

社 債 券 の 転 換 比 率 [額

面 1 0 0 円 当 た り の 発 行

価 額 /転 換 価 額 ]  

 

 

 

 

500円 以上 1,000円 未満のもの 〃 10 円 × 〃 × 〃

1,000円 〃 1,500円 〃 〃 20 円 × 〃 × 〃
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1,000円 〃 1,500円 〃 〃 20 円 × 〃 × 〃

1,500円 〃 2,000円 〃 〃 30 円 × 〃 × 〃

2,000円 〃 3,000円 〃 〃 40 円 × 〃 × 〃

3,000円 〃 5,000円 〃 〃 50 円 × 〃 × 〃

5,000円 〃 1万円 〃 〃 100 円 × 〃 × 〃

1万円 〃 2万円 〃 〃 200 円 × 〃 × 〃

2万円 〃 3万円 〃 〃 300 円 × 〃 × 〃

3万円 〃 5万円 〃 〃 400 円 × 〃 × 〃

5万円 〃 7万円 〃 〃 500 円 × 〃 × 〃

7万円 〃 10万円 〃 〃 1,000 円 × 〃 × 〃

10万円 〃 15万円 〃 〃 2,000 円 × 〃 × 〃

15万円 〃 20万円 〃 〃 3,000 円 × 〃 × 〃

20万円 〃 30万円 〃 〃 4,000 円 × 〃 × 〃

30万円 〃 50万円 〃 〃 5,000 円 × 〃 × 〃

50万円 〃 100万円 〃 〃 1万 円 × 〃 × 〃

100万円 〃 150万円 〃 〃 2万 円 × 〃 × 〃

150万円 〃 200万円 〃 〃 3万 円 × 〃 × 〃

200万円 〃 300万円 〃 〃 4万 円 × 〃 × 〃

300万円 〃 500万円 〃 〃 5万 円 × 〃 × 〃

500万円 〃 1,000万円 〃 〃 10万 円 × 〃 × 〃

1,000万円 〃 1,500万円 〃 〃 20万 円 × 〃 × 〃

1,500万円 〃 2,000万円 〃 〃 30万 円 × 〃 × 〃

2,000万円 〃 3,000万円 〃 〃 40万 円 × 〃 × 〃

3,000万円 〃 5,000万円 〃 〃 50万 円 × 〃 × 〃

5,000万円  以上もの  〃 100万 円 × 〃 × 〃

（ 呼 値 の 単 位 に 満 た な い 端 数 は 切 り 上 げ る 。 ）  

 

  （ 注 ）当該転換社債型新株予約権付転換社

債券が行使期間の中断が行われる転換

社債型新株予約権付転換社債券である

場合において、業務規程第２６条の規定

により定める行使条件の変更期日から

次に適用される転換価額が確定する日

までの間の転換比率の算定における転

換価額は、本所がその都度定める。 

 

 

 （ ５ ） 新株予約権付社債券等（転換社債型新

株予約権付社債券を除く。以下同じ。） 

    新株予約権付社債券等の値幅は、次のと

おりとする。ただし、呼値の制限値幅に関

1,000円 〃 1,500円 〃 〃 20 円 × 〃 × 〃

1,500円 〃 2,000円 〃 〃 30 円 × 〃 × 〃

2,000円 〃 3,000円 〃 〃 40 円 × 〃 × 〃

3,000円 〃 5,000円 〃 〃 50 円 × 〃 × 〃

5,000円 〃 1万円 〃 〃 100 円 × 〃 × 〃

1万円 〃 2万円 〃 〃 200 円 × 〃 × 〃

2万円 〃 3万円 〃 〃 300 円 × 〃 × 〃

3万円 〃 5万円 〃 〃 400 円 × 〃 × 〃

5万円 〃 7万円 〃 〃 500 円 × 〃 × 〃

7万円 〃 10万円 〃 〃 1,000 円 × 〃 × 〃

10万円 〃 15万円 〃 〃 2,000 円 × 〃 × 〃

15万円 〃 20万円 〃 〃 3,000 円 × 〃 × 〃

20万円 〃 30万円 〃 〃 4,000 円 × 〃 × 〃

30万円 〃 50万円 〃 〃 5,000 円 × 〃 × 〃

50万円 〃 100万円 〃 〃 1万 円 × 〃 × 〃

100万円 〃 150万円 〃 〃 2万 円 × 〃 × 〃

150万円 〃 200万円 〃 〃 3万 円 × 〃 × 〃

200万円 〃 300万円 〃 〃 4万 円 × 〃 × 〃

300万円 〃 500万円 〃 〃 5万 円 × 〃 × 〃

500万円 〃 1,000万円 〃 〃 10万 円 × 〃 × 〃

1,000万円 〃 1,500万円 〃 〃 20万 円 × 〃 × 〃

1,500万円 〃 2,000万円 〃 〃 30万 円 × 〃 × 〃

2,000万円 〃 3,000万円 〃 〃 40万 円 × 〃 × 〃

3,000万円 〃 5,000万円 〃 〃 50万 円 × 〃 × 〃

5,000万円  以上もの  〃 100万 円 × 〃 × 〃

（ 呼 値 の 単 位 に 満 た な い 端 数 は 切 り 上 げ る 。 ）  

 

  （ 注 ）当該転換社債券が転換請求期間の中

断が行われる転換社債券である場合に

おいて、業務規程第２６条の規定により

定める転換条件の変更期日から次に適

用される転換価額が確定する日までの

間の転換比率の算定における転換価額

は、本所がその都度定める。 

 

 

 

 （ ５）新株引受権付社債券 

    新株引受権付社債券の値幅は、次のとお

りとする。ただし、呼値の制限値幅に関す

る規則第３条第３項ただし書の規定により
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する規則第３条第３項ただし書の規定によ

り呼値の制限値幅を５円とする場合の値幅

は、５０銭とする。 

 
行 使 対 象 上 場 株 券 の 基 準 値 段   値 幅  

 

500 円 未 満 の も の  上 下 5 円 × 

当 該 新 株 予 約 権 付

社 債 券 等 の 行 使 比

率 [ 1 0 0 / 新 株 予 約 権

の 行 使 に よ り 発 行

す る 株 式 の 発 行 価

額 ] × 当 該 新 株 予 約

権 付 社 債 券 等 の 付

与 比 率 [ 新 株 予 約 権

の 行 使 に よ り 発 行

す る 株 式 の 発 行 価

格 の 総 額 ／ 新 株 予

約 権 付 社 債 券 等 の

総 額 ]  

 

500円 以上 1,000円 未満のもの 〃 10 円 × 〃 × 〃

1,000円 〃 1,500円 〃 〃 20 円 × 〃 × 〃

1,500円 〃 2,000円 〃 〃 30 円 × 〃 × 〃

2,000円 〃 3,000円 〃 〃 40 円 × 〃 × 〃

3,000円 〃 5,000円 〃 〃 50 円 × 〃 × 〃

5,000円 〃 1万円 〃 〃 100 円 × 〃 × 〃

1万円 〃 2万円 〃 〃 200 円 × 〃 × 〃

2万円 〃 3万円 〃 〃 300 円 × 〃 × 〃

3万円 〃 5万円 〃 〃 400 円 × 〃 × 〃

5万円 〃 7万円 〃 〃 500 円 × 〃 × 〃

7万円 〃 10万円 〃 〃 1,000 円 × 〃 × 〃

10万円 〃 15万円 〃 〃 2,000 円 × 〃 × 〃

15万円 〃 20万円 〃 〃 3,000 円 × 〃 × 〃

20万円 〃 30万円 〃 〃 4,000 円 × 〃 × 〃

30万円 〃 50万円 〃 〃 5,000 円 × 〃 × 〃

50万円 〃 100万円 〃 〃 1万 円 × 〃 × 〃

100万円 〃 150万円 〃 〃 2万 円 × 〃 × 〃

150万円 〃 200万円 〃 〃 3万 円 × 〃 × 〃

200万円 〃 300万円 〃 〃 4万 円 × 〃 × 〃

300万円 〃 500万円 〃 〃 5万 円 × 〃 × 〃

500万円 〃 1,000万円 〃 〃 10万 円 × 〃 × 〃

1,000万円 〃 1,500万円 〃 〃 20万 円 × 〃 × 〃

1,500万円 〃 2,000万円 〃 〃 30万 円 × 〃 × 〃

2,000万円 〃 3,000万円 〃 〃 40万 円 × 〃 × 〃

3,000万円 〃 5,000万円 〃 〃 50万 円 × 〃 × 〃

呼値の制限値幅を５円とする場合の値幅

は、５０銭とする。 

 

 
行 使 対 象 上 場 株 券 の 基 準 値 段   値 幅  

 

5 0 0 円 未 満 の も の    上 下 5 円 × 当 該  

新 株 引 受 権 付 社 債

券 の 行 使 比 率 [ 1 0 0 /

権 利 行 使 に よ り 発

行 す る 株 式 の 発 行

価 額 ] × 当 該 新 株 引

受 権 付 社 債 券 の 付

与 比 率 [ 権 利 行 使 に

よ り 発 行 す る 株 式

の 発 行 価 額 の 総 額

／ 新 株 引 受 権 付 社

債 の 総 額 ]  

 

 

 

500円 以上 1,000円 未満のもの 〃 10 円 × 〃 × 〃

1,000円 〃 1,500円 〃 〃 20 円 × 〃 × 〃

1,500円 〃 2,000円 〃 〃 30 円 × 〃 × 〃

2,000円 〃 3,000円 〃 〃 40 円 × 〃 × 〃

3,000円 〃 5,000円 〃 〃 50 円 × 〃 × 〃

5,000円 〃 1万円 〃 〃 100 円 × 〃 × 〃

1万円 〃 2万円 〃 〃 200 円 × 〃 × 〃

2万円 〃 3万円 〃 〃 300 円 × 〃 × 〃

3万円 〃 5万円 〃 〃 400 円 × 〃 × 〃

5万円 〃 7万円 〃 〃 500 円 × 〃 × 〃

7万円 〃 10万円 〃 〃 1,000 円 × 〃 × 〃

10万円 〃 15万円 〃 〃 2,000 円 × 〃 × 〃

15万円 〃 20万円 〃 〃 3,000 円 × 〃 × 〃

20万円 〃 30万円 〃 〃 4,000 円 × 〃 × 〃

30万円 〃 50万円 〃 〃 5,000 円 × 〃 × 〃

50万円 〃 100万円 〃 〃 1万 円 × 〃 × 〃

100万円 〃 150万円 〃 〃 2万 円 × 〃 × 〃

150万円 〃 200万円 〃 〃 3万 円 × 〃 × 〃

200万円 〃 300万円 〃 〃 4万 円 × 〃 × 〃

300万円 〃 500万円 〃 〃 5万 円 × 〃 × 〃

500万円 〃 1,000万円 〃 〃 10万 円 × 〃 × 〃

1,000万円 〃 1,500万円 〃 〃 20万 円 × 〃 × 〃

1,500万円 〃 2,000万円 〃 〃 30万 円 × 〃 × 〃

2,000万円 〃 3,000万円 〃 〃 40万 円 × 〃 × 〃

3,000万円 〃 5,000万円 〃 〃 50万 円 × 〃 × 〃
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3,000万円 〃 5,000万円 〃 〃 50万 円 × 〃 × 〃

5,000万円  以上もの  〃 100万 円 × 〃 × 〃

（ 呼 値 の 単 位 に 満 た な い 端 数 は 切 り 上 げ る 。 ）  

 

付則 

１ この改正規定は、平成１４年４月１日から施

行する。 

２ 商法等の一部を改正する法律（平成１３年法

律第１２８号。以下この付則において「商法等

改正法」という。）附則第７条第１項の規定に

よりなお従前の例によるとされた転換社債又は

新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新

株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社

債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後

の規定を適用する。 

３ 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法

等改正法による改正前の商法第３４１条の１３

第１項の規定に基づき発行する新株引受権証券

は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定

を適用する。 

3,000万円 〃 5,000万円 〃 〃 50万 円 × 〃 × 〃

5,000万円  以上もの  〃 100万 円 × 〃 × 〃

（ 呼 値 の 単 位 に 満 た な い 端 数 は 切 り 上 げ る 。 ）  
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呼値の制限値幅に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（新株予約権証券の制限値幅）  

第 ２ 条 の ２  新 株 予 約 権 証 券 の 呼 値 の 制

限 値幅 は 、 当該 新 株 予約 権 証 券の 発 行

者 の発 行 に 係る 新 株 予約 権 の 行使 対 象

上 場株 券 の 呼値 の 制 限値 幅 に 行使 比 率

（ １０ ０ ／ 新株 予 約 権の 行 使 によ り 発

行 する 株 式 の発 行 価 額。 以 下 同じ 。 ）

及 び交 付 比 率（ 新 株 予約 権 の 行使 に よ

り 発行 す る 株式 の 発 行価 額 の 総額 ／ 社

債 の総 額 。 以下 同 じ 。） を 乗 じて 算 出

し た値 幅 （ 単独 発 行 され た 新 株予 約 権

証 券に あ っ ては 、 行 使比 率 を 乗じ て 算

出 した 値 幅 をい う 。 呼値 の 単 位に 満 た

な い端 数 は 切り 上 げ る。 ） と する 。 た

だ し、 本 所 が当 該 値 幅を 用 い るこ と が

適 当で な い と認 め た とき は 、 本所 が そ

の都度定める値幅とする。  

  

（ 債 券 及 び 新 株 予 約 権 付 社 債 券 等 の 制 限

値幅）  

第 ３ 条  債 券 （ 新 株 予 約 権 付 社 債 券 等 を

除 く。 以 下 同じ 。 ） の呼 値 の 制限 値 幅

は、１円とする。  

２  転 換 社 債 型 新 株 予 約 権 付 社 債 券 の 呼

値の制限 値幅は、 当該転換 社債型新株

予約権付 社債券の 発行者の 発行に係る

行使対象 上場株券 の呼値の 制限値幅に

転換比率 （額面１ ００円当 たりの発行

価額／新 株予約権 の行使に より発行す

る株式の 発行価額 （以下「 転換価額」

という。 当該転換 社債型新 株予約権付

社債券が 行使期間 の中断が 行われる転

換社債型 新株予約 権付社債 券である場

合におい て、業務 規程第２ ６条の規定

に よ り 定 め る 行 使 条 件 の 変 更 期 日 (以

下 ｢行使条件の変更期日 ｣という。)から

次 に適用 される転 換価額が 確定する日

までの間 において は、本所 がその都度

定める額））を乗じて算出した値幅（呼

値 の 単 位 に 満 た な い 端 数 は 切 り 上 げ

る。）と する。た だし、算 出した値幅

が５円に 満たない 場合には 、５円とす

る。  

 

３  新 株 予 約 権 付 社 債 券 等 （ 転 換 社 債 型

新 株 予 約 権 付 社 債 券 を 除 く 。 以 下 同

（新株引受権証券の制限値幅）  

第 ２ 条 の ２  新 株 引 受 権 証 券 の 呼 値 の 制

限 値幅 は 、 当該 新 株 引受 権 証 券の 発 行

者 の発 行 に 係る 新 株 引受 権 の 行使 対 象

上 場株 券 の 呼値 の 制 限値 幅 に 行使 比 率

（ １０ ０ ／ 権利 行 使 によ り 発 行す る 株

式 の発 行 価 額。 以 下 同じ 。 ） 及び 付 与

比 率（ 権 利 行使 に よ り発 行 す る株 式 の

発 行価 額 の 総額 ／ 新 株引 受 権 付社 債 の

総 額。 以 下 同じ 。 ） を乗 じ て 算出 し た

値 幅（ 呼 値 の単 位 に 満た な い 端数 は 切

り上げる。）とする。  

 

 

 

 

 

 

（ 債 券 、 転 換 社 債 券 及 び 新 株 引 受 権 付 社

債券の制限値幅）  

第 ３ 条  債 券 （ 転 換 社 債 券 及 び 新 株 引 受

権 付社 債 券 を除 く 。 以下 同 じ 。） の 呼

値の制限値幅は、１円とする。  

２  転 換 社 債 券 の 呼 値 の 制 限 値 幅 は 、 当

該転換社 債券の発 行者の発 行に係る転

換対象上 場株券の 呼値の制 限値幅に転

換比率（ 額面１０ ０円当た りの発行価

額／転換 価額（当 該転換社 債券が転換

請求期間 の中断が 行われる 転換社債券

である場 合におい て、業務 規程第２６

条の規定 により定 める転換 条件の変更

期 日 (以 下 ｢転 換 条 件 の 変 更 期 日 ｣と い

う。)から次に適用される転換価額が確

定する日 までの間 において は、本所が

その都度 定める額 ））を乗 じて算出し

た値幅（ 呼値の単 位に満た ない端数は

切り上げ る。）と する。た だし、算出

した値幅 が５円に 満たない 場合には、

５円とする。  

 

 

 

 

 

３  新 株 引 受 権 付 社 債 券 の 呼 値 の 制 限 値

幅は、当該新株引受権付社債券の発行



 

- 70 - 

じ 。 ） の 呼値の制限値幅は、当該新株

予約権付社債券の発行者の発行に係る

新株予約権の行使対象上場株券の呼値

の 制 限 値 幅 に 行 使 比 率 及 び 付 与 比 率

（新株予約権の行使により発行する株

式の発行価額の総額／新株予約権付社

債券等の総額）を乗じて算出した値幅

（呼値の単位に満たない端数は切り上

げる。）とする。ただし、算出した値

幅が５円に満たない場合には、５円と

する。  

 

 

（ 基準値段）  

第 ４ 条  前 ３ 条 に 規 定 す る 呼 値 の 制 限 値

幅 の 基 準 値 段 は 、 次 の 各 号 に 定 め る と

ころによる。  

 （ １）  （略）  

 （ ２）新株予約権証券  

    第 １号本文の規定を適用する。  

 （ ３）  （略） 

     

 （ ４）転換社債型新株予約権付社債券  

第１号本文の規定を適用する。た

だし、業務規程第２６条の規定によ

り 定 め る 転 換 条 件 の 変 更 期 日 の 基

準 値 段 及 び 同 規 程 第 ２ ６ 条 の ２ の

規 定 に よ り 定 め る 期 中 償 還 請 求 権

に 係 る 権 利 落 と し て 売 買 を 行 う 期

日の基準値段は、本所がその都度定

める。  

 （ ５）新株予約権付社債券等  

    第 １号本文の規定を適用する。  

 （ ６）  （略）  

２   （ 略）  

３  第 １ 項 第 ２ 号 、 第 ４ 号 及 び 第 ５ 号 の

規定にかかわらず、新株予約権証券、

転換社債型新株予約権付社債券又は新

株予約権付社債券で新たに上場された

銘柄（本所がその都度指定する銘柄を

除く。）のうち、上場日の直前に国内

の他の証券取引所に上場されている銘

柄以外の銘柄の上場日における呼値の

制限値幅の基準値段は、本所がその都

度定める。  

 

者 の 発 行 に係る新株引受権の行使対象

上場株券の呼値の制限値幅に行使比率

及 び 付 与 比 率 を 乗 じ て 算 出 し た 値 幅

（呼値の単位に満たない端数は切り上

げる。）とする。ただし、算出した値

幅が５円に満たない場合には、５円と

する。  

 

 

 

 

 

 

（ 基準値段）  

第 ４ 条  前 ３ 条 に 規 定 す る 呼 値 の 制 限 値

幅 の 基 準 値 段 は 、 次 の 各 号 に 定 め る と

ころによる。  

 （ １）  （略）  

 （ ２）新株引受権証券  

    第 １号本文の規定を適用する。  

 

 （ ３）  （略）  

 （ ４）転換社債券  

第１号本文の規定を適用する。た

だし、業務規程第２６条の規定によ

り 定 め る 転 換 条 件 の 変 更 期 日 の 基

準 値 段 及 び 同 規 程 第 ２ ６ 条 の ２ の

規 定 に よ り 定 め る 期 中 償 還 請 求 権

に 係 る 権 利 落 と し て 売 買 を 行 う 期

日の基準値段は、本所がその都度定

める。  

 （ ５）新株引受権付社債券  

    第 １号本文の規定を適用する。  

 （ ６）  （略）  

２   （ 略）  

３  第 １ 項 第 ２ 号 、 第 ４ 号 及 び 第 ５ 号 の

規定にかかわらず、新株引受権証券、

転換社債券又は新株引受権付社債券で

新たに上場された銘柄（本所がその都

度指定する銘柄を除く。）のうち、上

場日の直前に国内の他の証券取引所に

上場されている銘柄以外の銘柄の上場

日における呼値の制限値幅の基準値段

は、本所がその都度定める。  
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付  則 

１ この改正規定は、平成１４年４月１日から施

行する。 

２ 商法等の一部を改正する法律（平成１３年法

律第１２８号。以下この付則において「商法等

改正法」という。）附則第７条第１項の規定に

よりなお従前の例によるとされた転換社債又は

新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新

株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社

債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後

の規定を適用する。 

３ 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法

等改正法による改正前の商法第３４１条の１３

第１項の規定に基づき発行する新株引受権証券

は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定

を適用する。 
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特別会員を相手方とする売買の決済等に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（売買の決済） 

第２条 業務規程第８条第３項及び第５項の規定

にかかわらず、売買の決済に係る機構取扱株券

以外の有価証券の授受は、次の各号のとおりと

する。 

（１）普通取引（貸借取引を伴うものを除く。）

の決済 

ａ 正会員の売付（特別会員の買付）につい

ては、売買契約締結の日から起算して３日

目（休業日を除外する。以下日数計算につ

いて同じ。）の日。ただし、業務規程第２

５条第１項に規定する配当落等の期日及び

同規程第２６条に規定する転換条件の変更

期日及び行使条件の変更期日に行う売買の

場合には、当該売買契約締結の日から起算

して４日目の日。 

  ｂ 正会員の買付（特別会員の売付）につい

ては、売買契約締結の日から起算して５日

目の日。ただし、業務規程第２５条第１項

に規定する配当落等の期日及び同規程第２

６条に規定する転換条件の変更期日及び行

使条件の変更期日に行う売買の場合には、

当該売買契約締結の日から起算して６日目

の日 

（２） （略） 

２ （略） 

 

付  則 
 この改正規定は、平成１４年４月１日から施行

する。 

 

（売買の決済） 

第２条 業務規程第８条第３項及び第５項の規定

にかかわらず、売買の決済に係る機構取扱株券

以外の有価証券の授受は、次の各号のとおりと

する。 

（１）普通取引（貸借取引を伴うものを除く。）

の決済 

  ａ 正会員の売付（特別会員の買付）につい

ては、売買契約締結の日から起算して３日

目（休業日を除外する。以下日数計算につ

いて同じ。）の日。ただし、業務規程第２

５条第１項に規定する配当落等の期日及び

同規程第２６条に規定する転換条件の変更

期日に行う売買の場合には、当該売買契約

締結の日から起算して４日目の日。 

 

  ｂ 正会員の買付（特別会員の売付）につい

ては、売買契約締結の日から起算して５日

目の日。ただし、業務規程第２５条第１項

に規定する配当落等の期日及び同規程第２

６条に規定する転換条件の変更期日に行う

売買の場合には、当該売買契約締結の日か

ら起算して６日目の日 

 

（２） （略） 

２ （略） 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

- 73 - 

有価証券引渡票に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（債券等の経過利子） 

第７条 利付債券又は利付新株予約権付社債券等

の引渡しにつき有価証券引渡票を発行した渡方

会員は、当該有価証券引渡票を発行した日の翌

日以降の経過利子を、受方会員に請求すること

ができない。 

 

（有価証券引渡票に係る貸借の決済方法） 

第８条 （略） 

（１）機構取扱株券及び転換社債型新株予約権付

社債券 

   渡方会員と受方会員との間において、保管

振替機構に開設された口座の振替により行う

ものとする。この場合において、渡方会員は

有価証券引渡票のＡ片を本所に提出するとと

もに、受方会員に有価証券引渡票に係る貸借

の決済を行う旨を通知し、受方会員は当該口

座の振替を受けたことを確認し、有価証券引

渡票のＡ片を受領した後、有価証券引渡票の

Ｃ片を渡方会員に返付するものとする。 

（２） （略） 

２ 前項に定める有価証券引渡票のＡ片、有価証

券の本所への提出は、機構取扱株券及び転換社

債型新株予約権付社債券については、業務規程

第３６条に定める決済時限から２０分以内に、

それ以外の有価証券については、当該決済時限

から３０分以内に行わなければならない。 

 

 

付  則 
 この改正規定は、平成１４年４月１日から施行

する。 

 

（債券等の経過利子） 

第７条 利付債券、利付転換社債券又は新株引受

権付社債券の引渡しにつき有価証券引渡票を発

行した渡方会員は、当該有価証券引渡票を発行

した日の翌日以降の経過利子を、受方会員に請

求することができない。 

 

（有価証券引渡票に係る貸借の決済方法） 

第８条 （略） 

（１）機構取扱株券及び転換社債券 

   渡方会員と受方会員との間において、保管

振替機構に開設された口座の振替により行う

ものとする。この場合において、渡方会員は

有価証券引渡票のＡ片を本所に提出するとと

もに、受方会員に有価証券引渡票に係る貸借

の決済を行う旨を通知し、受方会員は当該口

座の振替を受けたことを確認し、有価証券引

渡票のＡ片を受領した後、有価証券引渡票の

Ｃ片を渡方会員に返付するものとする。 

 

（２） （略） 

２ 前項に定める有価証券引渡票のＡ片、有価証

券の本所への提出は、機構取扱株券及び転換社

債券については、業務規程第３６条に定める決

済時限から２０分以内に、それ以外の有価証券

については、当該決済時限から３０分以内に行

わなければならない。 
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抽選償還当選債券等の引換処理に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（目的） 

第１条 この規則は、業務規程第４３条の規定に

基づき、本所における売買の決済に関し用いら

れた債券又は新株予約権付社債券等（転換社債

型新株予約権付社債券を除く。）（以下「債券

等」という。）が抽選により償還されることが

確定している債券等（以下「抽選償還当選債券

等」という。）である場合の当該抽選償還当選

債券等の引換請求等に関し、必要な事項を定め

る。 

 

付  則 
 この改正規定は、平成１４年４月１日から施行

する。 

 

（目的） 

第１条 この規則は、業務規程第４３条の規定に

基づき、本所における売買の決済に関し用いら

れた債券又は新株引受権付社債券（以下「債券

等」という。）が抽選により償還されることが

確定している債券等（以下「抽選償還当選債券

等」という。）である場合の当該抽選償還当選

債券等の引換請求等に関し、必要な事項を定め

る。 
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発行日決済取引の売買証拠金に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（代用有価証券の種類及び代用価格） 

第４条 売買証拠金の代用として差し入れること

ができる有価証券の種類は、次の各号に掲げる

ものとし、その差入れの際における代用価格は、

当該差入日の前々日(休業日に当たるときは、順

次繰り上げる。以下同じ。)における時価（次項

に定める時価をいう。以下この項及び次条にお

いて同じ。）に当該各号に掲げる率を乗じて得

た額を超えない額とする。 

（１）～（５） （略） 

（６）本所若しくは国内の他の証券取引所に上場

されている社債券（新株予約権付社債券（同

時に募集されかつ同時に割り当てられた社債

券及び新株予約権証券であって一体で売買す

るものを含む。以下この条において同じ。）

及び交換社債券（証券取引法（昭和２３年法

律第２５号）第２条第１項第４号に掲げる有

価証券又は同項第９号に掲げる有価証券のう

ち同項第４号の有価証券の性質を有するもの

(以下この号において「社債券」という。)で

あって、社債券を保有する者の請求により発

行者以外の特定の会社の株券により償還され

るものをいう。以下同じ。）を除く。以下こ

の条において同じ。）又は本所若しくは国内

の他の証券取引所にその株券が上場されてい

る会社が発行する社債券で、かつ、外国法人

以外の会社の発行するもの（その発行に際し

て元引受契約が証券会社又は外国証券会社に

より締結されたものに限る。） 

               １００分の８５ 

（６）の２ 本所若しくは国内の他の証券取引所

に上場されている新株予約権付社債券又は本

所若しくは国内の他の証券取引所にその株券

が上場されている会社が発行する新株予約権

（代用有価証券の種類及び代用価格） 

第４条 売買証拠金の代用として差し入れること

ができる有価証券の種類は、次の各号に掲げる

ものとし、その差入れの際における代用価格は、

当該差入日の前々日(休業日に当たるときは、順

次繰り上げる。以下同じ。)における時価（次項

に定める時価をいう。以下この項及び次条にお

いて同じ。）に当該各号に掲げる率を乗じて得

た額を超えない額とする。 

（１）～（５） （略） 

（６）本所若しくは国内の他の証券取引所に上場

されている社債券又は本所若しくは国内の他

の証券取引所にその株券が上場されている会

社が発行する社債券で、かつ、外国法人以外

の会社の発行するもの（交換社債券（証券取

引法（昭和２３年法律第２５号）第２条第１

項第４号に掲げる有価証券又は同項第９号に

掲げる有価証券のうち同項第４号の有価証券

の性質を有するもの(以下この号において「社

債券」という。)であって、社債券を保有する

者の請求により発行者以外の特定の会社の株

券により償還されるものをいう。以下同じ。）

以外の社債券であって、かつ、その発行に際

して元引受契約が証券会社又は外国証券会社

により締結されたものに限る。） 

   転換社債券及び新株引受権付社債券を除く

社債券          １００分の８５ 

   転換社債券及び新株引受権付社債券 

               １００分の８０ 

 

 （新設） 
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付社債券で、かつ、外国法人以外の会社の発

行するもの（その発行に際して元引受契約が

証券会社又は外国証券会社により締結された

ものに限る。）      １００分の８０ 

（７）日本証券業協会にその株券が登録されてい

る会社（株券が店頭管理銘柄として登録され

ている会社を除く。次号において同じ。）が

発行する社債券（その発行に際して元引受契

約が証券会社又は外国証券会社により締結さ

れたものに限る。）    １００分の８５ 

 

 

 

 

（７）の２ 日本証券業協会にその株券が登録さ

れている会社が発行する新株予約権付社債券

（その発行に際して元引受契約が証券会社又

は外国証券会社により締結されたものに限

る。）          １００分の８０ 

（８）・（９） （略） 

（１０）前号に掲げる債券の発行者を除く外国法

人又は外国若しくは外国の地方公共団体の発

行する円貨建外国債券（転換社債型新株予約

権付社債券及び交換社債券以外のものであっ

て、かつ、その発行に際して元引受契約が証

券会社又は外国証券会社により締結されたも

のに限る。）       １００分の８５ 

（１１） （略） 

２ 時価は、次の各号に掲げる有価証券の区分に

従い、当該各号に定めるところによる。 

（１）前項第１号に規定する株券、同項第６号の

２に規定する新株予約権付社債券、同項第８

号に規定する交換社債券並びに同項第１１号

に規定する投資信託受益証券及び投資証券の

うち本所又は国内の他の証券取引所に上場さ

れているもの 

   本所又は国内の他の証券取引所における最

 

 

 

 

（７）日本証券業協会にその株券が登録されてい

る会社（株券が店頭管理銘柄として登録され

ている会社を除く。）が発行する社債券（交

換社債券以外の社債券であって、かつ、その

発行に際して元引受契約が証券会社又は外国

証券会社により締結されたものに限る。） 

転換社債券及び新株引受権付社債券を除く

社債券          １００分の８５ 

転換社債券及び新株引受権付社債券 

           １００分の８０ 

 （新設） 

 

 

 

 

（８）・（９） （略） 

（１０）前号に掲げる債券の発行者を除く外国法

人又は外国若しくは外国の地方公共団体の発

行する円貨建外国債券（転換社債券及び交換

社債券以外のものであって、かつ、その発行

に際して元引受契約が証券会社又は外国証券

会社により締結されたものに限る。） 

１００分の８５ 

（１１） （略） 

２ 時価は、次の各号に掲げる有価証券の区分に

従い、当該各号に定めるところによる。 

（１）前項第１号に規定する株券、同項第６号に

規定する転換社債券及び新株引受権付社債

券、同項第８号に規定する交換社債券並びに

同項第１１号に規定する投資信託受益証券及

び投資証券のうち本所又は国内の他の証券取

引所に上場されているもの 

   本所又は国内の他の証券取引所における最
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終価格（呼値に関する規則第９条の規定によ

り気配表示が行われているとき又は国内の他

の証券取引所において気配表示が行われてい

るときは、当該気配最終値段） 

（２）前項第２号に規定する株券並びに同項第７

号の２に規定する新株予約権付社債券のうち

日本証券業協会に登録されているもの 

   日本証券業協会が公表する午後３時（半休

日においては、午前１１時）現在における直

近の売買価格 

 

（３）・（４） （略） 

３ （略） 

 

 

付  則 
１ この改正規定は、平成１４年４月１日から施

行する。 

２ 商法等の一部を改正する法律（平成１３年法

律第１２８号。以下この付則において「商法等

改正法」という。）附則第７条第１項の規定に

よりなお従前の例によるとされた転換社債又は

新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新

株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社

債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後

の規定を適用する。 

 

終価格（呼値に関する規則第９条の規定によ

り気配表示が行われているとき又は国内の他

の証券取引所において気配表示が行われてい

るときは、当該気配最終値段） 

（２）前項第２号に規定する株券並びに同項第７

号に規定する転換社債券及び新株引受権付社

債券のうち日本証券業協会に登録されている

もの 

   日本証券業協会が公表する午後３時（半休

日においては、午前１１時）現在における直

近の売買価格 

（３）・（４） （略） 

３ （略） 
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制度信用取引に係る権利の処理に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（新株引受権等） 

第４条 正会員は、制度信用取引を行っている銘

柄につき新株引受権（優先出資引受権を含む。

以下同じ。）、株式分割等による株式を受ける

権利（新株券（優先出資証券を含む。以下同じ。）

を追加して発行する株式分割（優先出資分割を

含む。以下同じ。）による株式（優先出資を含

む。以下同じ。）を受ける権利、会社分割によ

る株式を受ける権利及び制度信用取引を行って

いる銘柄の発行者が他の銘柄の発行者に吸収合

併されるとき（吸収合併される発行者の株式１

株に対して１株を超える数の新株式が割り当て

られ、旧株券と新株券の双方が上場されること

となるときに限る。）において、吸収合併され

る発行者の株式に対して新株式の割り当てを受

ける権利（以下「発行者の吸収合併により株式

を受ける権利」という。）をいう。以下同じ。）

又は株主割当の方法で発行される新株予約権の

引受権（以下「新株予約権の引受権」という。）

が付与された場合は、別表「引受権価額算出に

関する表」により算出した当該新株引受権、株

式分割等による株式を受ける権利又は新株予約

権の引受権の価額（以下「引受権価額」という。）

に相当する額の金銭を当該銘柄の新株引受権、

株式分割等による株式を受ける権利又は新株予

約権の引受権の割当期日現在の信用買顧客に支

払い、信用売顧客から徴収する。 

２ （略） 

 

（新株式等の引受け） 

第５条 （略） 

２ （略） 

３ 前条の規定にかかわらず、制度信用取引を行

っている銘柄について新株予約権の引受権（譲

（新株引受権等） 

第４条 正会員は、制度信用取引を行っている銘

柄につき新株引受権（優先出資引受権を含む。

以下同じ。）又は株式分割等による株式を受け

る権利（新株券（優先出資証券を含む。以下同

じ。）を追加して発行する株式分割（優先出資

分割を含む。以下同じ。）による株式（優先出

資を含む。以下同じ。）を受ける権利及び会社

分割による株式を受ける権利をいう。以下同

じ。）が付与された場合は、別表「引受権価額

算出に関する表」により算出した当該新株引受

権又は株式分割等による株式を受ける権利の価

額（以下「引受権価額」という。）に相当する

額の金銭を当該銘柄の新株引受権又は株式分割

等による株式を受ける権利の割当期日現在の信

用買顧客に支払い、信用売顧客から徴収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ （略） 

 

（新株式の引受け） 

第５条 （略） 

２ （略） 

 （新設） 
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渡につき制限を行っている新株予約権に係るも

のを除く。）が付与された場合において、割り

当てられた新株予約権について信用買顧客がそ

の引受を希望し、かつ、正会員がこれに応じる

ことができるときは、正会員は、新株予約権証

券を引き渡すことにより処理することができも

ものとする。 

４ 前３項の規定により正会員が新株券、証書又

は新株予約権証券を引き渡すこととなった場合

は、正会員は、当該信用買顧客から引受権価額

に相当する額の金銭を徴収し、当該制度信用取

引について貸し付けいている買付代金の額から

当該金額を差し引くものとする。 

 

（新株券等の授受の日） 

第７条 第５条第１項から第３項までの規定によ

る新株券、証書又は新株予約権証券の授受は、

当該銘柄の発行者が新株券、証書又は新株予約

権証券の交付を開始した日以後遅滞なく行うも

のとする。 
 

 

付  則 
 この改正規定は、平成１４年４月１日から施行

する。 

 

 

別表 引受権価額算出に関する表 

１ 貸借取引の権利処理のために日本証券金融株

式会社（以下「日証金」という。）がその銘柄

について新株引受権、株式分割による株式を受

ける権利又は新株予約権の引受権（以下「新株

引受権等」という。）の売入札を行う場合 
 
新株引受権等処分総代金 
落札新株引受権等の数 

× 新株式割当率 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 前２項の規定により正会員が新株券又は証書

を引き渡すこととなった場合は、正会員は、当

該信用買顧客から引受権価額に相当する額の金

銭を徴収し、当該制度信用取引について貸し付

けいている買付代金の額から当該金額を差し引

くものとする。 

 

（新株券又は証書の授受の日） 

第７条 第５条第１項又は第２項の規定による新

株券又は証書の授受は、当該銘柄の発行者が新

株券又は証書の交付を開始した日（以下「新株

券等交付日」という。）以後遅滞なく行うもの

とする。 
 

 

 

 

 

 

 

別表 引受権価額算出に関する表 

１ 貸借取引の権利処理のために日本証券金融株

式会社（以下「日証金」という。）がその銘柄

について新株引受権又は株式分割等による株式

を受ける権利（以下「新株引受権等」という。）

の売入札を行う場合 
 
新株引受権等処分総代金 
落札新株引受権等の数 

× 新株式割当率 
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２ （略） 
３ 貸借取引の権利処理のために日証金がその銘

柄について新株引受権等の売入札又は買入札を

行わない場合 
（１）新株引受権、新株券を追加して発行する株

式分割による株券を受ける権利、発行者の吸

収合併による株式を受ける権利又は新株予約

権の引受権 
 
旧株券の権利付売買最

終日の最終値段 
－ 

   
旧株券の権利付売買 

最終日の最終値段 
－ 
経 過 

配当金 
１＋新株式割当率   

 

＋ 
新株式 

払込額 
×
新株式

割当率 

    
＋ 経過配当金 

 
（２） （略） 
 （注）１． （略） 

    ２． 新株予約権の引受権価額を算出する

場合においては、「新株式払込額」は、

「新株予約権の発行価額及び新株予約

権の行使に際して払込みをすべき金額

の合計額の１株当たりの額」と読み替

える。 

    ３． 発行者の吸収合併により株式を受け

る権利の引受権価額を算出する場合に

おいては、「経過配当金」は、「合併

に際して吸収合併される発行者の株主

に支払われる金額（商法４０９条第４

号に規定する金額をいう。）の１株当

たりの額」と読み替える。 

    ４． （略） 

    ５． （略） 

２ （略） 
３ 貸借取引の権利処理のために日証金がその銘

柄について新株引受権等の売入札又は買入札を

行わない場合 
（１）新株引受権又は新株券を追加して発行する

株式分割による株券を受ける権利 
 
 
 
旧株券の権利付売買最

終日の最終値段 
－ 

   
旧株券の権利付売買 

最終日の最終値段 
－ 
経 過 

配当金 
１＋新株式割当率   

 

＋ 
新株式 

払込額 
×
新株式

割当率 

    
＋ 経過配当金 

 
（２） （略） 
 （注）１． （略） 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

    ２． （略） 

    ３． （略） 
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    ６． （略） 

    ７． （略） 

    ８． （略） 

    ９． （略） 

    10． （略） 

 
 

    ４． （略） 

    ５． （略） 

    ６． （略） 

    ７． （略） 

    ８． （略） 
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有価証券上場規程に関する取扱い要領の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

１．の２  第３条（新規上場申請手続）第１項関
係 
（１）・（２）  （略） 
（３）  新規上場申請者は、上場申請日前に他の
種類の株式への転換が行われる株式、新株予約

権若しくは新株予約権付社債の発行を行って

いる場合又はこれらに類するものの発行若し

くは付与を行っている場合は、上場申請に係る

株券のほか、原則として当該他の種類の株式へ

の転換が行われる株式の転換又当該新株予約

券の行使等によって発行することとなる株式

数について一括して上場申請を行う旨を有価

証券上場申請書に記載するものとする。 
 
（４）・（５）  （略） 
（６） 第７号に規定する指定保管振替機関とし

て本所が指定するものは、財団法人証券保管振

替機構とする。 
 
２．第３条（新規上場申請手続）第２項関係 
（１）～（３）  （略） 
（４）  第９号に規定する「本所が必要と認める
書類」とは、次に掲げるものをいうものとする。

ただし、Ｑ－Ｂｏａｒｄへの新規上場申請者

は、ａ、ｄ、ｄの２、ｅからｇまで、ｊ及びｎ

の２に規定する書類については、添付を要しな

い。 
ａ～ｄ  （略） 
ｄの２  新規上場申請者が継続開示会社（開示
府令第１条第２８号に規定する継続開示会

社をいう。以下この取扱いにおいて同じ。）

の分割等によりその営業を承継する会社（当

該継続開示会社から承継する営業が新規上

場申請者の営業の主体となる場合に限る。）

であって、最近２年間にその承継前の期間が

１．の２  第３条（新規上場申請手続）第１項関
係 
（１）・（２）  （略） 
（３）  新規上場申請者は、上場申請日前に転換
社債、転換株式若しくは新株引受権付社債を発

行している場合若しくは商法第２８０条の１

９第１項の新株引受権を付与している場合又

はこれらに類するものの発行若しくは付与を

行っている場合は、上場申請に係る株券のほ

か、原則として当該転換社債若しくは転換株式

の転換又は当該新株引受権の行使等によって

発行することとなる株式数について一括して

上場申請を行う旨を有価証券上場申請書に記

載するものとする。 
（４）・（５）  （略） 
（新設） 

 
 
 
２．第３条（新規上場申請手続）第２項関係 
（１）～（３）  （略） 
（４）  第９号に規定する「本所が必要と認める
書類」とは、次に掲げるものをいうものとする。

ただし、Ｑ－Ｂｏａｒｄへの新規上場申請者

は、ａ、ｄ、ｄの２、ｅからｇまで、ｊ及びｎ

の２に規定する書類については、添付を要しな

い。 
ａ～ｄ  （略） 
ｄの２  新規上場申請者が継続開示会社（開示
府令第１条第１項第２８号に規定する継続

開示会社をいう。以下この取扱いにおいて同

じ。）の分割等によりその営業を承継する会

社（当該継続開示会社から承継する営業が新

規上場申請者の営業の主体となる場合に限

る。）であって、最近２年間にその承継前の
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含まれる場合は、当該期間における当該継続

開示会社から承継する営業に係る財務計算

に関する書類 
この場合において、当該財務計算に関する

書類は、本所が定める「部門財務情報の作成

基準」に従って作成するものとする。 
２部 

ｅ～ｈ  （略） 
ｉ  上場前の公募又は売出し等に関する規則
第３条の２第２号に規定する競争入札によ

る公募等を行う場合には、人的関係会社（上

場前の公募又は売出し等に関する規則の取

扱い第５条第４項に規定する「人的関係会

社」をいう。）及び資本的関係会社（上場前

の公募又は売出し等に関する規則の取扱い

第５条第５項に規定する「資本的関係会社」

をいう。）の一覧表及び当該人的関係会社及

び資本的関係会社の役員名簿 
ｊ  本所所定の「株式の分布状況表」 

この場合において、商法又は優先出資法

の規定により株主名簿又は優先出資者名簿

の閉鎖を行ったとき又は基準日を設けたと

き（保振法第３１条第１項第３号の規定に

基づき保管振替機関が実質株主の通知を行

った場合を含む。）は、当該株主名簿若し

くは優先出資者名簿の閉鎖時又は基準日

（株式会社にあっては、営業年度の開始の

日から起算して６か月を経過した日（商法

第２９３条の５第１項の規定により定款を

もって営業年度中の一定の日を定めている

場合には、営業年度ごとの当該日）を含む。

以下「株主名簿の閉鎖時又は基準日」とい

う。）における株主若しくは優先出資者が

所有する株式若しくは優先出資の数又は株

主若しくは優先出資者の数を把握した都

度、更新後の「株式の分布状況表」を提出

するものとする 

期間が含まれる場合は、当該期間における当

該継続開示会社から承継する営業に係る財

務計算に関する書類 
この場合において、当該財務計算に関する

書類は、本所が定める「部門財務情報の作成

基準」に従って作成するものとする。 
２部 

ｅ～ｈ  （略） 
ｉ  上場前の公募又は売出し等に関する規則
第３条の２第２号に規定する競争入札によ

る公募等を行う場合には、人的関係会社及び

資本的関係会社（株券上場審査基準の取扱い

１．（１）に規定する「人的関係会社」及び

「資本的関係会社」をいう。）の一覧表及び

当該人的関係会社及び資本的関係会社の役

員名簿 
 
 
ｊ  本所所定の「株式の分布状況表」 

この場合において、商法又は優先出資法

の規定により株主名簿又は優先出資者名簿

の閉鎖を行ったとき又は基準日を設けたと

き（株券等の保管及び振替に関する法律（昭

和５９年法律第３０号）第３１条第１項第

３号の規定に基づき財団法人証券保管振替

機構が実質株主の通知を行った場合を含

む。）は、当該株主名簿若しくは優先出資

者名簿の閉鎖時又は基準日（株式会社にあ

っては、営業年度の開始の日から起算して

６か月を経過した日（商法第２９３条の５

第１項の規定により定款をもって営業年度

中の一定の日を定めている場合には、営業

年度ごとの当該日）を含む。以下「株主名

簿の閉鎖時又は基準日」という。）におけ

る株主若しくは優先出資者が所有する株式

若しくは優先出資の数又は株主若しくは優

先出資者の数を把握した都度、更新後の「株
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ｋ～ｏ  （略） 
（５）  （略） 

 
１４．第１０条（新株券等の上場）関係 
（１）・（２）  （略） 
（３）  新株券の発行株式数を確認する前に上場
する場合の取扱い基準 
転換予約権付株式の転換請求期間中又は新

株予約権の行使期間中に割当日（基準日）が到

来する増資新株券は、その発行株式数を確認す

る前においても、上場することができる。 
 
 
（４）  （略） 

 
１５．第１１条（上場有価証券の変更上場申請手

続）関係 
（１）  （略） 
（２）  本所は、他の種類の株式への転換が行わ
れる株式の転換又は新株予約権の行使により

発行される株券を、その発行株式数を確認する

前においても、上場することができる。 
 
 

 
付  則 

１  この改正規定は、平成１４年４月１日から施
行する。 
２  商法等の一部を改正する法律（平成１３年法
律第１２８号。以下この付則において「商法等

改正法」という。）附則第６条第１項の規定に

よりなお従前の例によるとされた新株引受権

は、新株予約権とみなして、改正後の規定を適

用する。 
３  商法等改正法附則第７条第１項の規定により
なお従前の例によるとされた転換社債又は新株

引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、

式の分布状況表」を提出するものとする 

ｋ～ｏ  （略） 
（５）  （略） 

 
１４．第１０条（新株券等の上場）関係 
（１）・（２）  （略） 
（３）  新株券の発行株式数を確認する前に上場
する場合の取扱い基準 
転換社債若しくは転換株式の転換請求期間

中又は新株引受権付社債の新株引受権若しく

は商法第２８０条の１９第１項の新株引受権

の行使請求期間中に割当日（基準日）が到来す

る増資新株券は、その発行株式数を確認する前

においても、上場することができる。 
（４）  （略） 

 
１５．第１１条（上場有価証券の変更上場申請手

続）関係 
（１）  （略） 
（２）  本所は、転換社債若しくは転換株式の転
換又は新株引受権付社債の新株引受権若しく

は商法第２８０条の１９第１項の新株引受権

の行使により発行される株券を、その発行株式

数を確認する前においても、上場することがで

きる。 
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改正後の規定を適用する。 
４  前項の新株引受権付社債を発行する際に商法
等改正法による改正前の商法第３４１条の１３

第１項の規定に基づき発行する新株引受権証券

は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定

を適用する。 
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有価証券上場規程別表取扱い要領の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

第１  株券及び優先出資証券 

１  株券 

 （１）  上場手数料関係 

   ａ～ｄ  （略） 

   ｅ 他の種類への株式への転換が行われる株式

の転換により上場会社が新たに発行した株券

の上場手数料は、１株当たり発行価格を１株当

たりの払込金額とみなして計算する。 

ｆ 他の種類への株式への転換が行われる株

式の転換若しくは新株予約権の行使等により

上場会社が新たに発行した株券の上場手数料

は、１月１日から６月末日までに上場されたも

のについてはその年の８月末日に、７月１日か

ら12月末日までに上場されたものについては

翌年の２月末日に納入するものとする。 

 

    ｇ・ｈ（略） 

（２）  （略） 

２    （略） 
付    則 

１  この改正規定は、平成１４年４月１日から施
行する。 
２  商法等の一部を改正する法律（平成１３年法
律第１２８号。以下この付則において「商法等

改正法」という。）附則第６条第１項の規定に

よりなお従前の例によるとされた新株引受権

は、新株予約権とみなして、改正後の規定を適

用する。 
３  商法等改正法附則第７条第１項の規定により
なお従前の例によるとされた転換社債又は新株

引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、

改正後の規定を適用する。 
４  前項の新株引受権付社債を発行する際に商法
等改正法による改正前の商法第３４１条の１３

第１項の規定に基づき発行する新株引受権証券

第１  株券及び優先出資証券 

１  株券 

 （１）  上場手数料関係 

   ａ～ｄ  （略） 

   ｅ 転換株式の転換により上場会社が新たに発

行した株券の上場手数料は、１株当たり発行価

格を１株当たりの払込金額とみなして計算す

る。 

ｆ 転換社債若しくは転換株式の転換又は新

株引受権付社債の新株引受権若しくは商法第

280条の19第１項の新株引受権の行使等により

上場会社が新たに発行した株券の上場手数料

は、１月１日から６月末日までに上場されたも

のについてはその年の８月末日に、７月１日か

ら12月末日までに上場されたものについては

翌年の２月末日に納入するものとする。 

    ｇ・ｈ（略） 

（２）  （略） 

２    （略） 
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は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定

を適用する。 
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株券上場審査基準の取扱いの一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

１．第２条（上場審査）関係 
（１）  第１項に規定する「資本下位会社等」と
は、人的関係会社（人事、資金、技術、取引等

の関係を通じて、新規上場申請者が他の会社

（会社以外の法人を含む。以下この（１）にお

いて同じ。）を実質的に支配している場合又は

他の会社により実質的に支配されている場合

における当該他の会社をいう。）及び資本的関

係会社（新規上場申請者（その特別利害関係者

を含む。）が他の会社の総株主の議決権の１０

０分の２０以上を実質的に保有している場合

又は他の会社（その特別利害関係者を含む。）

が新規上場申請者の総株主の議決権の１００

分の２０以上を実質的に保有している場合に

おける当該他の会社をいう。）のうち、新規上

場申請者が実質的に支配又は保有している他

の会社をいうものとする。 
（２）・（３）  （略） 

 
２．第４条（上場審査基準）第１項関係 
（１）  上場株式数 
ａ  （略） 
ｂ  第１号に規定する上場株式数については、
上場日において見込まれる上場申請に係る

株式の発行済株式総数（発行済優先出資の総

口数を含む。以下同じ。）から新規上場申請

者が所有する自己株式の数（自己株式処分等

決議を行った場合には、当該決議に係る株式

数を除く。）を減じた株式数を上場株式数と

みなして審査を行うものとする。この場合に

おいて、新規上場申請者は、上場後直ちに上

場日における上場株式数を記載した本所所

定の通知書を提出するものとする。 
ｃ  （略） 
（２）  （略） 

１．第２条（上場審査）関係 
（１）  第１項に規定する「資本下位会社等」と
は、人的関係会社（人事、資金、技術、取引等

の関係を通じて、新規上場申請者が他の会社

（会社以外の法人を含む。以下この（１）にお

いて同じ。）を実質的に支配している場合又は

他の会社により実質的に支配されている場合

における当該他の会社をいう。）及び資本的関

係会社（新規上場申請者（その特別利害関係者

を含む。）が他の会社の発行済株式総数の１０

０分の２０以上を実質的に所有している場合

又は他の会社（その特別利害関係者を含む。）

が新規上場申請者の発行済株式総数の１００

分の２０以上を実質的に所有している場合に

おける当該他の会社をいう。）のうち、新規上

場申請者が実質的に支配又は所有している他

の会社をいうものとする。 
（２）・（３）  （略） 

 
２．第４条（上場審査基準）第１項関係 
（１）  上場株式数 
ａ  （略） 
ｂ  第１号に規定する上場株式数については、
上場日において見込まれる上場申請に係る

株式の発行済株式総数から新規上場申請者

が所有する自己株式の数（自己株式処分等決

議を行った場合には、当該決議に係る株式数

を除く。）を減じた株式数を上場株式数とみ

なして審査を行うものとする。この場合にお

いて、新規上場申請者は、上場後直ちに上場

日における上場株式数を記載した本所所定

の通知書を提出するものとする。 
 
ｃ  （略） 
（２）  （略） 
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（３）  設立後経過年数 
ａ・ｂ  （略） 
ｃ  第３号において、新規上場申請者が継続開
示会社（開示府令第１条第２８号に規定する

継続開示会社をいう。以下この取扱いにおい

て同じ。）の分割等によりその営業を承継す

る会社（新規上場申請者の主要な営業が当該

継続開示会社から承継されるものである場

合に限る。）である場合には、継続開示会社

における当該営業の活動期間（継続開示会社

となる前の期間を除く。）を加算して設立後

の経過年数を算出することができるものと

する。 
（４）～（９）  （略） 
  

４．第５条（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査）関係 
（１）  第１項各号に掲げる事項の審査は、新規
上場申請書類及び質問等に基づき、それぞれ次

に掲げる基準に適合するかどうかを検討する

ものとする。 
ａ・ｂ  （略） 
ｃ  新規上場申請者が親会社（財務諸表等規則
第８条第３項に規定する親会社をいう。ただ

し、（ｃ）においては、新規上場申請者の総

株主の議決権の過半数を保有している会社

（新規上場申請者の総株主の議決権の過半

数を実質的に保有している会社を含む。）を

いう。）を有している場合（上場後最初に終

了する事業年度の末日までに親会社を有し

ないこととなる見込みがある場合を除く。）

には、ａ及び前ｂに掲げる事項に係る基準の

ほか、次に掲げる基準に適合するかどうかを

検討するものとする。 
 
 
（ａ）～（ｃ）  （略） 

（２）  （略） 
 

（３）  設立後経過年数 
ａ・ｂ  （略） 
ｃ  第３号において、新規上場申請者が継続開
示会社（開示府令第１条第１項第２８号に規

定する継続開示会社をいう。以下この取扱い

において同じ。）の分割等によりその営業を

承継する会社（新規上場申請者の主要な営業

が当該継続開示会社から承継されるもので

ある場合に限る。）である場合には、継続開

示会社における当該営業の活動期間（継続開

示会社となる前の期間を除く。）を加算して

設立後の経過年数を算出することができる

ものとする。 
（４）～（９）  （略） 

 
４．第５条（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査）関係 
（１）  第１項各号に掲げる事項の審査は、新規
上場申請書類及び質問等に基づき、それぞれ次

に掲げる基準に適合するかどうかを検討する

ものとする。 
ａ・ｂ  （略） 
ｃ  新規上場申請者が親会社（財務諸表等規則
第８条第３項に規定する親会社をいう。ただ

し、（ｃ）においては、新規上場申請者の議

決権（商法第２４１条第３項の規定により議

決権を有しないこととなる場合における当

該議決権を含む。以下このｃにおいて同じ。）

の過半数を所有している会社（新規上場申請

者の議決権の過半数を実質的に所有してい

る会社を含む。）をいう。）を有している場

合（上場後最初に終了する事業年度の末日ま

でに親会社を有しないこととなる見込みが

ある場合を除く。）には、ａ及び前ｂに掲げ

る事項に係る基準のほか、次に掲げる基準に

適合するかどうかを検討するものとする。 
（ａ）～（ｃ）  （略） 

（２）  （略） 
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付  則 
１  この改正規定は、平成１４年４月１日から施
行する。 
２  商法等の一部を改正する法律（平成１３年法
律第１２８号。以下この付則において「商法等

改正法」という。）附則第６条第１項の規定に

よりなお従前の例によるとされた新株引受権

は、新株予約権とみなして、改正後の規定を適

用する。 
３  商法等改正法附則第７条第１項の規定により
なお従前の例によるとされた転換社債又は新株

引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、

改正後の規定を適用する。 
４  前項の新株引受権付社債を発行する際に商法
等改正法による改正前の商法第３４１条の１３

第１項の規定に基づき発行する新株引受権証券

は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定

を適用する。 
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上場前の公募又は売出し等に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（上場前の株券等の移動の状況に関する記載） 
第１５条  新規上場申請者は、第６条第３項第１
号、第２号及び第４号に掲げる者並びに新規上

場申請者の人的関係会社及び資本的関係会社並

びにこれらの役員（以下「特別利害関係者等」

という。）が、上場申請日の直前事業年度の末

日の２年前の日から上場日の前日までの期間に

おいて、新規上場申請者の発行する株券、新株

予約権証券又は新株予約権付社債券の譲受け又

は譲渡（新株予約権の行使を含み、本所が適当

と認める譲受け及び譲渡を除く。以下「株券等

の移動」という。）を行っている場合には、当

該株券等の移動の状況を本所が適当と認める書

類に記載するものとする。 
 
 
 
（第三者割当等による新株発行に関する規制） 
第１７条  新規上場申請者が、上場申請日の直前
事業年度の末日の１年前の日以後において、株

主割当又は優先出資者割当その他本所が適当と

認める方法以外の方法（以下「第三者割当等」

という。）による新株発行を行っている場合に

は、当該新規上場申請者は、割当を受けた者と

の間で、書面により新株の継続所有、譲渡時及

び本所からの当該所有状況に係る照会時の本所

への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦

覧その他の本所が必要と認める事項について確

約を行うものとし、当該書面を本所が定めると

ころにより提出するものとする。 
 
 
２  （略） 
 
 

（上場前の株券等の移動の状況に関する記載） 
第１５条  新規上場申請者は、第６条第３項第１
号、第２号及び第４号に掲げる者並びに新規上

場申請者の人的関係会社及び資本的関係会社並

びにこれらの役員（以下「特別利害関係者等」

という。）が、上場申請日の直前事業年度の末

日の２年前の日から上場日の前日までの期間に

おいて、新規上場申請者の発行する株券、転換

社債券、新株引受権付社債券又は新株引受権証

券の譲受け又は譲渡（転換社債の転換及び新株

引受権付社債又は新株引受権証券の新株引受権

の行使を含み、本所が適当と認める譲受け及び

譲渡を除く。以下「株券等の移動」という。）

を行っている場合には、当該株券等の移動の状

況を本所が適当と認める書類に記載するものと

する。 
 
（第三者割当等による新株発行に関する規制） 
第１７条  新規上場申請者が、上場申請日の直前
事業年度の末日の１年前の日以後において、株

主割当又は優先出資者割当その他本所が適当と

認める方法以外の方法（以下「第三者割当等」

という。）による新株発行（商法第２８０条の

１９第１項の新株引受権の行使による新株発行

を除く。）を行っている場合には、当該新規上

場申請者は、割当を受けた者との間で、書面に

より新株の継続所有、譲渡時及び本所からの当

該所有状況に係る照会時の本所への報告並びに

当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の本所

が必要と認める事項について確約を行うものと

し、当該書面を本所が定めるところにより提出

するものとする。 
２  （略） 
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第１７条の２  削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（所有に関する規制） 
第１８条  第三者割当等による新株の割当を受け
た者が、第１７条第１項に規定する確約に基づ

く所有を現に行っていない場合には、本所は上

場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとる

ものとする。ただし、本所が正当な理由がある

ものとして認める場合は、この限りでない。 
 
２  新規上場申請者は、第三者割当等による新株
の割当を受けた者が第１７条第１項に規定する

（役員等に付与する新株引受権の行使による新株

発行に関する規制等） 
第１７条の２  新規上場申請者が、上場申請日の
直前事業年度の末日の１年前の日から上場日の

前日までの期間において商法第２８０条の１９

第１項の新株引受権の行使による新株発行（上

場申請日の直前事業年度の末日の１年前の日以

後に付与された新株引受権に係るものに限る。）

を行っている場合には、当該新株について、当

該新規上場申請者は、割当を受けた者との間で、

書面により前条第１項に規定する事項について

確約を行うものとし、当該書面を本所が定める

ところにより提出するものとする。 
２  新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面
の提出を行わないときは、本所は上場申請の不

受理又は受理の取消しの措置をとるものとす

る。 
３  新規上場申請者は、上場申請日において行使
されていない商法第２８０条の１９第１項の新

株引受権（上場申請日の直前事業年度の末日の

１年前の日以後に付与された新株引受権であっ

て、上場申請日の前日までの間に行使された新

株引受権に係る株主総会決議に基づく新株引受

権を除いたものをいう。）がある場合又は上場

申請日の後に商法第２８０条の１９第１項の新

株引受権の付与を行っている場合には、本所が

定めるところにより通知するものとする。 
 
（所有に関する規制） 
第１８条  第三者割当等による新株の割当を受け
た者が、第１７条第１項又は前条第１項に規定

する確約に基づく所有を現に行っていない場合

には、本所は上場申請の不受理又は受理の取消

しの措置をとるものとする。ただし、本所が正

当な理由があるものとして認める場合は、この

限りでない。 
２  新規上場申請者は、第三者割当等による新株
の割当を受けた者が第１７条第１項又は前条第
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確約に定める期間内において当該新株の譲渡を

行った場合には、必要な事項を記載した書面を

本所に提出するものとし、当該書面を本所が公

衆の縦覧に供することに同意するものとする。 
 
３  （略） 
 
（第三者割当等による新株発行等に関する規定の

準用） 
第１９条  第１７条及び前条の規定は、上場申請
日の直前事業年度の末日の１年前の日以後にお

いて第三者割当等による新株予約権（次条に規

定する新株予約権を除く。）又は新株予約権付

社債の発行を行っている場合について準用す

る。 
 
（ストックオプションとしての新株予約権証券の

所有に関する規制） 
第２０条  新規上場申請者が、その役員又は従業
員その他の本所が定める者であって、かつ、本

所が適当と認めるもの（以下「役員又は従業員

等」という。）に報酬として発行した新株予約

権（上場申請日の直前事業年度の末日の１年前

の日以後に発行されたものに限る。）であって、

その新株予約権証券が次の各号に適合し、かつ、

本所が定めるところにより本所が必要と認める

書面が本所に提出されている新株予約権証券

（第２号の確約が行われている部分に限る。）

については、第１８条第１項本文の規定を準用

する。この場合において、第１８条第１項中「第

三者割当等による新株の割当を受けた者」とあ

るのは「第２０条の規定の適用を受ける新株予

約権証券を新規上場申請者から割り当てられた

役員又は従業員等」と、「第１７条第１項」と

あるのは「第２０条第２号」と、「所有を現に

行っていない場合」とあるのは「所有を現に行

っていない場合（本所が適当と認める場合を除

く。）」と読み替えるものとする。 

１項に規定する確約に定める期間内において当

該新株の譲渡を行った場合には、必要な事項を

記載した書面を本所に提出するものとし、当該

書面を本所が公衆の縦覧に供することに同意す

るものとする。 
３  （略） 
 
（第三者割当等による新株発行等に関する規定の

準用） 
第１９条  第１７条及び前条の規定は、上場申請
日の直前事業年度の末日の１年前の日以後にお

いて第三者割当等による転換社債又は新株引受

権付社債（次条に規定する新株引受権付社債を

除く。）の発行を行っている場合について準用

する。 
 
（報酬として譲り受けた新株引受権証券の所有に

関する規制） 
第２０条  新規上場申請者が、その役員又は従業
員その他の本所が定める者であって、かつ、本

所が適当と認めるもの（以下「役員又は従業員

等」という。）に報酬として新株引受権証券を

譲渡する目的で発行した新株引受権付社債（上

場申請日の直前事業年度の末日の１年前の日以

後に発行されたものに限る。）であって、その

新株引受権証券が次の各号に適合し、かつ、本

所が定めるところにより本所が必要と認める書

面が本所に提出されている新株引受権付社債

（当該新株引受権付社債の新株引受権証券につ

いて、第２号の確約が行われている部分に限

る。）の新株引受権証券については、第１８条

第１項本文の規定を準用する。この場合におい

て、第１８条第１項中「第三者割当等による新

株の割当を受けた者」とあるのは「第２０条の

規定の適用を受ける新株引受権証券を新規上場

申請者から譲り受けた役員又は従業員等」と、

「第１７条第１項」とあるのは「第２０条第２

号」と、「所有を現に行っていない場合」とあ
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（１）  新規上場申請者が、新株予約権の発行に
よりその新株予約権証券を役員又は従業員等

に取得させていること。 
 
（２）  新規上場申請者が前号の規定により役員
又は従業員等に発行した新株予約権証券につ

いて、新規上場申請者と前号の規定により新株

予約権証券の割当を受けた役員又は従業員等

との間で、書面により第１７条第１項に規定す

る事項（報告内容の公衆縦覧に係る部分を除

く。）を内容とする確約を行っていること。 
 
（ストックオプションとしての新株予約権証券の

新株予約権を行使して取得した株式に関する規

制） 
第２０条の２  新規上場申請者が、上場申請日の
直前事業年度の末日の１年前の日から上場日の

前日までの期間において前条に規定する新株予

約権の行使による株式の発行又は移転（上場申

請日の直前事業年度の末日の１年前の日以後に

発行された新株予約権に係るものに限る。）を

行っている場合には、当該上場申請者は、行使

を行った者との間で、当該株式につき、書面に

より第１７条第１項に規定する事項について確

約を行うものとし、当該書面を本所が定めると

ころにより提出するものとする。 
２  新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面
の提出を行わないときは、本所は上場申請の不

受理又は受理の取消しの措置をとるものとす

る。 
 
（ストックオプションとしての新株予約権証券の

新株予約権を行使して取得した株式の所有に関

する規制） 
第２０条の３  第１８条の規定は、前条第１項に

るのは「所有を現に行っていない場合（本所が

適当と認める場合を除く。）」と読み替えるも

のとする。 
（１）  新規上場申請者が、その発行する新株引
受権付社債の新株引受権証券をその引受人か

ら譲り受け、当該新株引受権証券すべてを役員

又は従業員等に譲り渡していること。 
（２）  新規上場申請者が前号の規定により役員
又は従業員等に譲渡した新株引受権証券につ

いて、新規上場申請者と前号の規定により新株

引受権証券を譲り受けた役員又は従業員等と

の間で、書面により第１７条第１項に規定する

事項（報告内容の公衆縦覧に係る部分を除く。）

を内容とする確約を行っていること。 
 
（報酬として譲り受けた新株引受権証券の新株引

受権を行使して取得した新株に関する規制） 
 
第２０条の２  第１７条の２（第３項を除く。）
及び第１８条の規定は、上場申請日の直前事業

年度の末日の１年前の日から上場日の前日まで

の期間において第２０条の規定の適用を受ける

新株引受権証券の新株引受権の行使による新株

発行について準用する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
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規定する行使を行った者について準用する。こ

の場合において、第１８条中「新株」とあるの

は「株式」と読み替えるものとする。 
 
（第三者割当等による新株等の発行の状況に関す

る記載） 
第２０条の４  新規上場申請者は、上場申請日の
直前事業年度の末日の２年前の日から上場日の

前日までの期間において、第三者割当等による

新株発行又は新株予約権若しくは新株予約権付

社債の発行（以下「第三者割当等による新株等

の発行」という。）を行っている場合には、当

該第三者割当等による新株等の発行の状況を本

所が適当と認める書類に記載するものとする。 
 
第２０条の５  （略） 
 

平成１３年９月４日改正付則 
１  （略） 
２  前項の規定にかかわらず、この改正規定施行
の際、現に上場申請を行っている新規上場申請

者が、この改正規定施行の日以後に新株、新株

予約権又は新株予約権付社債の発行を行う場合

には、改正後の規定を適用する。 
３  この改正規定施行の日から当分の間、改正後
の第２０条の２の規定の適用については、同条

第１項中「前条に規定する新株予約権の行使に

よる」とあるのは「前条に規定する新株予約権

の行使により又は商法の一部を改正する法律

（平成９年法律第５６号）附則第９条若しくは

商法等の一部を改正する法律（平成１３年法律

第１２８号）附則第１０条による改正前の商法

の一部を改正する法律（平成９年法律第５６号）

附則第１１条の規定による改正前の特定新規事

業実施円滑化臨時措置法（平成元年法律第５９

号。以下「新規事業法」という。）第８条第１

項若しくは改正前の特定通信・放送開発事業実

施円滑化法（平成２年法律第３５号。以下「通

 
 
 
 
（第三者割当等による新株等の発行の状況に関す

る記載） 
第２０条の３  新規上場申請者は、上場申請日の
直前事業年度の末日の２年前の日から上場日の

前日までの期間において、第三者割当等による

新株発行又は転換社債若しくは新株引受権付社

債の発行（以下「第三者割当等による新株等の

発行」という。）を行っている場合には、当該

第三者割当等による新株等の発行の状況を本所

が適当と認める書類に記載するものとする。 
 
第２０条の４  （略） 
 

平成１３年９月４日改正付則 
１  （略） 
２  前項の規定にかかわらず、この改正規定施行
の際、現に上場申請を行っている新規上場申請

者が、この改正規定施行の日以後に新株、転換

社債券又は新株引受権付社債の発行を行う場合

には、改正後の規定を適用する。 
３  この改正規定施行の日から当分の間、改正後
の第１７条の２の規定の適用については、同条

第１項中「商法第２８０条の１９第１項の新株

引受権の行使による」とあるのは、「商法第２

８０条の１９第１項の新株引受権の行使により

又は商法の一部を改正する法律（平成９年法律

第５６号）附則第９条若しくは第１１条の規定

による改正前の特定新規事業実施円滑化臨時措

置法（平成元年法律第５９号。以下「新規事業

法」という。）第８条第１項若しくは改正前の

特定通信・放送開発事業実施円滑化法（平成２

年法律第３５号。以下「通信・放送事業法」と

いう。）第８条第１項の規定による決議（以下

「改正前の新規事業法等の規定による決議」と
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信・放送事業法」という。）第８条第１項の規

定による決議（以下「改正前の新規事業法等の

規定による決議」という。）に基づき」と、「発

行された新株予約権」とあるのは「発行された

新株予約権又は改正前の新規事業法等の規定に

よる決議」とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４  この改正規定施行の日から当分の間、新規上
場申請者は、上場申請日以後において効力を有

する改正前の新規事業法等の規定による決議

（上場日の直前事業年度の末日の１年前の日以

後に行われた改正前の新規事業法等の規定によ

る決議であって、上場申請日の前日までの間に

改正前の新規事業法等の規定による決議に基づ

き新株発行を行った場合の当該決議を除いたも

のをいう。）がある場合又は上場申請日の後に

改正前の新規事業法等の規定による決議がなさ

れた場合若しくは改正前の新規事業法等の規定

による決議が失効した場合には、本所が定める

ところにより通知するものとする。 
 

付  則 
１  この改正規定は、平成１４年４月１日から施
行する。 
２  前項の規定にかかわらず、商法等の一部を改
正する法律（平成１３年法律第１２８号。以下

いう。）に基づき」と、「付与された新株引受

権」とあるのは「付与された新株引受権又は改

正前の新規事業法等の規定による決議」と、同

条第３項中「商法第２８０条の１９第１項の新

株引受権」とあるのは「商法第２８０条の１９

第１項の新株引受権又は上場申請日以後におい

て効力を有する改正前の新規事業法等の規定に

よる決議」と、「付与された新株引受権」とあ

るのは「付与された新株引受権又は上場日の直

前事業年度の末日の１年前の日以後に行われた

改正前の新規事業法等の規定による決議」と、

「株主総会決議に基づく新株引受権」とあるの

は「株主総会決議に基づく新株引受権又は改正

前の新規事業法等の規定による決議に基づき新

株発行を行った場合の当該決議」と、「付与を

行っている場合」とあるのは「付与を行ってい

る場合、改正前の新規事業法等の規定による決

議がなされた場合又は改正前の新規事業法の規

定による決議が失効した場合」とする。 
（新設） 
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この付則において「商法等改正法」という。）

附則第６条第１項の規定によりなお従前の例に

よるとされた新株引受権及びその行使により発

行又は移転された株式に関しては、なお従前の

例による。 
３  商法等改正法附則第７条第１項の規定により
なお従前の例によるとされた転換社債又は新株

引受権付社債（次項ただし書に規定する新株引

受権付社債を除く。）は、新株予約権付社債と

みなして、改正後の規定を適用する。 
４  前項の新株引受権付社債を発行する際に商法
等改正法による改正前の商法第３４１条の１３

第１項の規定に基づき発行する新株引受権証券

は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定

を適用する。ただし、当該新株引受権証券のう

ち、改正前の第２０条第１項の規定に適合する

新株引受権証券並びにその新株引受権証券に係

る新株引受権付社債及びその新株引受権証券の

新株引受権の行使により発行又は移転された株

式に関しては、なお従前の例による。 
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上場前の公募又は売出し等に関する規則の取扱いの一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（特別利害関係者の定義等） 
第１５条  上場前公募等規則第６条第３項第１号
に規定する「特別利害関係者」とは、企業内容

等の開示に関する内閣府令（昭和４８年大蔵省

令第５号。以下「開示府令」という。）第１条

第３１号イに規定する特別利害関係者をいうも

のとする。 
２・３ （略） 
４ 上場前公募等規則第６条第３項第４号又は第

１５条に規定する「人的関係会社」とは、開示

府令第１条第３１号ハに規定する人的関係会社

をいうものとする。 
 
 
 
５  上場前公募等規則第６条第３項第４号又は第
１５条に規定する「資本的関係会社」とは、開

示府令第１条第３１号ハに規定する資本的関係

会社をいうものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（日数の計算） 
第１３条  上場前公募等規則第１５条に規定する
「上場申請日の直前事業年度の末日の２年前の

日」とは、例えば、上場申請日の直前事業年度

の末日が３月３１日の場合、その２年前の４月

（特別利害関係者の定義等） 
第１５条  上場前公募等規則第６条第３項第１号
に規定する「特別利害関係者」とは、株券上場

審査基準第４条第１項第２号ａに規定する「特

別利害関係者」をいうものとする。 
 
 
２・３ （略） 
４ 上場前公募等規則第６条第３項第４号に規定

する証券会社の「人的関係会社」とは、人事、

資金、技術、取引等の関係を通じて、証券会社

が、他の会社（会社以外の法人を含む。以下同

じ。）を実質的に支配している場合又は他の会

社により実質的に支配されている場合における

当該他の会社をいうものとする。 
５  上場前公募等規則第６条第３項第４号に規定
する証券会社の「資本的関係会社」とは、証券

会社（その特別利害関係者を含む。）が他の会

社の発行済株式総数（発行済優先出資の総口数

を含む。）の１００分の２０以上を実質的に所

有している場合又は他の会社（その特別利害関

係者を含む。）が証券会社の発行済株式総数の

１００分の２０以上を実質的に所有している場

合における当該他の会社（当該他の会社が証券

会社の発行済株式総数の１００分の２０以上を

実質的に所有している場合において、上場に係

る株式公開の公正の確保に明らかに支障がない

と本所が認めるものを除く。）をいうものとす

る。 
 
（人的関係会社等の定義等） 
第１３条  上場前公募等規則第１５条に規定する
「人的関係会社」とは、株券上場審査基準の取

扱い１．（１）に規定する「人的関係会社」を

いうものとする。 
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１日をいう。（以下、上場前公募等規則におけ

る日数の計算については、同様に取り扱うもの

とする。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（上場前の株券等の移動の状況に関する記載の取

扱い） 
第１４条  上場前公募等規則第１５条に規定する
「本所が適当と認める譲受け及び譲渡」とは、

証券会社が特別利害関係者等以外の者との間で

行う譲受け又は譲渡であって、日本証券業協会

の定める公正慣習規則第２号「店頭有価証券の

売買その他の取引に関する規則」第３章  店頭
取扱有価証券の会社内容の説明及び気配の提示

等の取扱いの規定に基づき、当該譲受け又は譲

渡に関する報告を当該証券会社から受け、当該

報告の内容の公表を行ったものをいうものとす

る。 
２  （略） 
 
 
 
第１５条の２  削除 
 
 
 
 
 
 
 
 

２  上場前公募等規則第１５条に規定する「資本
的関係会社」とは、株券上場審査基準の取扱い

１．（１）に規定する「資本的関係会社」をい

うものとする。 
３  上場前公募等規則第１５条に規定する「上場
申請日の直前事業年度の末日の２年前の日」と

は、例えば、上場申請日の直前事業年度の末日

が３月３１日の場合、その２年前の４月１日を

いう。（以下、上場前公募等規則における日数

の計算については、同様に取り扱うものとす

る。） 
 
（上場前の株券等の移動の状況に関する記載の取

扱い） 
第１４条  上場前公募等規則第１５条に規定する
「本所が適当と認める譲受け及び譲渡」とは、

証券会社が特別利害関係者等以外の者との間で

行う譲受け又は譲渡であって、日本証券業協会

が、「店頭取扱有価証券の会社内容の説明及び

気配の提示等の取扱いについて」（平成９年６

月１８日付日本証券業協会理事会決議）に基づ

き、当該譲受け又は譲渡に関する報告を当該証

券会社から受け、当該報告の内容の公表を行っ

たものをいうものとする。 
 
２  （略） 
 
（役員等に付与する新株引受権の行使による新株

発行に関する規制等の取扱い） 
第１５条の２  前条第２項の規定は、上場前公募
等規則第１７条の２第１項に規定する「新株発

行を行っている」かどうかの認定について準用

する。 
２ 前条第３項の規定は、上場前公募等規則第１

７条の２第１項に規定する「前条第１項に規定

する事項」について準用する。この場合におい

て、前条第３項第１号中「上場日以後６か月間

を経過する日（当該日において新株発行の効力
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発生日以後１年間を経過していない場合には、

新株発行の効力発生日以後１年間を経過する

日）まで」とあるのは「上場日の前日まで」と

読み替えるものとする。 
３ 上場前公募等規則第１７条の２第１項に規定

する「本所が定めるところにより」とは、次の

各号に定めるところによるものとする。 
（１）  上場申請日前に同項の新株発行を行って
いる場合  上場申請日に提出するものとする。 
（２）  上場申請日以後に同項の新株発行を行っ
ている場合  当該新株発行後遅滞なく提出す
るものとする。ただし、上場日の前日を超えて

はならない。 
４  前項第１号の場合には、上場前公募等規則第
１７条の２第１項の規定により提出する書面に

次の各号に掲げる書面を添付するものとする。 
（１）  新株引受権の付与に係る株主総会及びそ
の付与に関する取締役会の決議内容を証する

書面 
（２）  新規上場申請者と前号の株主総会決議に
より新株引受権を付与される者との新株引受

権の付与に関する契約内容を証する書面 
５  上場前公募等規則第１７条の２第３項に規定
する通知は、次の各号に掲げる書面を、本所に

提出することにより行うものとする。 
（１）  上場前公募等規則第１７条の２第３項に
規定する行使されていない新株引受権に係る

株主総会及び当該株主総会に関する取締役会

の決議内容を証する書面 
（２）  新規上場申請者と前号の株主総会決議に
より新株引受権を付与される者との新株引受

権の付与に関する契約内容を証する書面 
６  前項の書面の提出は、次の各号に定めるとこ
ろによるものとする。 
（１）  上場申請日において上場前公募等規則第
１７条の２第３項の新株引受権がある場合 
上場申請日に提出するものとする。 

（２）  上場申請日の後に上場前公募等規則第１
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（第三者割当等による新株予約権付社債の発行等

に関する規制の取扱い） 
第１８条  上場前公募等規則第１９条において準
用する同第１７条第１項に規定する「新株予約

権又は新株予約権付社債の発行を行っている」

かどうかの認定は、払込期日（無償にて新株予

約権（新株予約権付社債に付されたものを除

く。）を発行する場合にはこれを発行する日。

以下同じ。）を基準として行うものとする。 
２  第１５条第３項の規定は、上場前公募等規則
第１９条において準用する同第１７条第１項に

規定する「新株予約権証券又は新株予約権付社

債券の継続所有、譲渡時及び本所からの当該所

有状況に係る照会時の本所への報告並びに当該

書面及び報告内容の公衆縦覧その他の本所が必

要と認める事項」について準用する。この場合

において、第１５条第３項第１号中「割当を受

けた新株（以下「割当新株」という。）」とあ

るのは「割当を受けた新株予約権証券及び新株

予約権付社債券（以下「割当新株予約権証券等」

という。）」と、「新株発行の効力発生日」と

あるのは「新株予約権又は新株予約権付社債の

発行に係る払込期日」と、「上場日以後６か月

間を経過する日（当該日において新株発行の効

力発生日以後１年間を経過していない場合に

は、新株発行の効力発生日以後１年間を経過す

る日）まで」とあるのは「上場日以後６か月間

を経過する日（当該日において新株予約権又は

新株予約権付社債の発行に係る払込期日以後１

年間を経過していない場合には、新株予約権又

は新株予約権付社債の発行に係る払込期日以後

１年間を経過する日）まで」と、「割当新株に

７条の２第３項の新株引受権の付与を行って

いる場合 
当該新株引受権付与後遅滞なく提出するも

のとする。ただし、本所が上場を承認する日の

前日を超えてはならない。 
 
（第三者割当等による転換社債の発行等に関する

規制の取扱い） 
第１８条  上場前公募等規則第１９条において準
用する同第１７条第１項に規定する「転換社債

又は新株引受権付社債の発行を行っている」か

どうかの認定は、払込期日を基準として行うも

のとする。 
 
 
２  第１５条第３項の規定は、上場前公募等規則
第１９条において準用する同第１７条第１項に

規定する「転換社債券、新株引受権付社債券又

は新株引受権証券の継続所有、譲渡時及び本所

からの当該所有状況に係る照会時の本所への報

告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その

他の本所が必要と認める事項」について準用す

る。この場合において、第１５条第３項第１号

中「割当を受けた新株（以下「割当新株」とい

う。）」とあるのは「割当を受けた転換社債券、

新株引受権付社債券及び新株引受権証券（以下

「割当転換社債券等」という。）」と、「新株

発行の効力発生日」とあるのは「転換社債又は

新株引受権付社債の発行に係る払込期日」と、

「上場日以後６か月間を経過する日（当該日に

おいて新株発行の効力発生日以後１年間を経過

していない場合には、新株発行の効力発生日以

後１年間を経過する日）まで」とあるのは「上

場日以後６か月間を経過する日（当該日におい

て転換社債又は新株引受権付社債の発行に係る

払込期日以後１年間を経過していない場合に

は、転換社債又は新株引受権付社債の発行に係

る払込期日以後１年間を経過する日）まで」と、
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ついて株式分割又は他の種類の株式への転換が

行われたときには、当該株式分割又は他の種類

の株式への転換により取得した株式（以下「取

得株式」という。）」とあるのは「割当新株予

約権証券等について新株予約権の行使が行われ

たときには、当該行使により取得した株式及び

当該株式の株式分割又は他の種類の株式への転

換により取得した株式（以下「取得株式」とい

う。）」と読み替えるものとする。 
 
３  第１５条第４項の規定は、上場前公募等規則
第１９条において準用する同第１７条第１項に

規定する「本所が定めるところにより提出する」

場合について準用する。この場合において、第

１５条第４項中「新株発行」とあるのは「新株

予約権又は新株予約権付社債の発行」と読み替

えるものとする。 
４  第１６条第１項の規定は、上場前公募等規則
第１９条において準用する同第１８条第１項た

だし書に規定する「本所が正当な理由があるも

のとして認める場合」について準用する。この

場合において、第１６条第１項第１号中「割当

新株又は取得株式」とあるのは「割当新株予約

権証券等、当該新株予約権の行使により取得し

た株式又は当該株式の株式分割若しくは他の種

類の株式への転換により取得した株式」と読み

替えるものとする。 
５  第１６条第２項の規定は、上場前公募等規則
第１９条において準用する同第１８条第２項に

規定する書面について準用する。この場合にお

いて、第１６条第２項中「割当新株又は取得株

式」とあるのは「割当新株予約権証券等、当該

新株予約権の行使により取得した株式又は当該

株式の株式分割若しくは他の種類の株式への転

換により取得した株式」と読み替えるものとす

る。 
６  第１６条第３項の規定は、上場前公募等規則
第１９条において準用する同第１８条第３項に

「割当新株について株式分割又は他の種類の株

式への転換が行われたときには、当該株式分割

又は他の種類の株式への転換により取得した株

式（以下「取得株式」という。）」とあるのは

「割当転換社債券等について転換又は新株引受

権の行使（以下「転換等」という。）が行われ

たときには、当該転換等により取得した株式及

び当該株式の株式分割又は他の種類の株式への

転換により取得した株式（以下「取得株式」と

いう。）」と読み替えるものとする。 
３  第１５条第４項の規定は、上場前公募等規則
第１９条において準用する同第１７条第１項に

規定する「本所が定めるところにより提出する」

場合について準用する。この場合において、第

１５条第４項中「新株発行」とあるのは「転換

社債又は新株引受権付社債の発行」と読み替え

るものとする。 
４  第１６条第１項の規定は、上場前公募等規則
第１９条において準用する同第１８条第１項た

だし書に規定する「本所が正当な理由があるも

のとして認める場合」について準用する。この

場合において、第１６条第１項第１号中「割当

新株又は取得株式」とあるのは「割当転換社債

券等、当該割当転換社債券等の転換若しくは新

株引受権の行使により取得した株式又は当該株

式の株式分割若しくは他の種類の株式への転換

により取得した株式」と読み替えるものとする。 
５  第１６条第２項の規定は、上場前公募等規則
第１９条において準用する同第１８条第２項に

規定する書面について準用する。この場合にお

いて、第１６条第２項中「割当新株又は取得株

式」とあるのは「割当転換社債券等、当該割当

転換社債券等の転換若しくは新株引受権の行使

により取得した株式又は当該株式の株式分割若

しくは他の種類の株式への転換により取得した

株式」と読み替えるものとする。 
６  第１６条第３項の規定は、上場前公募等規則
第１９条において準用する同第１８条第３項に
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規定する報告について準用する。この場合にお

いて、第１６条第３項中「割当新株又は取得株

式」とあるのは「割当新株予約権証券等、当該

新株予約権の行使により取得した株式又は当該

株式の株式分割若しくは他の種類の株式への転

換により取得した株式」と読み替えるものとす

る。 
７  （略） 
 
（ストックオプションとしての新株予約権証券の

所有に関する規制の取扱い） 
第１９条  （略） 
２  上場前公募等規則第２０条の報酬としての発
行には、役員又は従業員等に新株予約権証券の

発行価格に相当する額の金銭を支給し、当該役

員又は従業員等に新株予約権証券を有償で発行

する場合その他の有償で発行する場合を含むも

のとする。 
３  上場前公募等規則第２０条に規定する「本所
が定めるところにより」とは、次の各号に定め

るところによるものとする。 
（１）  上場申請日前において上場前公募等規
則第２０条の新株予約権の発行を行っている

場合 
上場申請日に提出するものとする。 

（２）  上場申請日の後に上場前公募等規則第
２０条の新株予約権の発行を行っている場合 

 
当該新株予約権発行後遅滞なく提出するも

のとする。ただし、本所が上場を承認する日

の前日を超えてはならない。 
４  上場前公募等規則第２０条に規定する「本所
が必要と認める書面」とは、次の各号に掲げる

書面をいうものとする。 
（１）  （略） 
（２）  新規上場申請者が役員又は従業員等に
取得させる目的で新株予約権を発行するもの

であることその他その発行に関する事項を記

規定する報告について準用する。この場合にお

いて、第１６条第３項中「割当新株又は取得株

式」とあるのは「割当転換社債券等、当該割当

転換社債券等の転換若しくは新株引受権の行使

により取得した株式又は当該株式の株式分割若

しくは他の種類の株式への転換により取得した

株式」と読み替えるものとする。 
７  （略） 
 
（報酬として譲り受けた新株引受権証券の所有に

関する規制の取扱い） 
第１９条  （略） 
２  上場前公募等規則第２０条の報酬としての譲
渡には、役員又は従業員等に新株引受権証券の

譲渡価格に相当する額の金銭を支給し、当該役

員又は従業員等に新株引受権証券を有償で譲り

渡す場合その他の有償で譲り渡す場合を含むも

のとする。 
３  上場前公募等規則第２０条に規定する「本所
が定めるところにより」とは、次の各号に定め

るところによるものとする。 
（１）  上場申請日前において上場前公募等規
則第２０条の新株引受権付社債の発行を行っ

ている場合 
上場申請日に提出するものとする。 

（２）  上場申請日の後に上場前公募等規則第
２０条の新株引受権付社債の発行を行ってい

る場合 
当該新株引受権付社債発行後遅滞なく提出

するものとする。ただし、本所が上場を承認

する日の前日を超えてはならない。 
４  上場前公募等規則第２０条に規定する「本所
が必要と認める書面」とは、次の各号に掲げる

書面をいうものとする。 
（１）  （略） 
（２）  新規上場申請者が役員又は従業員等に
新株引受権証券を譲り渡す目的で新株引受権

付社債を発行するものであることその他その
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載した取締役会の決議内容を証する書面 
 
（３）  新規上場申請者と新規上場申請者から
新株予約権証券の割当を受けた役員又は従業

員等との間において、当該役員又は従業員等

が原則として当該新株予約権証券を譲渡しな

い旨の契約を締結していること又は当該新株

予約権証券の譲渡につき制限を行っているこ

とを証する書面 
５  上場前公募等規則第２０条において準用する
同第１８条第１項本文に規定する「本所が適当

と認める場合」とは、確約に基づく所有を行っ

ていた者が当該確約の対象となっている新株予

約権証券を譲渡した後、新規上場申請者が当該

譲渡に係る新株予約権証券の新株予約権を速や

かに適正な手続により失効させており、かつ、

当該新株予約権証券の新株予約権の行使が行わ

れていない場合をいう。 
６  第１５条第３項（第２号を除く。）の規定は、
上場前公募等規則第２０条第２号に規定する

「第１７条第１項に規定する事項（報告内容の

公衆縦覧に係る部分を除く。）」について準用

する。この場合において、第１５条第３項第１

号中「割当を受けた新株（以下「割当新株」と

いう。）」とあるのは「上場前公募等規則第２

０条の規定の適用を受ける新株予約権証券（以

下「報酬として割当を受けた新株予約権証券」

という。）」と、「新株発行の効力発生日」と

あるのは「新株予約権証券の取得日」と、「上

場日以後６か月間を経過する日（当該日におい

て新株発行の効力発生日以後１年間を経過して

いない場合には、新株発行の効力発生日以後１

年間を経過する日）まで所有すること。この場

合において、割当新株について株式分割又は他

の種類の株式への転換が行われたときには、当

該株式分割又は他の種類の株式への転換により

取得した株式（以下「取得株式」という。）に

ついても同日まで所有すること。」とあるのは

発行に関する事項を記載した取締役会の決議

内容を証する書面 
（３）  新規上場申請者と新規上場申請者から
新株引受権証券を譲り受けた役員又は従業員

等との間において、当該役員又は従業員等が

原則として当該新株引受権証券を譲渡しない

旨の契約を締結していることを証する書面 
 
 
５  上場前公募等規則第２０条において準用する
同第１８条第１項本文に規定する「本所が適当

と認める場合」とは、確約に基づく所有を行っ

ていた者が当該確約の対象となっている新株引

受権証券を譲渡した後、新規上場申請者が当該

譲渡に係る新株引受権証券の新株引受権を速や

かに適正な手続により失効させており、かつ、

当該新株引受権証券の新株引受権の行使による

新株発行が行われていない場合をいう。 
６  第１５条第３項（第２号を除く。）の規定は、
上場前公募等規則第２０条第２号に規定する

「第１７条第１項に規定する事項（報告内容の

公衆縦覧に係る部分を除く。）」について準用

する。この場合において、第１５条第３項第１

号中「割当を受けた新株（以下「割当新株」と

いう。）」とあるのは「上場前公募等規則第２

０条の規定の適用を受ける新株引受権証券（以

下「報酬として譲り受けた新株引受権証券」と

いう。）」と、「新株発行の効力発生日」とあ

るのは「新株引受権証券の譲受け日」と、「上

場日以後６か月間を経過する日（当該日におい

て新株発行の効力発生日以後１年間を経過して

いない場合には、新株発行の効力発生日以後１

年間を経過する日）まで所有すること。この場

合において、割当新株について株式分割又は他

の種類の株式への転換が行われたときには、当

該株式分割又は他の種類の株式への転換により

取得した株式（以下「取得株式」という。）に

ついても同日まで所有すること。」とあるのは
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「上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日

のいずれか早い日まで所有すること。」と読み

替えるものとする。 
 
（ストックオプションとしての新株予約権証券の

新株予約権を行使して取得した株式に関する規

制の取扱い） 
第１９条の２  上場前公募等規則第２０条の２第
１項に規定する「株式の発行又は移転を行って

いる」かどうかの認定は、当該行使に係る払込

みを行った日を基準として行うものとする。 
２ 第１５条第３項の規定は、上場前公募等規則

第２０条の２第１項に規定する「第１７条第１

項に規定する事項」について準用する。この場

合において、第１５条第３項第１号中「上場日

以後６か月間を経過する日（当該日において新

株発行の効力発生日以後１年間を経過していな

い場合には、新株発行の効力発生日以後１年間

を経過する日）まで」とあるのは「上場日の前

日まで」と読み替えるものとする。 
 
３ 上場前公募等規則第２０条の２第１項に規定

する「本所が定めるところにより」とは、次の

各号に定めるところによるものとする。 
（１）  上場申請日前に同項の株式の発行又は移
転を行っている場合  上場申請日に提出する
ものとする。 
（２）  上場申請日以後に同項の株式の発行又は
移転を行っている場合  当該株式の発行又は
移転後遅滞なく提出するものとする。ただし、

上場日の前日を超えてはならない。 
４  前項第１号の場合には、上場前公募等規則第
２０条の２第１項の規定により提出する書面に

次の各号に掲げる書面を添付するものとする。 
（１）  新株予約権の発行に係る株主総会及びそ
の発行に関する取締役会の決議内容を証する

書面 
（２）  新規上場申請者と前号の決議により新株

「上場日の前日又は新株引受権の行使を行う日

のいずれか早い日まで所有すること。」と読み

替えるものとする。 
 
（報酬として譲り受けた新株引受権証券の新株引

受権を行使して取得した新株に関する規制の取

扱い） 
第１９条の２  第１５条第２項の規定は、上場前
公募等規則第２０条の２において準用する同第

１７条の２第１項に規定する「新株発行を行っ

ている」かどうかの認定について準用する。 
２  第１５条第３項の規定は、上場前公募等規則
第２０条の２において準用する同第１７条の２

第１項に規定する「前条第１項に規定する事項」

について準用する。この場合において、第１５

条第３項中「上場日以後６か月間を経過する日

（当該日において新株発行の効力発生日以後１

年間を経過していない場合には、新株発行の効

力発生日以後１年間を経過する日）まで」とあ

るのは「上場日の前日まで」と読み替えるもの

とする。 
３  新規上場申請者は、上場申請日前に行った上
場前公募等規則第２０条の２の規定の適用を受

ける新株発行については上場申請日に、上場申

請日以後に行った同条の規定の適用を受ける新

株発行については当該新株発行後直ちに、同条

において準用する同第１７条の２第１項に規定

する確約を証する書面を本所に提出しなければ

ならない。 
 
 
４  第１６条第１項の規定は、上場前公募等規則
第２０条の２において準用する同第１８条第１

項ただし書に規定する「本所が正当な理由があ

るものとして認める場合」について準用する。

この場合において、第１６条第１項中「割当新

株又は取得株式」とあるのは「上場前公募等規

則第２０条の規定の適用を受ける新株引受権証
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予約権証券の割当を受ける者との新株予約権

の発行に関する契約内容を証する書面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ストックオプションとしての新株予約権証券の

新株予約権を行使して取得した株式の所有に関

する規制の取扱い） 
第１９条の３  第１６条第１項の規定は、上場前
公募等規則第２０条の３において準用する同第

１８条第１項ただし書に規定する「本所が正当

な理由があるものとして認める場合」について

準用する。この場合において、第１６条第１項

中「割当新株又は取得株式」とあるのは「上場

前公募等規則第２０条の規定の適用を受ける新

株予約権証券の新株予約権を行使して取得した

株式又は当該新株の株式分割若しくは他の種類

の株式への転換により取得した株式」と読み替

えるものとする。 
２  第１６条第２項の規定は、上場前公募等規則

券の新株引受権を行使して取得した新株又は当

該新株の株式分割若しくは他の種類の株式への

転換により取得した株式」と読み替えるものと

する。 
５  第１６条第２項の規定は、上場前公募等規則
第２０条において準用する同第１８条第２項に

規定する書面について準用する。この場合にお

いて、第１６条第２項中「割当新株又は取得株

式」とあるのは「上場前公募等規則第２０条の

規定の適用を受ける新株引受権証券の新株引受

権を行使して取得した新株又は当該新株の株式

分割若しくは他の種類の株式への転換により取

得した株式」と読み替えるものとする。 
６  第１６条第３項の規定は、上場前公募等規則
第２０条の２において準用する同第１８条第３

項に規定する報告について準用する。この場合

において、第１６条第３項中「割当新株又は取

得株式」とあるのは「上場前公募等規則第２０

条の規定の適用を受ける新株引受権証券の新株

引受権を行使して取得した新株又は当該新株の

株式分割若しくは他の種類の株式への転換によ

り取得した株式」と読み替えるものとする。 
 
 
 
 
（新設） 
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第２０条の３において準用する同第１８条第２

項に規定する書面について準用する。この場合

において、第１６条第２項中「割当新株又は取

得株式」とあるのは「上場前公募等規則第２０

条の規定の適用を受ける新株予約権証券の新株

予約権を行使して取得した株式又は当該株式の

株式分割若しくは他の種類の株式への転換によ

り取得した株式」と読み替えるものとする。 
３  第１６条第３項の規定は、上場前公募等規則
第２０条の３において準用する同第１８条第３

項に規定する報告について準用する。この場合

において、第１６条第３項中「割当新株又は取

得株式」とあるのは「上場前公募等規則第２０

条の規定の適用を受ける新株予約権証券の新株

予約権を行使して取得した株式又は当該株式の

株式分割若しくは他の種類の株式への転換によ

り取得した株式」と読み替えるものとする。 
 
第１９条の４  （略） 
 
第１９条の５  （略） 
 

平成１３年９月４日改正付則 
１  （略） 
２  前項の規定にかかわらず、この改正規定施行
の際、現に上場申請を行っている新規上場申請

者が、この改正規定施行の日以後に新株、新株

予約権又は新株予約権付社債の発行を行う場合

は、改正後の規定を適用する。 
３  この改正規定施行の日から当分の間、改正後
の第１９条の２の規定の適用については、同条

第４項第１号中「新株予約権の発行」とあるの

は「新株予約権の発行又は改正前の新規事業法

等の規定による決議」と、「その発行」とある

のは「その発行又はその決議」と、同項第２号

中「新株予約権証券の割当を受ける者」とある

のは「新株予約権証券の割当を受ける者又は新

株の割当を受ける者とされたもの」と、「新株

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１９条の３  （略） 
 
第１９条の４  （略） 
 

平成１３年９月４日改正付則 
１  （略） 
２  前項の規定にかかわらず、この改正規定施行
の際、現に上場申請を行っている新規上場申請

者が、この改正規定施行の日以後に新株、転換

社債又は新株引受権付社債の発行を行う場合

は、改正後の規定を適用する。 
３  この改正規定施行の日から当分の間、改正後
の第１５条の２の規定の適用については、同条

第４項第１号中「新株引受権の付与」とあるの

は「新株引受権の付与又は改正前の新規事業法

等の規定による決議」と、「その付与」とある

のは「その付与又はその決議」と、同項第２号

及び第５項第２号中「付与される者」とあるの

は「付与される者又は新株の割当を受ける者と

されたもの」と、「新株引受権の付与」とある
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予約権証券の割当」とあるのは「新株予約権証

券の割当又は新株発行」とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４  この改正規定施行の日から当分の間、上場前
公募等規則平成１３年９月４日改正付則第４項

に規定する通知は、次の各号に掲げる書面を、

本所に提出することにより行うものとする。 
（１）  上場前公募等規則平成１３年９月４日改
正付則第４項に規定する上場申請日以後にお

いて効力を有する改正前の新規事業法等の規

定による決議に係る株主総会及び当該株主総

会に関する取締役会の決議内容を証する書面 
（２）  新規上場申請者と前号の株主総会決議に
より新株の割当を受ける者とされたものとの

新株発行に関する契約内容を証する書面 
５  前項の書面の提出は、次の各号に定めるとこ
ろによるものとする。 
（１）  上場申請日において前項第１号の決議が
ある場合又は同号の決議が失効している場合 
上場申請日に提出するものとする。 

のは「新株引受権の付与又は新株発行」と、同

条第５項第１号中「新株引受権に係る株主総会」

とあるのは「新株引受権に係る株主総会又は第

１７条の２第３項に規定する上場申請日以後に

おいて効力を有する改正前の新規事業法等の規

定による決議に係る株主総会及び当該株主総

会」と、「証する書面」とあるのは「証する書

面（割当に係る決議が失効している場合には、

その失効日及び失効理由を記載した書面を含

む。）」と、同条第６項第１号中「新株引受権

がある場合」とあるのは「新株引受権がある場

合、前項第１号の決議がある場合又は同号の決

議が失効している場合」と、同条第６項第２号

中「付与を行っている場合」とあるのは、「付

与を行っている場合、改正前の新規事業法等の

規定による決議を行った場合又は改正前の新規

事業法等の規定による決議が失効した場合」と、

「当該新株引受権付与後」とあるのは「当該新

株引受権付与後、改正前の新規事業法等の規定

による決議を行った後又は当該株主総会決議が

失効した後」とする。 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
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（２）  上場申請日の後に上場前公募等規則平成
１３年９月４日改正付則第４項の改正前の新

規事業法等の規定による決議を行った場合又

は改正前の新規事業法等の規定による決議が

失効した場合 
改正前の新規事業法等の規定による決議を

行った後又は当該株主総会決議が失効した後

遅滞なく提出するものとする。ただし、当取引

所が上場を承認する日の前日を超えてはなら

ない。 
 

付  則 
１  この改正規定は、平成１４年４月１日から施
行する。 
２  前項の規定にかかわらず、商法等の一部を改
正する法律（平成１３年法律第１２８号。以下

この付則において「商法等改正法」という。）

附則第６条第１項の規定によりなお従前の例に

よるとされた新株引受権及びその行使により発

行又は移転された株式に関しては、なお従前の

例による。 
３  商法等改正法附則第７条第１項の規定により
なお従前の例によるとされた転換社債又は新株

引受権付社債（次項ただし書に規定する新株引

受権付社債を除く。）は、新株予約権付社債と

みなして、改正後の規定を適用する。 
４  前項の新株引受権付社債を発行する際に商法
等改正法による改正前の商法第３４１条の１３

第１項の規定に基づき発行する新株引受権証券

は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定

を適用する。ただし、当該新株引受権証券のう

ち、改正前の第２０条第１項の規定に適合する

新株引受権証券並びにその新株引受権証券に係

る新株引受権付社債及びその新株引受権証券の

新株引受権の行使により発行又は移転された株

式に関しては、なお従前の例による。 
５  改正後の第５条の規定は、この改正規定の施
行の日以後に行う公募又は売出し若しくは株券
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等の移動から適用する。 
 
別添１  類似会社比準価格の算定根拠 
類似会社比準価格の算定については、以下に定

めるところによるものとする。 
１．（略） 
２．類似会社比準価格算定式 
類似会社比準価格は次の書式により算定した

価格とする。 
（略） 
（１）～（３）  （略） 
（４）  前２号の発行済株式総数に増加があっ
た場合には、新株予約権若しくはこれに準ず

る権利又は転換請求権が存在する場合を含む

ものとする。この場合における１株当たり純

利益額及び１株当たり純資産額は、前２号に

規定する算出方法にかかわらず、財務諸表等

規則第９５条の５の２第２項に規定する潜在

株式調整後の１株当たり純利益金額の算出方

法その他の合理的な算出方法により算出した

金額とする。 
（５）～（７）  （略） 
３．（略） 
 

 
 
別添１  類似会社比準価格の算定根拠 
類似会社比準価格の算定については、以下に定

めるところによるものとする。 
１．（略） 
２．類似会社比準価格算定式 
類似会社比準価格は次の書式により算定した

価格とする。 
（略） 
（１）～（３）  （略） 
（４）  前２号の発行済株式総数に増加があっ
た場合には、新株引受権若しくはこれに準ず

る権利又は転換請求権が存在する場合を含む

ものとする。この場合における１株当たり純

利益額及び１株当たり純資産額は、前２号に

規定する算出方法にかかわらず、財務諸表等

規則第９５条の５の２第２項に規定する潜在

株式調整後の１株当たり純利益金額の算出方

法その他の合理的な算出方法により算出した

金額とする。 
（５）～（７）  （略） 
３．（略） 
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上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱いの一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

１．の２  第２条（会社情報の開示）第１項関係 
（１）  第１項に規定する投資者の投資判断に及
ぼす影響が軽微なものとして本所が定める基

準のうち同項第１号に掲げる事項に係るもの

は、次のａからｌまでに掲げる区分に応じ当該

ａからｌまでに定めることとする。 
ａ  第１号ａに掲げる事項 
発行価額又は売出価額の総額（当該有価証

券が新株予約権証券である場合には、当該新

株予約権証券の発行価額又は売出価額の総

額に当該新株予約権に係る新株予約権の行

使に際して払い込むべき金額の合計額を合

算した金額）が１億円未満であると見込まれ

ること。ただし、株主割当（優先出資者割当

を含む。）により発行する場合を除く。 
ｂ～ｌ  （略） 
（２）  （略） 
（３）  上場会社が親会社等（親会社（財務諸表
等規則第８条第３項に規定する親会社をい

う。）及び上場会社が他の会社の関連会社であ

る場合における当該他の会社をいうものとし、

この場合において、これらの会社が複数あると

きは、上場会社に与える影響が最も大きいと認

められる会社をいうものとし、その影響が同等

であると認められるときは、いずれか一つの会

社をいうものとする。ただし、Ｑ－Ｂｏａｒｄ

の上場会社である場合には、当該上場会社の総

株主の議決権（株券上場審査基準第４条第１項

第２号ａに規定する総株主の議決権をいう。以

下この（３）において同じ。）の過半数を保有

している会社（当該上場会社の総株主の議決権

の過半数を実質的に保有している会社を含

む。）をいう。以下同じ。）を有している場合

は、第２号ｕに掲げる事実には、次に掲げる事

実を含むものとする。ただし、当該親会社等が

１．の２  第２条（会社情報の開示）第１項関係 
（１）  第１項に規定する投資者の投資判断に及
ぼす影響が軽微なものとして本所が定める基

準のうち同項第１号に掲げる事項に係るもの

は、次のａからｌまでに掲げる区分に応じ当該

ａからｌまでに定めることとする。 
ａ  第１号ａに掲げる事項 
発行価額又は売出価額の総額が１億円未

満であると見込まれること。ただし、優先出

資証券にあっては、優先出資をその券面額を

発行価額として優先出資者に対しその有す

る優先出資の数に応じて発行する場合を除

く。 
 
 
ｂ～ｌ  （略） 
（２）  （略） 
（３）  上場会社が親会社等（親会社（財務諸表
等規則第８条第３項に規定する親会社をい

う。）及び上場会社が他の会社の関連会社であ

る場合における当該他の会社をいうものとし、

この場合において、これらの会社が複数あると

きは、上場会社に与える影響が最も大きいと認

められる会社をいうものとし、その影響が同等

であると認められるときは、いずれか一つの会

社をいうものとする。ただし、Ｑ－Ｂｏａｒｄ

の上場会社である場合には、当該上場会社の議

決権（商法第２４１条第３項の規定により議決

権を有しないこととなる場合における当該議

決権を含む。以下この（３）において同じ。）

の過半数を所有している会社（当該上場会社の

議決権の過半数を実質的に所有している会社

を含む。）をいう。以下同じ。）を有している

場合は、第２号ｕに掲げる事実には、次に掲げ

る事実を含むものとする。ただし、当該親会社
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国内の証券取引所に上場又は日本証券業協会

に登録されている株券の発行者である場合そ

の他本所が適当と認める者である場合は、この

限りでない。 
ａ～ｃ  （略） 
（４）  （略） 

 
５．第５条（決定事項等に係る通知及び書類の提

出）関係 
（１）・（２）  （略） 
（３）  第１項に規定する書類の提出は、次のａ
からｎまでに掲げる事項について決議又は決

定を行った場合に、当該ａからｎまでに定める

ところにより行うものとする。 
ａ～ｍ  （略） 
ｎ  第１２号に掲げる事項 
（ａ）  （略） 
（ｂ）  発行価格若しくは売出価格（他の種
類の株式への転換が行われる株式（これら

の有価証券に係る権利を表示する預託証

券を含む。）にあっては発行価格及び転換

の条件又は売出価格、新株予約権又は新株

予約権付社債（新株予約権又は新株予約権

付社債に係る権利を表示する預託証券を

含む。）にあっては発行価格及び新株予約

権の内容又は売出価格）が決定された場合 
次に掲げるところによる「発行価格（売

出価格）通知書」 
イ・ロ  （略） 
（ｃ）  （略） 

（４）  （略） 
（５）  第１３号に規定する事項には、次に掲げ
る事項を含むものとする。 
ａ・ｂ  （略） 
ｃ  他の種類の株式への転換が行われる株式
の転換条件又は新株予約権の内容の変更 

 
ｄ  新株予約権付社債の償還条件又は新株予

等が国内の証券取引所に上場又は日本証券業

協会に登録されている株券の発行者である場

合その他本所が適当と認めるものである場合

は、この限りでない。 
ａ～ｃ  （略） 
（４）  （略） 

 
５．第５条（決定事項等に係る通知及び書類の提

出）関係 
（１）・（２）  （略） 
（３）  第１項に規定する書類の提出は、次のａ
からｎまでに掲げる事項について決議又は決

定を行った場合に、当該ａからｎまでに定める

ところにより行うものとする。 
ａ～ｍ  （略） 
ｎ  第１２号に掲げる事項 
（ａ）  （略） 
（ｂ）  発行価格若しくは売出価格（転換社
債又は転換株式（これらの有価証券に係る

権利を表示する預託証券を含む。）にあっ

ては発行価格及び転換の条件又は売出価

格、新株引受権付社債（新株引受権付社債

に係る権利を表示する預託証券を含む。）

にあっては発行価格及び新株引受権の内

容又は売出価格）が決定された場合 
次に掲げるところによる「発行価格（売

出価格）通知書」 
 
イ・ロ  （略） 
（ｃ）  （略） 

（４）  （略） 
（５）  第１３号に規定する事項には、次に掲げ
る事項を含むものとする。 
ａ・ｂ  （略） 
ｃ  転換社債若しくは転換株式の転換条件又
は新株引受権付社債の新株引受権の内容の

変更 
ｄ  転換社債の償還条件の変更 



 

- 113 - 

約権の消却条件の変更 
ｄの２～ｋ  （略） 
（６）・（７）  （略） 

 
６．第６条（上場申請の手続）関係 
（１）  上場会社は、他の種類の株式への転換が
行われる株式、新株予約権若しくは新株予約権

付社債を発行した場合には、転換開始日又は新

株予約権の行使開始日の２週間前にあらかじ

め当該他の種類の株式への転換が行われる株

式の転換によって発行することとなる株式数

又はこれらの新株予約権の行使によって発行

することとなる株式数について、一括して上場

申請の手続を行うものとする。 
 
（２）  （略） 

 
８．第７条（新株予約権の行使通知等）関係 
（１）  第７条第１項の規定により上場会社が行
う他の種類の株式への転換が行われる株式の

株式への転換通知又は新株予約権の行使通知

及びその時期は、次に掲げるところによるもの

とする。 
 
ａ  有価証券転換報告書又は新株予約権行使
報告書（月間報告）               翌月初 
ｂ  次の場合における株式への転換通知又は
新株予約権の行使通知（ファクシミリによる

送信を含む。） 
（ａ）  月初からの転換累計若しくは行使累
計又は同月中における通知後の転換累計

若しくは行使累計が、新株予約権証券各銘

柄については新株予約権の残高の１０％

以上、新株予約権付社債等各銘柄について

は未償還額面総額（期中償還請求権が付さ

れている上場新株予約権付社債等各銘柄

については、上場額面総額）の１０％以上、

他の種類の株式への転換が行われる株式

 
ｄの２～ｋ  （略） 
（６）・（７）  （略） 

 
６．第６条（上場申請の手続）関係 
（１）  上場会社は、転換社債、転換株式若しく
は新株引受権付社債を発行した場合又は商法

第２８０条の１９第１項の新株引受権を付与

した場合には、転換開始日又は新株引受権の行

使開始日の２週間前にあらかじめ当該転換社

債若しくは転換株式の転換によって発行する

こととなる株式数又はこれらの新株引受権の

行使によって発行することとなる株式数につ

いて、一括して上場申請の手続を行うものとす

る。 
（２）  （略） 

 
８．第７条（転換社債の転換の通知等）関係 
（１）  第７条第１項の規定により上場会社が行
う転換社債若しくは転換株式の株式への転換

通知又は新株引受権付社債の新株引受権若し

くは商法第２８０条の１９第１項の新株引受

権の行使通知及びその時期は、次に掲げるとこ

ろによるものとする。 
ａ  有価証券転換報告書又は新株引受権行使
報告書（月間報告）               翌月初 
ｂ  次の場合における株式への転換通知又は
新株引受権の行使通知（ファクシミリによる

送信を含む。） 
（ａ）  月初からの転換累計若しくは行使累
計又は同月中における通知後の転換累計

若しくは行使累計が、新株引受権証券各銘

柄については新株引受権の残高の１０％

以上、転換社債各銘柄については未償還額

面総額（期中償還請求権が付されている上

場転換社債各銘柄については、上場額面総

額）の１０％以上、転換株式各銘柄につい

ては未転換株式数の１０％以上、新株引受
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各銘柄については未転換株式数の１０％

以上となった場合     その都度遅滞なく 
 
（ｂ）  上場新株予約権証券各銘柄の上場総
数が５００証券未満となった場合、３００

証券未満となった場合及び上場総数のす

べてについて新株予約権の行使が行われ

た場合、上場新株予約権付社債等の各銘柄

の上場額面総額が５億円未満となった場

合、３億円未満となった場合及び上場額面

総額のすべてについて新株予約権の行使

が行われた場合又は上場している他の種

類の株式への転換が行われる株式各銘柄

の上場株式数が５，０００単位未満となっ

た場合、１，０００単位未満となった場合

及び上場株式総数のすべてについて転換

が行われた場合                 直ちに 
（ｃ）  期中償還請求権が付されている上場
新株予約権付社債等の期中償還請求権の

行使が行われた後に、当該期中償還請求に

替えて新株予約権の行使が行われた場合 
本所が請求する都度遅滞なく 

（２）  第７条第２項の規定により上場会社が行
う期中償還請求権が付されている上場新株予

約権付社債等の期中償還請求権の行使通知及

びその時期は、次に掲げるところによるものと

する。 
ａ・ｂ  （略） 

 

付    則 

１  この改正規定は、平成１４年４月１日から施
行する。 
２  商法等の一部を改正する法律（平成１３年法
律第１２８号。以下この付則において「商法等

改正法」という。）附則第６条第１項の規定に

よりなお従前の例によるとされた新株引受権

は、新株予約権とみなして、改正後の規定を適

用する。 

権付社債各銘柄については新株引受権の

残高の１０％以上となった場合 
                       その都度遅滞なく 
（ｂ）  上場新株引受権証券各銘柄の上場総
数が５００証券未満となった場合、３００

証券未満となった場合及び上場総数のす

べてについて新株引受権の行使が行われ

た場合、上場転換社債若しくは上場新株引

受権付社債の各銘柄の上場額面総額が５

億円未満となった場合、３億円未満となっ

た場合及び上場額面総額のすべてについ

て転換若しくは新株引受権の行使が行わ

れた場合又は上場転換株式各銘柄の上場

株式数が５，０００単位未満となった場

合、１，０００単位未満となった場合及び

上場株式総数のすべてについて転換が行

われた場合                     直ちに 
（ｃ）  期中償還請求権が付されている上場
転換社債の期中償還請求権の行使が行わ

れた後に、当該期中償還請求に替えて転換

が行われた場合 
本所が請求する都度遅滞なく 

（２）  第７条第２項の規定により上場会社が行
う期中償還請求権が付されている上場転換社

債の期中償還請求権の行使通知及びその時期

は、次に掲げるところによるものとする。 
 
ａ・ｂ  （略） 
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３  商法等改正法附則第７条第１項の規定により
なお従前の例によるとされた転換社債又は新株

引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、

改正後の規定を適用する。 
４  前項の新株引受権付社債を発行する際に商法
等改正法による改正前の商法第３４１条の１３

第１項の規定に基づき発行する新株引受権証券

は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定

を適用する。 
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第三者割当等により発行された新株の譲渡の報告等に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（適用除外） 
第１条の２  この規則の規定は、新株予約権の行
使により発行された新株その他当取引所が別に

定める新株については、適用しない。 
 
 

平成９年６月１日改正付則 
１  （略） 
２  この改正規定施行の日から当分の間、第１条
の２の改正規定の適用については、同条中「新

株予約権の行使により」とあるのは、「新株予

約権の行使により又は商法の一部を改正する法

律（平成９年法律第５６号）附則第９条又は商

法等の一部を改正する法律（平成１３年法律第

１２８号）附則第１０条による改正前の商法の

一部を改正する法律附則第１１条の規定による

改正前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法

（平成元年法律第５９号）第８条第１項若しく

は改正前の特定通信・放送開発事業実施円滑化

法（平成２年法律第３５号）第８条第１項の規

定による決議に基づき」と読み替える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

付  則 
１  この改正規定は、平成１４年４月１日から施

（適用除外） 
第１条の２  この規則の規定は、商法第２８０条
の１９第１項の新株引受権の行使により発行さ

れた新株その他当取引所が別に定める新株につ

いては、適用しない。 
 

平成９年６月１日改正付則 
１  （略） 
２  第１条の２の改正規定の適用については、同
条中「商法第２８０条の１９第１項の新株引受

権の行使により」とあるのは、平成９年６月１

日から同年９月３０日までの間は、「特定新規

事業実施円滑化臨時措置法（平成元年法律第５

９号）第８条第１項又は特定通信・放送開発事

業実施円滑化法（平成２年法律第３５号）第８

条第１項の規定による決議に基づき」と、平成

９年１０月１日から平成１０年３月３１日まで

の間は、「商法第２８０条の１９第１項の新株

引受権の行使により又は特定新規事業実施円滑

化臨時措置法（平成元年法律第５９号）第８条

第１項若しくは特定通信・放送開発事業実施円

滑化法（平成２年法律第３５号）第８条第１項

の規定による決議に基づき」と、平成１０年４

月１日から当分の間は、「商法第２８０条の１

９第１項の新株引受権の行使により又は商法の

一部を改正する法律（平成９年法律第５６号）

附則第９条若しくは第１１条の規定による改正

前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法（平成

元年法律第５９号）第８条第１項若しくは改正

前の特定通信・放送開発事業実施円滑化法（平

成２年法律第３５号）第８条第１項の規定によ

る決議に基づき」と読み替える。 
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行する。 
２  商法等の一部を改正する法律（平成１３年法
律第１２８号）附則第６条第１項の規定により

なお従前の例によるとされた新株引受権は、新

株予約権とみなして、改正後の規定を適用する。 
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株券上場廃止基準の取扱いの一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

１．第２条（上場廃止基準）関係 
（１）  （略） 
（２） 株式の分布状況 

    ａ  第２号ａに規定する「１か年以内に上場

株式数の８０％以下とならないとき」又は

同号ｂに規定する「１か年以内に１５０人

以上とならないとき」とは、審査対象決算

期（審査を行う対象となる決算期をいう。

以下同じ。）の翌日から起算して１か年目

の日（決算期の変更により当該１か年目の

日が上場銘柄の株券（優先出資証券を含む。

以下同じ。）の発行者の決算期に当たらな

いときは、当該１か年目の日の後最初に到

来する決算期）までの期間（以下「猶予期

間」という。）内において上場株式数の８

０％以下とならないとき又は１５０人以上

とならないときをいうものとする。（猶予

期間の最終日現在の上場株式数を基準とす

る。） 

 

 

  ｂ～ｍ （略） 

（３）～（６）  （略） 
（７）  営業活動の停止 
ａ  （略） 
ｂ 第７号に規定する「これに準ずる状態に

なった場合」には、上場会社が合併又はそ

の他の事由により解散する場合を含むもの

とする。この場合において、次の（ａ）か

ら（ｃ）までに掲げる日に同号に該当する

ものとして取り扱う。 
（ａ）  上場会社が、合併により解散する場
合のうち、次のいずれかに該当する場合

は、原則として合併期日（被合併会社株式

１．第２条（上場廃止基準）関係 
（１）  （略） 
 （２） 株式の分布状況 

    ａ  第２号ａに規定する「１か年以内に上場

株式数の８０％以下とならないとき」又は

同号ｂに規定する「１か年以内に１５０人

以上とならないとき」とは、審査対象決算

期（審査を行う対象となる決算期をいう。

以下同じ。）の翌日から起算して１か年目

の日（上場銘柄の株券（優先出資証券を含

む。以下同じ。）が財団法人証券保管振替

機構が保管振替事業において取り扱う株券

である場合であって、決算期の変更により

当該１か年目の日が当該株券の発行者の決

算期に当たらないときは、当該１か年目の

日後最初に到来する決算期）までの期間（以

下「猶予期間」という。）内において上場

株式数の８０％以下とならないとき又は１

５０人以上とならないときをいうものとす

る。（猶予期間の最終日現在の上場株式数

を基準とする。） 

  ｂ～ｍ （略） 

（３）～（６）  （略） 
（７）  営業活動の停止 
ａ  （略） 
ｂ 第７号に規定する「これに準ずる状態に

なった場合」には、上場会社が合併又はそ

の他の事由により解散する場合を含むもの

とする。この場合において、次の（ａ）か

ら（ｃ）までに掲げる日に同号に該当する

ものとして取り扱う。 
（ａ）  上場会社が、合併により解散する場
合のうち、次のいずれかに該当する場合

は、合併期日（株券の提出を必要とする場
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１株に対して１株を超える数の新株式が

割り当てられる場合（旧株券と新株券の双

方が上場されることとなる場合を除く。）

又は被合併会社株式１株に対して１株に

満たない数の新株式が割り当てられる場

合には、新株式の割当てに係る基準日の３

日前（休業日を除外する。以下日数計算に

ついて同じ。）の日（当該基準日が休業日

に当たる場合には、当該基準日の４日前の

日） 
イ・ロ  （略） 
（ｂ）・（ｃ）  （略） 
（８）  （略） 
（９）  財務諸表等又は中間財務諸表等に係る
虚偽記載又は不適正意見等 
ａ  （略） 
ｂ  第１０号ｂに規定する「本所が別に定め
る場合」とは、天災地変等、上場会社の責

めに帰すべからざる事由によるものである

場合をいうものとする。 
（１０）～（１２）  （略） 

 
６．第４条（上場廃止前の取扱い）関係 
（１） 「本所が必要であると認めた時」の取扱

い 
第２条の各号又は第２条の２の各号に該当

することとなった銘柄は、原則として「本所が

必要であると認めた」ものとして取り扱う。た

だし、次のａからｃまでに該当する銘柄につい

ては、当該ａからｃまでに定めるところに従っ

て上場廃止する。 
ａ  第２条第７号のうち、本取扱い１．（７）
ｂの（ａ）に規定する合併による解散の場合

に該当する銘柄 
原則として、合併期日（被合併会社株式１

株に対して１株を超える数の新株式が割り

当てられる場合（旧株券と新株券の双方が上

場されることとなる場合を除く。）又は被合

合には、株券提出期間満了の日の３日前

（休業日を除外する。以下日数計算につい

て同じ。）の日（株券提出期間満了の日が

休業日に当たる場合には、株券提出期間満

了の日の４日前の日）） 
 
 
 
 
 
イ・ロ  （略） 
（ｂ）・（ｃ）  （略） 
（８）  （略） 
（９）  財務諸表等又は中間財務諸表等に係る
虚偽記載又は不適正意見等 
ａ  （略） 
ｂ  第９号ｂに規定する「本所が別に定める
場合」とは、天災地変等、上場会社の責め

に帰すべからざる事由によるものである場

合をいうものとする。 
（１０）～（１２）  （略） 

 
６．第４条（上場廃止前の取扱い）関係 
（１）  「本所が必要であると認めた時」の取
扱い 
第２条の各号又は第２条の２の各号に該当

することとなった銘柄は、原則として「本所が

必要であると認めた」ものとして取り扱う。た

だし、次のａからｃまでに該当する銘柄につい

ては、当該ａからｃまでに定めるところに従っ

て上場廃止する。 
ａ  第２条第７号のうち、本取扱い１．（７）
ｂの（ａ）に規定する合併による解散の場合

に該当する銘柄 
原則として、合併期日（株券の提出を必要

とする場合には、株券提出期間満了の日の３

日前の日（株券提出期間満了の日が休業日に

当たる場合には、株券提出期間満了の日の４



 

- 120 - 

併会社株式１株に対して１株に満たない数

の新株式が割り当てられる場合には、新株式

の割当てに係る基準日の３日前の日（当該基

準日が休業日に当たる場合には、当該基準日

の４日前の日））に上場廃止する。 
ｂ  （略） 
ｃ  第２条第１５号（第２条の２第３号による
場合を含む。）のうち、上場会社が株券の不

正発行を行った場合に該当する銘柄につい

ては、遅滞なく上場廃止する。 
（２） 「上場廃止前一定期間」の取扱い 
前（１）の規定により本所が必要であると認

めた銘柄の売買の期間は、次のａからｃまでに

定めるほか、本所が当該銘柄の上場廃止を決定

した日の翌日から起算して、原則として３か月

間とする。ただし、本所が速やかに上場廃止す

べきであると認めた場合は、この限りでない。 
ａ・ｂ （略） 
ｃ  第２条第１５号（第２条の２第３号による

場合を含む。）に該当することとなった銘柄

については、本所が当該銘柄の上場廃止を決

定した日の翌日から起算して３か月間の範

囲内の日で、その都度決定するものとする。 
 

付    則 

１ この改正規定は、平成１４年４月１日から施

行する。 

２ １．（２）ａ中「決算期の変更により当該１

か年目の日が上場銘柄の株券（優先出資証券を

含む。以下同じ。）の発行者の決算期に当たら

ないとき」とあるのは、当分の間、「上場銘柄

の株券（優先出資証券を含む。以下同じ。）が

指定保管振替機関が保管振替事業において取り

扱う株券である場合であって、決算期の変更に

より当該１か年目の日が当該株券の発行者の決

算期に当たらないとき」と読み替えるものとす

る。 

日前の日））に上場廃止する。 
 
 
 
 
ｂ  （略） 
ｃ  第２条第１４号（第２条の２第３号による
場合を含む。）のうち、上場会社が株券の不

正発行を行った場合に該当する銘柄につい

ては、遅滞なく上場廃止する。 
（２） 「上場廃止前一定期間」の取扱い 
前（１）の規定により本所が必要であると認

めた銘柄の売買の期間は、次のａからｃまでに

定めるほか、本所が当該銘柄の上場廃止を決定

した日の翌日から起算して、原則として３か月

間とする。ただし、本所が速やかに上場廃止す

べきであると認めた場合は、この限りでない。 
ａ・ｂ （略） 
ｃ  第２条第１４号（第２条の２第３号による

場合を含む。）に該当することとなった銘柄

については、本所が当該銘柄の上場廃止を決

定した日の翌日から起算して３か月間の範

囲内の日で、その都度決定するものとする。 
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優先株に関する有価証券上場規程の特例の取扱いの一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

２．第３条（上場審査基準）関係 

 （１）・（２） （略） 

 （３） 第２号ｃに規定する指定保管振替機関

として本所が指定するものは、財団法人証券

保管振替機構とする。 

 

３．第４条（上場廃止基準）関係 

 （１） （略） 

 （２） 第２項第２号に規定する株式の分布状

況の取扱いは、次のとおりとする。 

 ａ～ｃ  （略） 

 ｄ  「１か年以内に上場株式数の７５％以下

とならないとき」又は「１か年以内に１５

０人に達しないとき」とは、審査対象決算

期の翌日から起算して１か年目の日（上場

銘柄の優先株が指定保管振替機関が保管振

替事業において取り扱う株券である場合で

あって、決算期の変更により当該１か年目

の日が当該優先株の発行者の決算期に当た

らないときは、当該１か年目の日後最初に

到来する決算期）までの期間内において上

場株式数の７５％以下とならないとき又は

当該人数に達しないときをいうものとす

る。（当該期間の最終日現在の上場株式数

を基準とする。） 

 

 ｅ～ｉ  （略） 

 （３）～（５） （略） 

  

付  則 

 この改正規定は、平成１４年４月１日から施行

する。 

２．第３条（上場審査基準）関係 

 （１）・（２） （略） 

 （新設） 

 

 

 

３．第４条（上場廃止基準）関係 

 （１） （略） 

 （２） 第２項第２号に規定する株式の分布状

況の取扱いは、次のとおりとする。 

 ａ～ｃ  （略） 

 ｄ  「１か年以内に上場株式数の７５％以下

とならないとき」又は「１か年以内に１５

０人に達しないとき」とは、審査対象決算

期の翌日から起算して１か年目の日（上場

銘柄の優先株が財団法人証券保管振替機構

が保管振替事業において取り扱う株券であ

る場合であって、決算期の変更により当該

１か年目の日が当該優先株の発行者の決算

期に当たらないときは、当該１か年目の日

後最初に到来する決算期）までの期間内に

おいて上場株式数の７５％以下とならない

とき又は当該人数に達しないときをいうも

のとする。（当該期間の最終日現在の上場

株式数を基準とする。） 

 ｅ～ｉ  （略） 

 （３）～（５） （略） 
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転換社債券上場契約書の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

新株予約権社債券等上場契約書 
 

新株予約権付社債券等上場契約書 
 

  平成 年 月 日 
証券会員制法人福岡証券取引所 
 理事長              殿 
 

本店所在地         
会社名                印 
代表者の 
役職氏名                印 
（コード番号     ） 

 
          （以下「会社」という。）

は、その発行する新株予約権付社債券等を上場す

るについて、証券会員制法人福岡証券取引所（以

下「取引所」という。）が定めた次の事項を承諾

します。 
１．取引所が現に制定している及び将来制定又は

改正することのある業務規程、有価証券上場規

程、その他の規則並びにこれらの取扱いに関す

る規定及び理事会決定（以下「諸規則等」とい

う。）のうち、会社及び上場される会社の新株

予約権付社債券等（以下「上場新株予約権付社

債券等」という。）に適用のあるすべての規定

を遵守すること。 
２．諸規則等に基づいて、取引所が行う上場新株

予約権付社債券等に対する上場廃止、売買停止

その他の措置に従うこと。 
 

付  則 
１ この改正規定は、平成１４年４月１日から施

転換社債券上場契約書 
 

転換社債券上場契約書 
 

  平成 年 月 日 
証券会員制法人福岡証券取引所 
 理事長              殿 
 

本店所在地         
会社名                印 
代表者の 
役職氏名                印 
（コード番号     ） 

 
          （以下「会社」という。）

は、その発行する転換社債券を上場するについて、

証券会員制法人福岡証券取引所（以下「取引所」

という。）が定めた次の事項を承諾します。 
１．取引所が現に制定している及び将来制定又は

改正することのある業務規程、有価証券上場規

程、その他の規則並びにこれらの取扱いに関す

る規定及び理事会決定（以下「諸規則等」とい

う。）のうち、会社及び上場される会社の転換

社債券（以下「上場転換社債券」という。）に

適用のあるすべての規定を遵守すること。 
２．諸規則等に基づいて、取引所が行う上場転換

社債券に対する上場廃止、売買停止その他の措

置に従うこと。 
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行する。 

２  商法等の一部を改正する法律（平成１３年法
律第１２８号）附則第７条第１項の規定により

なお従前の例によるとされた転換社債又は新株

引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、

改正後の規定を適用する。 
  
 



 

- 124 - 

転換社債券に関する有価証券上場規程の特例の取扱いの一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

新株予約権付社債券等に関する有価証券上場規程

の特例の取扱い 
 
１．上場申請の取扱い（新株予約権付社債券等に

関する有価証券上場規定の特例（以下「新株予

約権付社債券等特例」という。）第２条関係） 
（１）  （略） 
（２）  第２条第１項第３号に規定する「当該新
株予約権付社債等の本券の見本」には、本所所

定の証券見本目録を添付するものとする。 
（３）  第３条第１項第２号ｃ後段の規定の適用
を受けようとする場合には、第２条第１項第３

号に規定する「当該新株予約権付社債等の本券

の見本」の提出時期を上場日直後とすることが

できるものとする。 
 
２．上場審査基準の取扱い（新株予約権付社債券

等特例第３条関係） 
（１）  発行方法が株主割当又は株主優先募入の
場合は、原則として、第３条第１項第２号ｂに

適合するものとする。 
（２）  第３条第１項第２号ｃ及び同条第２項第
２号ｂに規定する新株予約権付社債等の本券

は、次のａ又はｂに掲げる区分に従い、当該ａ

又はｂに定めるところによるものとし、その本

券（利札を含む。）の様式は、株券上場審査基

準の取扱い２．（８）（株券の様式）によるも

のとする。 
ａ  転換社債型新株予約権付社債券 
額面１００万円券、額面５０万円券又は額

面１０万円券のいずれか一種 
ｂ  前ａ以外の新株予約権付社債券等 
当該新株予約権付社債券等に係る社債券

が額面１００万円券又は額面５０万円券の

いずれか一種であること(当該新株予約権付

転換社債券に関する有価証券上場規程の特例の取

扱い 
 
１．上場申請の取扱い（転換社債券に関する有価

証券上場規程の特例（以下「転換社債券特例」

という。）第２条関係） 
（１）  （略） 
（２）  第２条第１項第３号に規定する「当該転
換社債の本券の見本」には、本所所定の証券見

本目録を添付するものとする。 
（３）  第３条第１項第２号ｃ後段の規定の適用
を受けようとする場合には、第２条第１項第３

号に規定する「当該転換社債の本券の見本」の

提出時期を上場日直後とすることができるも

のとする。 
 
２．上場審査基準の取扱い（転換社債券特例第３

条関係） 
（１）  発行方法が株主割当て又は株主優先募入
の場合は、原則として、第３条第１項第２号ｂ

に適合するものとする。 
（２）  第３条第１項第２号ｃ及び同条第２項第
２号ｂに規定にする転換社債の本券は、額面１

００万円券、額面５０万円券又は額面１０万円

券のいずれか一種とし、その本券（利札を含

む。）の様式は、株券上場審査基準の取扱い２．

（８）（株券の様式）によるものとする。 
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社債等が、新株予約権付社債券等に関する有

価証券上場規程の特例第１条の２の規定に

より新株予約権証券を付した社債券とみな

される社債券及び新株予約権証券である場

合には、当該新株予約権証券が単一の券種で

あること。)。 
（３）  第３条第１項第２号ｄに規定する指定保
管振替機関として本所が指定するものは、財団

法人証券保管振替機構とする。 
 
３．上場廃止基準の取扱い（新株予約権付社債券

等特例第４条関係） 
（１）  第４条第１項第３号に該当する日は、上
場新株予約権付社債券の発行者から当該株式

交換又は株式移転に関する株主総会決議につ

いての書面による報告を受けた日とする。 
（２）  第４条第２項第２号に規定する「新株
予約権の行使期間が満了となる場合」には、新

株予約権付社債等に係る社債の全額について

最終償還期限を繰り上げて償還することとな

る場合又は新株予約権付社債等に係る新株予

約権の全部を消却することにより新株予約権

の行使期間が終了することとなる場合を含む

ものとする。この場合において、当該銘柄の発

行者から、当該償還又は消却を行う旨の取締役

会決議通知書（代表取締役の専決事項である場

合は、決定通知書）による報告を受けたときに、

第４条第２項第２号に該当するものとして取

り扱う。 
（３）  （略） 
（４）  第４条第１項又は第２項の各号のいずれ
かに該当することとなった銘柄の上場廃止日

は、次のとおりとする。 
ａ  （略） 
ｂ  第４条第１項第１号又は同条第２項第１
号若しくは第７号に該当することとなった

銘柄については、原則として、本所が当該銘

柄の上場廃止を決定した日の翌日の１か月

 
 
 
 
 
 
（新設） 

 
 
 
３．上場廃止基準の取扱い（転換社債券特例第４

条関係） 
（１）  第４条第１項第３号に該当する日は、上
場転換社債券の発行者から当該株式交換又は

株式移転に関する株主総会決議についての書

面による報告を受けた日とする。 
（２）  第４条第２項第２号に規定する「転換請
求期間が満了となる場合」には、転換社債の全

額について最終償還期限を繰り上げて償還す

ることにより転換請求期間が終了することと

なる場合を含むものとする。この場合におい

て、当該銘柄の発行者から、当該償還を行う旨

の取締役会決議通知書（代表取締役の専決事項

である場合は、決定通知書）による報告を受け

たときに、第４条第２項第２号に該当するもの

として取り扱う。 
 
 
 
（３）  （略） 
（４）  第４条第１項又は第２項の各号のいずれ
かに該当することとなった銘柄の上場廃止日

は、次のとおりとする。 
ａ  （略） 
ｂ  第４条第１項第１号又は同条第２項第１
号若しくは第６号に該当することとなった

銘柄については、原則として、本所が当該銘

柄の上場廃止を決定した日の翌日の１か月
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目の応答日（応答日がないときはその月の末

日）とし、同項第３号に該当することとなっ

た銘柄については、原則として、本所が当該

銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起

算して２週間を経過した日とする。ただし、

本所が速やかに上場廃止すべきであると認

めた場合は、この限りでない。 
ｃ  第４条第２項第２号に該当することとな
った銘柄のうち、最終償還期限の到来するこ

ととなる又は新株予約権の行使期間が満了

となる銘柄については、次の（ａ）又は（ｂ）

に掲げる銘柄の区分に従い、当該（ａ）又は

（ｂ）に定める日とする。 
（ａ）  最終償還期日（休業日に当たるとき
は、順次繰り上げる。）と新株予約権の行

使期間満了の日（休業日に当たるときは、

順次繰り上げる。）が同日である銘柄（指

定保管振替機関の保管振替事業において

取り扱われている銘柄に限る。） 
新株予約権の行使期間満了の日から起

算して５日前（休業日を除外する。以下日

数計算について同じ。）の日（新株予約権

の行使期間満了の日が休業日に当たる場

合は、新株予約権の行使期間満了の日から

起算して６日前の日） 
（ｂ）  前（ａ）以外の銘柄 
最終償還期日又は新株予約権の行使期

間満了の日のいずれか早い日から起算し

て４日前の日（当該最終償還期日又は新株

予約権の行使期間満了の日が休業日に当

たる場合は、当該最終償還期日又は新株予

約権の行使期間満了の日から起算して５

日前の日） 
ｄ  第４条第２項第２号に該当することとな
った銘柄のうち、新株予約権付社債等に係る

社債の全額について最終償還期限を繰り上

げて償還することとなる又は新株予約権付

社債等に係る新株予約権の全部を消却する

目の応答日（応答日がないときはその月の末

日）とし、同項第３号に該当することとなっ

た銘柄については、原則として、本所が当該

銘柄の上場廃止を決定した日の翌日から起

算して２週間を経過した日とする。ただし、

本所が速やかに上場廃止すべきであると認

めた場合は、この限りでない。 
ｃ  第４条第２項第２号に該当することとな
った銘柄のうち、最終償還期限の到来により

転換請求期間が満了となる銘柄については、

次の（ａ）又は（ｂ）に掲げる銘柄の区分に

従い、当該（ａ）又は（ｂ）に定める日とす

る。 
（ａ）  最終償還期日（休業日に当たるとき
は、順次繰り上げる。）と転換請求期間満

了の日（休業日に当たるときは、順次繰り

上げる。）が同日である銘柄（保管振替機

構の保管振替事業において取り扱われて

いる銘柄に限る。） 
転換請求期間満了の日から起算して５

日前（休業日を除外する。以下日数計算に

ついて同じ。）の日（転換請求期間満了の

日が休業日に当たる場合は、転換請求期間

満了の日から起算して６日前の日） 
 
（ｂ）  前（ａ）以外の銘柄 
転換請求期間満了の日から起算して４

日前の日（転換請求期間満了の日が休業日

に当たる場合は、転換請求期間満了の日か

ら起算して５日前の日） 
 
 
 
ｄ  第４条第２項第２号に該当することとな
った銘柄のうち、転換社債の全額について最

終償還期限を繰り上げて償還することによ

り転換請求期間が終了することとなる銘柄

については、次の（ａ）又は（ｂ）に掲げる
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ことにより新株予約権の行使期間が終了す

ることとなる銘柄については、次の（ａ）又

は（ｂ）に掲げる銘柄の区分に従い、当該（ａ）

又は（ｂ）に定める日とする。ただし、本所

が速やかに上場廃止すべきであると認めた

場合は、この限りでない。 
（ａ）  繰上げ償還の日（休業日に当たると
きは、順次繰り上げる。）と新株予約権の

行使期間終了の日（休業日に当たるとき

は、順次繰り上げる。）が同日である銘柄

（指定保管振替機関の保管振替事業にお

いて取り扱われている銘柄に限る。） 
新株予約権の行使期間終了の日から起

算して５日前の日（新株予約権の行使期間

終了の日が休業日に当たる場合は、新株予

約権の行使期間終了の日から起算して６

日前の日） 
（ｂ）  前（ａ）以外の銘柄 
繰上げ償還の日又は新株予約権の行使

期間終了の日のいずれか早い日から起算

して４日前の日（当該繰上げ償還の日又は

新株予約権の行使期間終了の日が休業日

に当たる場合は、当該繰上げ償還の日又は

新株予約権の行使期間終了の日から起算

して５日前の日） 
ｅ  （略） 
ｆ  第４条第２項第５号に該当することとな
った銘柄については、原則として、分割期日

から起算して５日前の日 
 
 
ｇ  第４条第２項第６号に該当することとな
った銘柄については、本所が当該銘柄の上場

廃止を決定した日の翌日 
ｈ  第４条第２項第８号に該当することとな
った銘柄については、本所がその都度定める

日 
 

銘柄の区分に従い、当該（ａ）又は（ｂ）に

定める日とする。ただし、本所が速やかに上

場廃止すべきであると認めた場合は、この限

りでない。 
 
 
（ａ）  繰上げ償還の日（休業日に当たると
きは、順次繰り上げる。）と転換請求期間

終了の日（休業日に当たるときは、順次繰

り上げる。）が同日である銘柄（保管振替

機構の保管振替事業において取り扱われ

ている銘柄に限る。） 
転換請求期間終了の日から起算して５

日前の日（転換請求期間終了の日が休業日

に当たる場合は、転換請求期間終了の日か

ら起算して６日前の日） 
 
（ｂ）  前（ａ）以外の銘柄 
転換請求期間終了の日から起算して４

日前の日（転換請求期間終了の日が休業日

に当たる場合は、転換請求期間終了の日か

ら起算して５日前の日） 
 
 
 
ｅ  （略） 
ｆ  第４条第２項第５号に該当することとな
った銘柄については、分割期日から起算して

５日前の日（株券の提出を必要とする場合

は、株券提出期間満了の日から起算して４日

前の日） 
（新設） 
 
 
ｇ  第４条第２項第７号に該当することとな
った銘柄については、本所がその都度定める

日 
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４．新株予約権付社債券等の上場手数料及び年賦

課金 
（１）  上場手数料 
ａ・ｂ  （略） 
ｃ  上場手数料は、当該銘柄の上場日前に（新
株予約権付社債券等特例第２条第２項の規

定に基づき上場申請した場合には、同日以後

の日で会社設立後直ちに）納入するものとす

る。 
ｄ  上場会社の合併などにより上場廃止され
た新株予約権付社債券等が上場廃止後６か

月以内に上場される場合の上場手数料は、既

に納入された額を限度として免除すること

ができる。 
（２）  年賦課金 （略） 

 

４．転換社債券の上場手数料及び年賦課金 
 
（１）  上場手数料 
ａ・ｂ  （略） 
ｃ  上場手数料は、当該銘柄の上場日前に（転
換社債券特例第２条第２項の規定に基づき

上場申請した場合には、同日以後の日で会社

設立後直ちに）納入するものとする。 
 
ｄ  上場会社の合併などにより上場廃止され
た転換社債券が上場廃止後６か月以内に上

場される場合の上場手数料は、既に納入され

た額を限度として免除することができる。 
 
（２）  年賦課金 （略） 

 
付  則 

１  この改正規定は、平成１４年４月１日から施
行する。 
２  商法等の一部を改正する法律（平成１３年法
律第１２８号。以下この付則において「商法等

改正法」という。）附則第７条第１項の規定に

よりなお従前の例によるとされた転換社債又は

新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新

株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社

債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後

の規定を適用する。 
３  前項の新株引受権付社債を発行する際に商法
等改正法による改正前の商法第３４１条の１３

第１項の規定に基づき発行する新株引受権証券

は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定

を適用する。 
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新株引受権証券上場契約書の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

新株予約権証券上場契約書 
 

新株予約権証券上場契約書 
 

  平成 年 月 日 
証券会員制法人福岡証券取引所 
 理事長              殿 
 

本店所在地         
会社名                印 
代表者の 
役職氏名                印 
（コード番号     ） 

 
          （以下「会社」という。）

は、その発行する新株予約権証券を上場するにつ

いて、証券会員制法人福岡証券取引所（以下「本

所」という。）が定めた次の事項を承諾します。 
１．取引所が現に制定している及び将来制定又は

改正することのある業務規程、有価証券上場規

程、その他の規則並びにこれらの取扱いに関す

る規定及び理事会決定（以下「諸規則等」とい

う。）のうち、会社及び上場される会社の新株

予約権証券（以下「上場新株予約権証券」とい

う。）に適用のあるすべての規定を遵守するこ

と。 
２．諸規則等に基づいて、取引所が行う上場新株

予約権証券に対する上場廃止、売買停止その他

の措置に従うこと。 
 

付  則 
１ この改正規定は、平成１４年４月１日から施

行する。 

新株引受権証券上場契約書 
 

新株引受権証券上場契約書 
 

  平成 年 月 日 
証券会員制法人福岡証券取引所 
 理事長              殿 
 

本店所在地         
会社名                印 
代表者の 
役職氏名                印 
（コード番号     ） 

 
          （以下「会社」という。）

は、その発行する新株引受権証券を上場するにつ

いて、証券会員制法人福岡証券取引所（以下「本

所」という。）が定めた次の事項を承諾します。 
１．取引所が現に制定している及び将来制定又は

改正することのある業務規程、有価証券上場規

程、その他の規則並びにこれらの取扱いに関す

る規定及び理事会決定（以下「諸規則等」とい

う。）のうち、会社及び上場される会社の新株

引受権証券（以下「上場新株引受権証券」とい

う。）に適用のあるすべての規定を遵守するこ

と。 
２．諸規則等に基づいて、取引所が行う上場新株

引受権証券に対する上場廃止、売買停止その他

の措置に従うこと。 
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２  商法等の一部を改正する法律（平成１３年法
律第１２８号。以下この付則において「商法等

改正法」という。）附則第７条第１項の規定に

よりなお従前の例によるとされた新株引受権付

社債を発行する際に、商法等改正法による改正

前の商法第３４１条の１３第１項の規定に基づ

き発行する新株引受権証券は、新株予約権証券

とみなして、改正後の規定を適用する。 
  
 



 

- 131 - 

新株引受権証券に関する有価証券上場規程の特例の取扱いの一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

新株予約権証券に関する有価証券上場規程の特例

の取扱い 
 
１．第２条（上場申請）関係 
（１）  第２条第１項第２号に規定する「その他
の本所が必要と認める書類」には、次に掲げる

書類を含むものとする。 
ａ・ｂ  （略） 
（２）  第２条第１項第３号に規定する「当該新
株予約権証券の見本」には、本所所定の証券見

本目録を添付するものとする。 
（３）  第３条第１項第２号ｃ後段の規定の適用
を受けようとする場合には、第２条第１項第３

号に規定する「当該新株予約権証券の見本」の

提出時期を上場日直後とすることができるも

のとする。 
 
２．第３条（上場審査基準）関係 
（１）  上場申請された当該新株予約権証券の発
行方法が株主割当又は株主優先募入の場合は、

原則として、第３条第１項第２号ｂに適合する

ものとする。 
（２）  第３条第１項第２号ｃ及び同条第２項第
２号ｂに規定する新株予約権証券は、単一の券

種とし、その様式は、株券上場審査基準の取扱

い２．（８）（株券の様式）によるものとする。 
 
３．第４条（上場廃止基準）関係 
（１）  第４条第２項第２号に規定する「新株予
約権の行使期間が満了となる場合」には、新株

予約権の全部を消却することにより新株予約

権の行使期間が終了することとなる場合を含

むものとする。この場合において、当該銘柄の

発行者から、当該消却を行う旨の取締役会決議

通知書（代表取締役の専決事項である場合に

新株引受権証券に関する有価証券上場規程の特例

の取扱い 
 
１．第２条（上場申請）関係 
（１）  第２条第１項第２号に規定する「その他
本所が必要と認める書類」には、次に掲げる書

類を含むものとする。 
ａ・ｂ  （略） 
（２）  第２条第１項第３号に規定する「当該新
株引受権証券の見本」には、本所所定の証券見

本目録を添付するものとする。 
（３）  第３条第１項第２号ｃ後段の規定の適用
を受けようとする場合には、第２条第１項第３

号に規定する「当該新株引受権証券の見本」の

提出時期を上場日直後とすることができるも

のとする。 
 
２．第３条（上場審査基準）関係 
（１）  上場申請された当該新株引受権証券に係
る新株引受権付社債の発行方法が株主割当て

又は株主優先募入の場合は、原則として、第３

条第１項第２号ｂに適合するものとする。 
（２）  第３条第１項第２号ｃ及び同条第２項第
２号ｂに規定する新株引受権証券は、単一の券

種とし、その様式は、株券上場審査基準の取扱

い２．（８）（株券の様式）によるものとする。 
 
３．第４条（上場廃止基準）関係 
（１）  第４条第１項第３号に該当する日は、上
場新株引受権証券の発行者から当該株式交換

又は株式移転に関する株主総会決議について

の書面による報告を受けた日とする。 
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は、決定通知書）による報告を受けたときに、

第４条第２項第２号に該当するものとして取

り扱う。 
（削る）   
 
 
 
 
 
 
 
（２）  第４条第１項又は第２項の各号のいずれ
かに該当することとなった銘柄の上場廃止日

は、次のとおりとする。 
ａ  第４条第１項第２号に該当することとな
った銘柄については、株券の上場廃止日と同

日とする。ただし、本所が速やかに上場廃止

すべきであると認めた場合は、この限りでな

い。 
ｂ  （略） 
ｃ  第４条第２項第２号に該当することとな
った銘柄については、新株予約権の行使期間

満了の日から起算して４日前（休業日を除外

する。以下日数計算について同じ。）の日（新

株予約権の行使期間満了の日が休業日に当

たる場合は、当該行使期間満了の日から起算

して５日前の日） 
ｄ  （略） 
ｅ  第４条第２項第４号に該当することとな
った銘柄については、原則として、分割期日

から起算して５日前の日 
 
 
ｆ  第４条第２項第５号に該当することとな
った銘柄については、本所が当該銘柄の上場

廃止を決定した日の翌日 
ｇ  第４条第２項第６号に該当することとな
った銘柄については、本所がその都度定める

 
 
 
（２）  第４条第２項第３号ただし書に規定する
「本所が特に上場の継続を必要と認めるとき」

とは、上場新株引受権証券に係る新株引受権付

社債の発行に際し、当該新株引受権付社債の発

行会社が当該新株引受権付社債について期限

の利益を喪失した場合において、当該上場新株

引受権証券の行使を制限する条項が定められ

ていないときをいうものとする。 
（３）  第４条第１項又は第２項の各号のいずれ
かに該当することとなった銘柄の上場廃止日

は、次のとおりとする。 
ａ  第４条第１項第２号又は第３号に該当す
ることとなった銘柄については、株券の上場

廃止日と同日とする。ただし、本所が速やか

に上場廃止すべきであると認めた場合は、こ

の限りでない。 
ｂ  （略） 
ｃ  第４条第２項第２号に該当することとな
った銘柄については、新株引受権の行使請求

期間満了の日から起算して４日前（休業日を

除外する。以下日数計算について同じ。）の

日（新株引受権の行使請求期間満了の日が休

業日に当たる場合は、当該行使請求期間満了

の日から起算して５日前の日） 
ｄ  （略） 
ｅ  第４条第２項第４号に該当することとな
った銘柄については、分割期日から起算して

５日前の日（株券の提出を必要とする場合

は、株券提出期間満了の日から起算して４日

前の日） 
（新設） 
 
 
ｆ  第４条第２項第５号に該当することとな
った銘柄については、本所がその都度定める
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日 
 
４．第５条（上場手数料及び年賦課金）関係 
第５条に規定する「本所が定める上場手数料及

び年賦課金」は、次のとおりとする。 
（１）  上場手数料 
ａ  上場新株予約権証券の新株予約権の行使
により発行する株式の発行価額（当該新株予

約権証券の発行価額又は売出価額の総額に

当該新株予約権に係る新株予約権の行使に

際して払い込むべき金額の合計額を合算し

た金額をいう。）の総額（以下「上場総額」

という。）の万分の０．５ 
ｂ  （略） 
ｃ  上場手数料は、当該銘柄の上場日前に（新
株予約権証券特例第２条第２項の規定に基

づき上場申請した場合には、同日以後の日で

会社設立後直ちに）納入するものとする。 
ｄ  上場会社の合併などにより上場廃止され
た新株予約権証券が上場廃止後６か月以内

に上場される場合の上場手数料は、既に納入

された額を限度として免除することができ

る。 
ｅ  新株予約権証券の上場手数料は、当該新株
予約権証券に係る、新株予約権付社債券等に

関する有価証券上場規程の特例第１条の２

の規定により新株予約権証券を付した社債

券とみなされる社債券及び新株予約権証券

を同時に上場申請する場合には、これを免

除することができる。 
（２）  年賦課金 
ａ～ｆ  （略） 
ｇ  新株予約権証券の年賦課金は、当該新株予
約権証券に係る、新株予約権付社債券等に関

する有価証券上場規程の特例第１条の２の

規定により新株予約権証券を付した社債券

とみなされる社債券及び新株予約権証券が

上場されている場合には、当該新株予約権

日 
 
４．第５条（上場手数料及び年賦課金）関係 
第５条に規定する「本所が定める上場手数料及

び年賦課金」は、次のとおりとする。 
（１）  上場手数料 
ａ  上場新株引受権証券の新株引受権の行使
により発行する株式の発行価額の総額（以下

「上場総額」という。）の万分の０．５ 
 
 
 
 
ｂ  （略） 
ｃ  上場手数料は、当該銘柄の上場日前に（新
株引受権証券特例第２条第２項の規定に基

づき上場申請した場合には、同日以後の日で

会社設立後直ちに）納入するものとする。 
ｄ  上場会社の合併などにより上場廃止され
た新株引受権証券が上場廃止後６か月以内

に上場される場合の上場手数料は、既に納入

された額を限度として免除することができ

る。 
ｅ  新株引受権証券の上場手数料は、当該新株
引受権証券に係る新株引受権付社債券を同

時に上場申請する場合には、これを免除する

ことができる。 
 

 
 
（２）  年賦課金 
ａ～ｆ  （略） 
ｇ  新株引受権証券の年賦課金は、当該新株引
受権証券に係る新株引受権付社債券が上場

されている場合には、当該新株引受権付社債

券の年賦課金を限度としてこれを免除する

ことができる。 
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証券を付した社債券とみなされる社債券及

び新株予約権証券の年賦課金を限度として

これを免除することができる。 
ｈ  （略） 

 
付  則 

１  この改正規定は、平成１４年４月１日から施
行する。 
２  商法等の一部を改正する法律（平成１３年法
律第１２８号。以下この項において「商法等改

正法」という。）附則第７条第１項の規定によ

りなお従前の例によるとされた新株引受権付社

債を発行する際に商法等改正法による改正前の

商法第３４１条の１３第１項の規定に基づき発

行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみ

なして、改正後の規定を適用する。 

 
 
 
ｈ  （略） 
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日経３００株価指数連動型上場投資信託の受益証券に関する有価証券上場規程、業務規程、 
信用取引及び貸借取引規程並びに受託契約準則の特例の施行規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（同時呼値の順位） 

第１４条 業務規程施行規則第６条（第２号を除

く。）の規定は、受益証券特例第１８条第１項第

２号ｂに規定する同時に行われた呼値及び行わ

れた時間の先後が明らかでない呼値の順位につ

いて準用する。この場合において、業務規程施行

規則第６条中「規程第１０条第２項第２号ｂ」と

あるのは「受益証券特例第１８条第１項第２号

ｂ」と、「株券、新株予約権証券及び新株予約権

権付社債券等」とあるのは「受益証券」と、「規

程第１０条第４項」とあるのは「受益証券特例第

１８条第３項」と読み替えるものとする。 
 
 
（約定値段を定める場合の合致数量） 

第１７条 業務規程施行規則第１０条（第３号を

除く。）の規定は、受益証券特例第１９条第２項

第３号ｂに規定する本所が定める他方の呼値の

数量について準用する。この場合において、業務

規程施行規則第１０条中「規程第１２条第３項第

３号ｂ」とあるのは「受益証券特例第１９条第２

項第３号ｂ」と、「株券、新株予約権証券及び新

株予約権権付社債券等」とあるのは「受益証券」

と、「規程第１２条第２項第１号、第２号及び第

４号」とあるのは「受益証券特例第１９条第１項

第１号、第２号及び第４号」と、「株券」とある

のは「受益証券」と、「規程第１２条第２項第３

号」とあるのは「受益証券特例第１９条第１項第

３号」と読み替えるものとする。 
 

（同時呼値の順位） 

第１４条 業務規程施行規則第６条（第２号を除

く。）の規定は、受益証券特例第１８条第１項第

２号ｂに規定する同時に行われた呼値及び行わ

れた時間の先後が明らかでない呼値の順位につ

いて準用する。この場合において、業務規程施行

規則第６条中「規程第１０条第２項第２号ｂ」と

あるのは「受益証券特例第１８条第１項第２号

ｂ」と、「株券、新株引受権証券、転換社債券及

び新株引受権付社債券」とあるのは「受益証券」

と、「規程第１０条第４項」とあるのは「受益証

券特例第１８条第３項」と読み替えるものとす

る。 
 
（約定値段を定める場合の合致数量） 

第１７条 業務規程施行規則第１０条（第３号を

除く。）の規定は、受益証券特例第１９条第２項

第３号ｂに規定する本所が定める他方の呼値の

数量について準用する。この場合において、業務

規程施行規則第１０条中「規程第１２条第３項第

３号ｂ」とあるのは「受益証券特例第１９条第２

項第３号ｂ」と、「株券、新株引受権証券、転換

社債券及び新株引受権付社債券」とあるのは「受

益証券」と、「規程第１２条第２項第１号、第２

号及び第４号」とあるのは「受益証券特例第１９

条第１項第１号、第２号及び第４号」と、「株券」

とあるのは「受益証券」と、「規程第１２条第２

項第３号」とあるのは「受益証券特例第１９条第

１項第３号」と読み替えるものとする。 
 

付則 
１ この改正規定は、平成１４年４月１日から施

行する。 
２ 商法等の一部を改正する法律（平成１３年法

律第１２８号。以下この付則において「商法等

改正法」という。）附則第７条第１項の規定に

よりなお従前の例によるとされた転換社債又は

新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新

株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社

債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後

の規定を適用する。 
３ 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法

等改正法による改正前の商法第３４１条の１３

第１項の規定に基づき発行する新株引受権証券

は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定

を適用する。 
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新株引受権付社債券に関する有価証券上場規程の特例を廃止する規則 
 
新株引受権付社債券に関する有価証券上場規程の特例を廃止する。 
 
 

付  則 
 

 この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 
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新株引受権付社債券に関する有価証券上場規程の特例の取扱い等を廃止する規則 
 
次の規則を廃止する。 
（１） 新株引受権付社債券に関する有価証券上場規程の特例の取扱い 
（２） 新株引受権付社債券上場契約書 
 

付  則 
 

 この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 


